
旭川国民年金 事案25  

委員会の結論   

申立人の昭和59年1月から同年3月までの付加保険料につい  

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂  

正することが必要である。   

第1  

申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

第2  

： 昭和23年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  昭和59年1月から同年3月まで   

申立期間だけが付加保険料未納とされていることに納得で  

きない。   

委員会の判断の理由   

申立人は、昭和54年11月に国民年金加入、55年4月1日に  

は付加年金に任意加入し、申立期間3か月を除くと31年以上に  

わたり定額保険料と同時に付加保険料を納付してきている。ま  

た、過去に国民年金保険料の未納が無く、免除期間も無いこと  

から、年金保険料の納付意欲が高かったと認められる。   

さらに、申立人に係る社会保険庁のマイクロフィルム記録で  

は、ゴム印表示（丸囲み文字砂㊥現各々「定板納付」「付加納付」  

「現金納付」を示す。）となっているが、申立期間の表示は現の  

ゴム印表示のみで、それ以外の期間はすべで付加納付を示す⑳  
のゴム印表示が付いている。申立期間の次年度同期には、現と  

共に㊥のゴム印表示があることからみて、申立期間には押印漏  

れがあったと認められる。  
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その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立  

期間の国民年金保険料を付加保険料含めて納付していたものと  

認められる。   



秋田国民年金 事案30  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年4月の国民年金保険料については、納付していたも  

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和46年4月   

昭和46年4月分の保険料納付記録照会を行ったところ、納付事実が   

確認できなかったとの回答があった。昭和46年4月の嘩険料は、母が   

半年分くらいの保険料をまとめて世帯三人分（父、母及び私）一緒に   

納付しており、私の4月の保険料だけが未納とされていることに納得   

できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金に加入した期間について、申立期間の1か月を除き、  
国民年金保険料をすべて納付している。  

また、当時（昭和46年4月）＼申立人と同居していた申立人の両親も   

国民年金加入期間のすべてにういて、申請免除された期間を除き保険料を  

完納している。  

さらに、申立期間の保険料については、市町村役場職員の納付督励を受  

け、申立人の母が、昭和47年5月1日に、世帯3人分の46年度分の保険   

料のうち、申立人及び父の二人については6か月分、毎自身についてⅠま1  

年分を納付したとの申立人の主張は、同市町村の三人の納付記録から申立  

人の申立期間の納付記録を除き主張どおりであることが確認でき、わざわ   

ざ4月分の保険料だけが未納とされていることは不自然である。  

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に   

判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付レていたものと  

認められる。   



山形国民年金 事案38  

第1委員会の結論  

申立人の昭和58年7月から59年3月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男（死亡）  

基礎年金番号  

生 年 月 日   昭和13年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和58年7月から59年3月まで   

社会保険事務所に納付記録を照会したところ、申立期間について、私の   

夫の国民年金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。  

しかし、私は、申立期間以前から、国民年金保険料は、夫の分も含め、  

夫婦一緒に納付していた記憶があり、私の申立期間に係る国民年金廃除料  

が納付済みとされているにもかかわらず、夫の分が未納とされていること   

に納得がいかない。  

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め  

て行ったものである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間を除き、約Z5年にわたる国民年金の加入期間に国民年  

金保険料の未納期間は無い。  

また、国民年金保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、申立て  

どおり、申立期間に係る保険料を納付していたととが確認できる。  

さらに、申立人及びその妻の国民年金保険料の収納記録を見ると、二人が  

国民年金に加入した昭和43年8月から申立期間に至るまで、いずれも保険料  

を印紙（現年度）納付していたことが確認できるとともに、申立期間直後の  

59年4月から同年9月までの保険料についても、同様に印紙（現年度）納付  

しており、申立期間だけ申立人及びその妻の保険料の納付状況が異っていた  

ことをうかがわせる客観的な資料や周辺事情は見当たらない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



山形国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年7月から61年3月までの国民年金保険料については、  

免除されていたもの認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日 ：昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期・間 ：昭和60年7月から61年3月まで   

社会保険事務所に国民年金保険料の納付記録について照会したところ、   

申立期間について免除記録が確認できなかったとの回答をもらった。  

しかし、国民年金の手続を私と一緒にしていた夫は、申立期間について  

国民年金保険料を免除されており、私も、申立期間は保険料を免除されて   

いたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の夫の年金記録を見ると、申立期間は、申立てどおり、国民年金保  

険料が免除されているとともに、申立人とその夫は、いずれも申立期間直後  

から平成4年3月まで、おおむね国民年金保険料が免除されていたことが確  

認できる。  

また、申立人は、申立期間当時の免除手続について、「6月か7月に、1  

枚の免除申請書に夫と自分の名前を連名で記載し、市役所窓口で申請した」  

と証言しているが、これは、当時の免除手続の実情と合致している。  

さらに、申立人は、国民年金保険料の免除申請を行った経緯について、   

「申立期間当時、夫が保証債務の返済で大変だったことから、夫だけが免除  

申請をして、自分が免除申請をしなかったことは考えられない。免除申請書   

は、当時経営していた店の顧客であった市役所職員が届けてくれた」と具体  

的に証言し 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  
金保険料については、免除されていたものと認められる。   



山形国民年金 事案40   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年4月から37年2月までの国民年金保険料については、 
納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生年 月 日   昭和4年生  

住  所：  

畠 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和36年4月から37年2月まで  

社会保険事務所に昭和36年4月から37年2月までの納付記録について  

照会したところ、納付記録が無いとの回答をもらった。  

しかし、私は、妻と共に昭和35年10月から国民年金に加入し、妻が37  

年3月 20 日にA役場で二人分の国民年金保険料（36年度分）を一括で納  

付した。  

私は、昭和37年3月1日に厚生年金保険に加入したため、当時のA役場  

担当者から「厚生年金保険に加入したのであれば国民年金手帳は不要だか  

ら、A役場に置いて行くように」と言われたので、国民年金手帳を持って  

いない。  

妻は、申立期間の国民年金保険料が納付済みとされており、私も納付し  

たことは間違いない。   

．第3 委員会の判断の理由  

国民年金手帳の記号番号がその妻と連番で付与されていることから、夫婦  

で一緒に国民年金保険料を納付する意思があったと推測され、妻の国民年金  

手帳を見ると、要は、昭和36年度分について、申立てどおり、昭和37年3  

月20日に納付している。  

また、申立人の国民年金保険料を納付したと主張する申立人の妻は、国民  

年金に加入しているすべての期間の国民年金保険料について未納は無く、納  

付意識が高かったものと思われ、申立内容にも不自然さは見られない。、  

さらに、社会保険庁の記録では、申立人の申立期間に係る国民年金手帳記  

号番号が、後に取り消されていることが確認でき、行政の手続に過誤があっ  

たと認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



山形国民年金 事案41  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年4月から47年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和15年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和44年4月から47年3月まで   

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、申立期間について国民年   

金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。   

しかし、昭和44年4月に、同居していた私の母と一緒に国民年金に任意  

加入し、以後、私の母が二人分（私と母）の国民年金保険料を毎月、地区   

の集金人宅に持参していたはずであり、申立期間が未納とされていること   

に納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金の加入期間につし）て、国民年金保険料の未納期間が無  

いほか、申立期間直後から14年にわたり、国民年金に任意加入している上、  

うち12年にわたり付加保険料を納付しているなど、納付意欲は高かったもの  

と考えられる。  

また、申立人の母は、申立てどおり、昭和44年4■月た国民年金に任意加入  

し、以後、国民年金保険料を納付しでいたことが確認でき、申立人がその母  

びょう   の保険料と一緒に納付していたという申立ては信憑性が高いと考えられ、申  
立人のみ申立期間について未納であることは不自然である。  

さらに、申立人は、その母が申立期間に係る国民年金保険料を地区の集金  

人宅に持参していたと主張しているが、申立期間当時、当該集金人が実在し、   

国民年金保険料を集金していたことが確認できるはか、 

ていた者は、「申立人の母が国民年金保険料を毎月持参していた」旨、明確  

に証言しており、申立人の主張は、基本的に信用できる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



福島国民年金 事案28  

第1委員会の結節  

申立人は、昭和60年4月から61年3月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが  

必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和20年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和60年4月から61年3月まで   

通勤途上にある金融機関において、昭和60年4月から61年3月まで  

の国民年金保険料を現金納付していたはずである。   

昭和60年4月16白付けで国民年金の資格を喪失しているが、国民年   

金の任意加入の資格喪失届書を提出した覚えは無い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金に任意加入した昭和47年4月から60年3月までの   

13年間の国民年金保険料をすべて納付していることから、申立人の納付意  

識は高かったと考えられる。  

また、申立人は、社会保険庁の記録上、昭和60年4月．16日に資格喪失  

し申立期間が未加入とされているが、資格喪失した時期の前後において申  

立人とその夫の仕事や住所に変更は無く、申立人の生活状況に大きな変化  

は認められないことから、申立期間が未加入とされているのは不自然であ  

る。  

さらに、申立期間前の昭和59年4月から60年3月までの国民年金保険   

料は未納とされていたが、資格喪失後の60年9月に、納付済みに記録が訂  

正されており、社会保険庁の記録管理に過誤があったことがうかがわれる  

ことから、申立期間の保険料の納付にういても過誤がなかったとは言い切  

れない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案42  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年1月から同年3月までの期間及び51年1月  

から同年3月までの期間の国民年金廃除料については、納付して  

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

名：女  
基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和1，2年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和50年1月から同年3月まで  

（∋ 昭和51年1月から同年3月まで  

社会保険庁に納付記録の照会をしたところ、申立期間の納付   

が確認できなかったとの回答を得たが、申立期間は信用金庫職   

員を通じて中断することなく・納付していたので、未納となって   

いることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

昭和50年1月から同年3月までの期間は、二度にわたり納付記  

録が訂正された経緯があり、行政側の記録管理が適正に行ゎれて  

いなかっ・たことが認められる。  

また、申立人は、昭和48年に店を開業してから55年までの間、  

定期的に店に来ていたA信用金庫の職員に、納付書と国民年金保  

険料を渡して保険料を納付したと．しているところ、A信用金庫で、  

当時、そのような収納を行っていたことが確認できるほか、申立  

人が職員から蘭収書を受け取る際に職員と次の納期限を確認し  

合っていたとの主張に不自然さはみられず、申立期間のみが未納  

となってしiることは不自然である。  

さらに、申立期間は、いずれも3か月と短期間であり、申立人  

は、申立期間を除き、国民年金加入期 

納付しているほか、国民年金手帳で納付状況が確認できる昭和  

42年8月から49年3月までの保険料については、すべて納付期   



限内に納付しており、申立人の納付意識は高かったものと考えら  

れる。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案45  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年10月から48年3月までの国民年金保険料に  

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である．。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人■の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 

A社会保険事務所に国民年金保険料納付記録を確認したとこ  

ろ、昭和44年10月から48年3月までの保険料について納付記  

森が確認できなかったとの回答があったが、私が45年4月に加  

入手続を行い、44年10‘月にさかのぼって夫と二人分の保険料  

を納付していたことから、未納とされていることに納得ができ  

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人に対しては、（∋同一市内で居住していたにもかかわらず、  

異なる国民年金手帳盲己号番号が3回払い出されていること、②同  

じ 47 年4月1日発行の国民年金手帳記号番号の異なる国民年金  

手帳が2冊交付されていること、③ 3回目に払い出された国民年  

金手帳記号番号の国民年金被保険者名簿が作成されていない、あ  

るいは誤納保険料還付実績がある国民年金被保険者台帳が特殊台  

帳として残されていないことなど、行政事務の混乱が認められる。  

また、時期は不明であるが、B市とA社会保険事務所では、申  

立期間の保険料の納付実績が記録されて市が預かっていた国民  

年金手帳、国民年金被保険者名簿及び国民年金被保険者台帳につ  

いて、訂正理由を記載しないままに、国民年金被保険者の氏名を  

申立人からその夫に変更している。B市とA社会保険事務所では、  

行政事務の混乱の原因や国民年金被保険者の氏名を変更した理  

由について不明としており、申立人の保険料納付実績を抹消した   



とも思えるような当時の事務処理は不適切なものと判断せざる  

を得ない。   

さらに、申立人は申立期間以降の保険料はすべて納付しており、  

その夫は申立期間を含めて国民年金加入期間について保険料を  

完納しており、夫婦共に嘩険料の納付意識は高かったものと認め  

られる。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案46  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年4月から49年3月までの国民年金保険料に  

ついては、納付していたものと認められることから1納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和48年4月から49年3月まで  

年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされて   

いたが、申立期間の国民年金について、昭和48年4月にA市役   

所の窓口で住所変更手続をした際に、国民年金の住所変更の手   

続をし、同年度の国民年金の納付書の交付を受け、同年8月ご   

ろ自宅近くのB銀行C支店で納付しているので、未納とされて   

いることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金保険料の納付記録は、昭和48年度及び49年  

度が未納とされていたが、49年度については、平成17年7月に  

D社会保険事瘍所で領収書の提示により記録の訂正が行われてお  

り、行政側の記録管理が不適切であったことが認められる。  

また、昭和48年度の国民年金保険料については、同年4月に国  

民年金の－転入届を提出したA市役所で同年度分保険料の納付書の  

交付を受け、納付記録の訂正が行われた49年度と同様に、申立人  

の夫が夏季の賞与を受けた後の 48 年8月にB銀行C支店で納付  

書により1年分を納付したことを鮮明に記憶しており、その内容  

は具体的で、特段不合理な点は認められない。  

さらに、申立人は、申立期間を除き国民年金の加入期間につい  

て、任意加入期間を含め保険料をすべて納付している。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案47  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年10月から46年3月までの国民年金保険料に  

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号  

生 年 尽 日 ：■昭和24年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和45年10月から46年3月まで  

当時、住み込みで働いていた会社の当時の社長が従業員の給料   

から国民年金保険料を天引きし、まとめて信用金庫で納付してい   

た。会社を辞めた時にほとんどの領収書は捨ててしまったが、ほ   

かの従業員の国民年金保険料と共に当時の社長が納付していたは   

ずなので、未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金加入期間の保険料はすべて、申立人が住み込  

みで働いていた会社の当時の社長が給料から控除して納付してい  

たとの申立内容のとおり、当時の社長は、社長とその妻及び住込  

従業員の国民年金保険料をまとめて銀行又は信用金庫で納付して  

いたと証言しており、社長とその妻及び住込従業員の保険料の納  

付記録を確認すると、いずれも申立期間について納付済みとなっ  

ている。  

さらに、申立人の昭和48年度、53年度、54年度、55年度及び  

56年度の国民年金保険料は前納で納付されており、当時の社長の  

国民年金保険料の納付意識は高かったと考えられる。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案48  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年10月から46年－9月までの国民年金保険料  

については、納付していたものと認められることから、納付記録  

を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等 

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立．期 間 ： 昭和45年10月から46年9月まで  

国民年金の納付記録を照会したところ、昭和45年10月から   

46年9月までの12か月について納付記録が確認できなかった   

との回答があったが、他の期間については完納しており、申立   

期間のみが未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立人の 

8月から加入しているはか、国民年金手帳で納付状況が確認でき  

る昭和41年4月から45年9月までの保険料については、おおむ  

ね納付期限内に納付しており、申立人の納付意識は高かったもの  

と認められる。  

また、申立人は、国民年金加入期間の保険料につい七、昭和40  

年10月から平成川年3月まで申立期間を除き37年6か月にわた  

りすべて納付しているはか、申立期間とその前後の－期間の申立人  

及びその夫の経済状況について、国民年金保険料の納付が困難と  

なる大きな変化は認められないにもかかわらず、申立期間のみが  

未納とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案49  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年10月から46年9月までの国民年金保険料に  

ついてはご納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名    男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和45年10月から46年9月まセ  
国民年金の納付記録を照会したところ、昭和45年10月から   

46年9月までの■1Zか月について納付記録が確認できなかった   

との回答があったが、他の期間についでは完納しており、申立   

期間のみが未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、平成4年5月から国民年金基金に加入しているほか、  

国民年金手帳で納付状況が確認できる昭和42年4月から45年9  

月までの保険料については、おおむね納付期限内に納付しており、  

申立人の納付意識は高かったものと認められる。  

また、申立人は、国民年金加入期間の保険料について、昭和42   

年4月から平成14年4月まで申立期間を嘩き35年1か月にわた   

りすべて納付しているはか、申立期間とその前後の期間の申立人  

及びその妻の経済状況について、国民年金保険料の納付が困難と  

なる大きな変化は認められないにもかかわらず、申立期間のみが  

未納とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



埼玉国民年金 事案52  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和 41年1月から同年3月までの国民年金保険料に  

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和9年生  

住  所 ：   

）  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和41年1月から同年3月まで  

国民年金保険料の納付については、妻の分を含めてすべて一  

緒に私が納付していた。申立期間の保険料についても、A市に  

おいて妻の分と併せて納付したにもかかわらず、妻の納付記録  

だけがあり、私の分が未納となっていることには納得できない。  

第3 委員会の判断．の理由  

申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号の払出日は同一日で、  

国民年金手帳記号番号が連番で付されているとともに、夫婦の国  

民年金保険料納付年月日は、納付年月日が確認できる昭和40年度  

及び41年度、4’6年度から48年度までの期間及び平成2年度以降  

の期間については同一日であり、基本的に夫婦一緒に保険料を納  

付していたものと考え◆られ、申立期間について、申立人のみが未  

納とされているのは不白帯である。  

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間中は保険  

料をすべて納付している上、未納とされている期間は、3か月と  

短期間であり、申立人の妻は、申立期間を含む国民年金加■入期間  

について、保険料をすべて納付している。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



茨城国民年金 事案50  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和61年2月及び同年3月の国民年金保険料については、納付し  

ていたものと認められることから、納付記録を訂正する必要がある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和61年2月及び同年3月   

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、国民年金に任意加入して   

いた昭和62年2月及び同年3月の保険料が未納とされていた。  

申立期間を含む任意加入期間は、継続してA村（現在は、B市）が発行   

した「債収書兼検認証」と共にC銀行D支店の窓口で現金納付していたの   

で、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間及び国民年金第3号被保険者期間を除き、国民年金の  

加入期間について保険料をすべて納付している。  

また、申立人は、昭和54年7月から国民年金に任意加入して以来、申立期   

間を除き67か月分の保険料を納付しており、56年度分、57年度分及び58年度  

．分の保険料を各年度で一括納付しているなど、国民年金制度への理解も深く、  

納付意識が高かったと認められる。  

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料として納付したと主張する金  

額は、当時の保険料額と一致している。  

加えて、申立期間は2か月と短期間である上、申立期間の前後において申  

立人及びその夫の仕事や生活状況に大きな変化は認められないこと、及び、  

申立人の夫は、申立期間当時は研究者であり、申立人の保険料を納付するの  
に経済的な問題は無かったことなどから、申立期間のみが未納とされている  

のは、不自然である。  

その他の事情を含めて組合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案66  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和59年4月及び同年5月の国民年金保険料  

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する  

．ことが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住   所  

：女  

： 昭和17年生  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間  ① 昭和37年1月から38年9月まで  

（a 昭和59年4月及び同年5月   

上記①の期間は、私が20歳になった暗から実家の父が国民年金保険料を  

納付してくれたはずである。兄や妹は2D歳のときから納付済みなので、  

私だけ未納とされていることに納得できない。また、上記②の期間は、区  

役所の集金人に2か月ごとに支払っていた。未納とされていることに納得  

できない。  

第3 委員会の判断の理由   

1申立期間①昭和37年1月から38年9月までについて、申立人の国民年  

金加入手続を行い、保険料を納付したとする申立人の父は既に亡くなって  

串り、保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も  

無く、申立人から聴取しても、加入手続の時期、保険料の納付方法等につ  

いての記憶が不明確であるため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状  

況が不明である。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和40年9月に申立人の妹と  

連番で払い出されており、この時点で申立期間①の大部分は時効により納  

付できない期間であり、社会保険庁の記録では、その時点でさかのぼって  

納付可能な期間について過年度納付していたことが確認できるほか、別の  

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをラかがわせる事情も見当  

たちない。  

2 申立期間②昭和59年4月及び5月の国民年金保険料は、当時2か月ごと  

に集金人に納付していたとの申立人の主張どおり、区役所には集金を担当   



する国民年金協力員が存在し、かつ、区で所持している国民年金被保険者   

名簿によると、申立人の保険料は自主納付や口座振替ではなく、集金人に 

よる納付だったものと推認できる。  

また、申立期間当時、■区役所では2か月ごとに納付期限を設定しておりヾ  

事実、社会保険庁の記録でも申立人の昭和59年度分保険料は2か月分ずつ  

偶数月の末日に納付していたことが確認できる。   

さらに、申立人は、申立期間の翌年度分からは前納を利用するなど、国  

民年金保険料の納付意識は高かったものと考えられる。  

3 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、   

昭和59年4月及び5月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案67  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年4月から50年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ－とが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和16年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和49年4月から50年3月まで  

申立期間当時、自宅のあるA町で納税組合に加入しており、国民年金保  

険料は班長が毎月集金に来ていたので、納め忘れるというてとは考えられ  

ない。また、申立期間には、仕事の都合で自分だけ一時的にB市に住所を  

移していた時期が含まれているが、税金や公共料金等は時折通ってきてい  

た妻がきちんと支払ってくれており、納め忘れて督促を受けたような記憶  

は無い。申立期間について未納とされているのは納得がいかない。  
′   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間中の昭和49年4月20日から50年1月25日までの期  

間及び50年3月28日から同年6月24日までの期間の2回にわたり、住民  

登録地をB市に移しているが、後者の期間について、50年4月分及び5月   

分の国民年金保険料をB市において納付したことがA町の市町村台帳から推  

認できる一方、B市の市町村台帳では、当該期間についても未納とされてお   

り、行政側の記録管理に不備があった可能性が考えられる。  

また、申立人の世帯が、申立内容のとおり、申立期間の前後においてA町  

の納税組合に加入していたことが、同町の市町村台帳及び申立人夫婦が所持   

し｛いる国民年金手帳の記載内容から確認できる。  

さらに、申立人は、昭和43年8月にその妻と共に国民年金の加入手続を  

行い、以後、申立人は33年以上、その妻は35年以上にわたる国民年金加入  

期間について、申立期間を除き保険料をすべて納付している。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案68  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和48年1月から同年3月までの国民年金保  

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正  

することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：（D 昭和41年4月から47年3月まで  

（∋ 昭和48年1月から同年3月まで   

昭和43年ごろに、市の集金人から国民年金の加入勧誘を受け、夫婦一緒   

に国民年金加入手続を行うとともに2年間分の保険料をさかのぼって納付   

した。その後も、集金人が来る度に保険料を納付していた。未納とされて   

いることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由   

1 申立期間（∋について、申立人は、昭和42年7月から44年1月までの時  

期に、市の集金人から国民年金の加入勧誘を受け、夫婦二人の国民年金加  

入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は48年  

1月に夫婦連番で払い出されており、国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧  

しても、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号が払い出されていなかっ  

たことが確認できる。  

また、申立人は、国民年金加入手続の際に、2年間分の保険料を市の集  

金人に納付したとしているが、市では過年度保険料の取壊いができず、ほ  

かに保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、  

確定申告書等）が無いことなどから、保険料の納付状況が不明である。  

2 申立期間（∋について、申立人の国民年金保険料は、妻が納付していたと  

しており、申立期間②については妻は納付済みとなっている。また、申立  

ち上う   人及びその妻から提出のあった国民年金手帳及び同手帳に貼付された領収  

書から、′夫婦一緒に保険料を納付していたことが確認でき、夫の保険料の   



みを納付しなかったとするのは不自然である。  

3 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、   

昭和48年1月から同年3月までの国民年金保険料を納付していたものと諦   

められる。   



栃木国民年金 事案69  

第1委員会の結論  

申立人の平成4年4月から5年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ：昭和38年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：平成4年4月から5年3月まで   

国民年金の納付記録を確認したところ、申立期間の納付が確認できなかっ  

たとの回答を得た。私は、送付された国民年金保険料など公共料金の納付書  

については、必ず納付するよう心がけていたし、将来のことを考えて国民年  

金の他に民間の年金保険にも加入したので、未納とされていることには納得  

がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間のうち、申立期間以外に未納が無いこと及び   

1か月の未加入期間を除き厚生年金保険と国民年金の切替手続を適正に行っ  

ていることなどから、保険料の納付意識は高かったと考えられる。  

また、当時、将来の生活を考え、国民年金に付加しセ氏間の個人年金保険  

に加入したとする申立人の主掛こついては、申立人から提出された平成4年  

9月 29 日付けの利益配当付年金保険の保険証券より確認することができる。  

さらに、申立人から提出された業務委託における覚書によれば、当時、申  

立人がコンピューターのソフトウェア開発に係る委託業務として高額な報酬  

を得ていたことが確認でき、国民年金保険料を納付するには十分な資力があ  

ったと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金．事案70  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年4月から51年3月までの国民年金保険料については、  

納付記録を訂正することが必要で  納付していたものと認められることから  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生  

住  所 ：   

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和50年4月から51年3月まで   

国民年金の納付記録を確認したところ、申立期間の納付が確翠できなかっ  

たとの回答であった。私と妻の国民年金保険料は、毎年、国民健康保険及び  

税金などと一緒に小切手で納付していたので、申立期間が未納とされている  

ことに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間である29年10か月において、申立期間を除  

き保険料をすべて納付している。  

また、国民年金保険料について、他の公共料金と共に小切手にて納付して  

いたとする申立人の主張は、小切手支払額の内訳は判明しなかったものの、  

国民年金保険料を含むものとして不合埋とまではいえず、申立人が所持して  

いた昭和49年10月12日額収の特例納付及び過年度納付に係る蘭収菩、申  

立期間以降の納付状況などから、申立人の国民年金保険料に対する納付意欲  

の高さをうかがうことができるため、肯定的に評価される。  

さらに、当時締結された建物賃貸借契約書によれば、申立人夫妻が雀宮す  

る個人事業が順調に推移していたと思料され、申立人は、国民年・金保険料を  

納付する資力が十分にあったと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は－、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案71  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年4月から51年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、  

ある。  

納付記録を訂正することが必要で  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生  

住  所：   

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ：昭和50年4月から51年3月まで  

国民年金の納付記録を確認したところ、申立期間の納付が確認できなか   

ったとの回答であった。私と夫の国民年金保険料は、毎年、国民健康保険   

及び税金などと一緒に、夫が小切手で納付していたので、申立期間が未納   

とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金の加入期間である29年10か月において、申立期間を  

除き保険料をすべて御付している。  

また、国民年金保険料について、他の公共料傘と共に小切手にて納付して  

いたとする申立人の主張は、小切手支払額の内訳は判明しなかったものの、   

国民年金保険料を含むものとして不合理とまではいえず、申立人が所持して   

いた昭和49年10月12日領収の特例納付承び過年度納付に係る領収書、申  

立期間以降の納付状況などから、申立人の国民年金保険料に対する納付意欲  

の高さをうかがうことができるため、肯定的に評価される。  

さらに、当時締結された建物賃貸借契約書によれば、申立人夫妻が経営す  

る個人事業が順調に推移していたと思料され、申立人は、国民年金保険料を  

納付する資力が十分にあったと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案72  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名．： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和17年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期 間：昭和48年1月から同年3月まで   

国民年金納付記録について、社会保険庁に照会したところ、昭和48年  

1月から同年3月までの期間について納付事実が確認できなかったとの回   

答をもらっ 

ていたのに、未納となっているのは納得できない。  

第3■ 委員会の判断の理由  

申立人は、夫の転勤に同伴して数回 

出された国民年金手帳によれば、転居に伴う国民年金の諸手続を適正に行っ  

ていたことが確認できることから、申立期間の保険料を納付しなかったと考  

えるのは不自然である。  

また、申立人は、国民年金加入期間の30年5か月において、申立期間の  

3か月を除き保険料をすべて納付している。さらに、申立人は、申立期間を   

含め、通算13年10か月にわたって国民年金の任意加入を継続しているとと  

もに、前納制度を活用して保険料を納付していることなどから、納付意識は  

非常に高かったと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。 



栃木国民年金 事案73  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和40年4月から同年12月までの期間の国民年金保険料及び49   

年4月から50年3月までの期間の付加保険料を含む国民年金保険料について   

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必  

要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和17年生  

住   所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 昭和40年4月から同年12月まで  

② 昭和49年4月から50年3月まで   

申立期間①の国民年金保険料は、両親が納付しており、申立期間②につ   

いては、夫が夫の口座から引き落とすよう農協に依頼していたので、申立   

期間の保険料が未納とされていることは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、24歳の時に国民年金に加入して以降、申立期間を除き保険料を  

すべて納付していること、昭和46年1月から付加保険料を納付しているこ  

となどから、保険料の納付意識が高かったものと考えられる。  

また、申立人は、昭和41年11月12日に国民年金手帳記号番号の払出し  

を受けているところ、国民年金の加入以後に申立期間①を挟んで40年1月  

から同年3月までの保険料及び41年1月から同年3月までの保険料を過年  

度納付していることから、申立期間①のみをあえて未納とすることは不自然  

と考えられる。  

さらに、申立人は、昭和46年1月から農業者年金に加入し、併せて付加  

年金にも加入している。申立期間②について、農業者年金が納付済みとなっ  

ていることが確認できることから、申立期間②の付加保険料を含む国民年金  

保険料を未納にしていたとは考え難い。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和40年4月から  

同年12月までの期間の国民年金保険料及び49年4月から50年3月までの期  

間の付加保険料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案74  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年4月から50年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1申立人の氏名尊  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日：昭和13年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期 間：昭和49年4月から50年3月まで  

当時、国民年金保険料は、農協に納付書を持参し自分の総合口座から引   

落とすよう依頼して納付していた。後で未納期間の納付書が届いたことも   

無く、申立期間のみ保険料が未納とされていることは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、34年白か月の国民年金加入期間においてJ申立期間を除き保  

険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かったと考え  

られる。  

また、申立人は、国民年金保険料を農協に依頼して自分の口座から引き  

落とす方法で納付したと主張しており、当時、申立人が利用．していた当該  

農協からも申立人の主張どおりの取扱いを行らていた旨の証言が得られ  
ぴょう  

申立内容は信憑性が高いと考えられる。  

さらに、申立人は、数回にわたる国民年金及び厚生年金保険の切替手続  

をすべて適正に行っていたことも確認セきる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間甲国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



栃木国民年金 事案75  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和37年4月から38年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：′女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和17年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和37年4月から38年3月まで   

申立期間について、国民年金の納付状況を照会したところ、納付が確認   

できなかったと言われた。私が20歳の時に、母親が私の国民年金の加入   

手続を行い、その後、国民年金手帳に印紙を貼って保険料を納付していた   

記憶があるので、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、22年6か月の国民年金加入期間において、申立期間を除き保険  

料をすべて納付していること及び20歳から60歳までの期間において、数回  
の国民年金及び厚生年金保険の切替手続を適正に行っていることなどから、  
申立人の保険料納付意識は高かったと考えられる。  

また、申立人は、母親が申立人の国民年金加入手続を申立人が20歳の時に  
ちヱう   行い、その後、国民年金手帳に100円の印紙を貼付して保険料を納付してい  
び上う   たことを鮮明に記憶していることから、申立内容は信憑性が高いと考えられ  

る。  

さらに、当時、申立人の両親は日用品等の雑貨販売を営みながら申立人を  

含む兄弟3人を高校に進学させたなど、家庭の経済状態は比較的裕福であっ  

たとする申立人の主張から、申立人の母親が、申立人の国民年金保険料を納  

付する資力は十分にあったものと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



千葉国民年金 事案57  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和40年4月から42年5月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：．女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ：昭和40年4月から42年5月まで   

申立期間の国民年金保険料は、自宅に来た集金人に支払い、預り証を受   

額している。その後還付金を受け取ったこともないことから、未納とされ   

ていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の主張どおり、申立期間に係る国民年金保険料については、当時、  

A市では各自治会長等が国民年金委員として保険料の集金を行っていたこ  

とが確認できるところ、申立人は、昭和44年5月28日に申立期間26か月  

に係る国民年金保険料を一括で納付したことを示す集金人が発行した同日  

付けの「国民年金保険料預り証」を所持しており、この預り証によると、申  

立人が、時効により納付できない期間及び当時市町村では納付できない期間  

も含めて申立期間の保険料相当額を納付したのは明らかであり、この保険料  

がその後申立人に還付された事実は確認できない。  

申立人は、昭和36年4月から平成8年6月被保険者資格を喪失するまで、  

途中の厚生年金保険の期間を含め、申立期間以外はすべて保険料を納付して  

おり、昭和44年5月28日が特例納付の実施期間中ではなく、申立期間の保  

険料は時効により納付できないことを理由として、上記の預り証による保険  

料の納付を認めないのは信義則に反する。その他の事情を含めて総合的に判  

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

られる。   



千葉国民年金 事案58  

第1 委員会の結論  

申立人甲昭和51年3月の国金年金保険料については、納付して 

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1申立人の氏名筆  

氏  名   女  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和31年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和51年3月  

申立期間の国民年金保険料は、A市役所B出張所で納付したのに、未   

納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間を除き 

て納付しており、しかも、申立期間は、1か月と短期間である。  

また、申立人は、昭和51年3月19日に母親と国民年金の加入手続及び  

国民年金保険料の納付のためにA市役所B出張所を訪れたが、同所の職員  

から20歳の誕生日前には手続も納付もできないと説明され、約1週間後  

に再度、同所を訪れ、加入の手続をするとともに51年3月の保険料を納  

付したとしており、その記憶は具体的、かつ、納付したとする保険料の金  

額も実際の保険料額とおおむね一致しているため、その主張に不自然さは  

みられない。  

さらに、申立人の国民年金保険料に係る社会保険庁の記録については、  

未納とされていた（D昭和51年11月から12月までの期間が、社会保険庁  

が誤った還付を行ったことにより生じたものとして、（∋52年1月から3  

月までの期間が、申立人が保管していた飯収書の提示により、いずれも平  

成19年に社会保険事務所で納付済みの期間として訂正されていることか  

ら、社会保険庁の記録の信頼性には疑いがあると認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



千葉国民年金 事案59  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、平成2年2月から同年3月までの期間、同   

年6月、同年12月及び3年2月から同年3月までの期間の国民年金保険料   

にフいては、納付していたもの・と認められることから、納付記録を訂正す  

ることが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

■ 氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ′： 昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  （》 昭和59年4月から61年3月まで  

（∋ 昭和62年4月から63年6月まで  

（∋ 平成元年4月から同年10月まで  

④ 平成2年2月から同年3月まで  

⑤ 平成2年6月  

⑥ 平成2年12月  

⑦ 平成3年2月から同年3月まで   

国民年金保険料は、妻が自宅から自家用車でA市民センターに行き、  

そこで毎月の保険料夫婦二人分を納付するなど、夫婦同時に保険料納付  

や免除申請をしていたのに、社会保険庁の記録では夫婦間で納付状況や  

免除期間が異なっており、申立期間について未納とされているのは納得  

がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人から提出された昭和59年分から平成3年分までの所得税の確定申  

告書（控）における社会保険料控除柵の内訳に国民年金と記述されている  

金額を見ると、昭和59年分は記述無し、60年分は7万9，320円（一人分の国  

民年金保険料の年額と一致）、61年分から63年分までは0円、平成元年分  

は記述無し、2年分は21万2，・400円（二人分の平成2年分の国民年金保険料  

の年額19万9．200円とおおむね一致）、3年分は21万2，400円（二人分の国  

民年金保険料の年額と一致）となっている。  

このうち、平成2年及び3年分の所得税の確定申告書（控）における記   



載については、夫婦二人で納付していたとする申立内容と一致する上、当  

時の収入からは現年度保険料を納付するのに十分な資力を有していたこと  

が確認されることから、申立期間のラち、④、⑤、⑥、⑦の国民年金保険  

料については、納付していたことが推認できる。   

一方、昭和60年分の所得税の確定申告書（控）における記載は、納付済  

みと記録されている申立人の要一人分の保険料と考えるのが自然であり、  

申立期間のうち、昭和60年1月から同年12月までの期間については、申立  

人の保険料が納付されたものとは認められない。   

また、昭和59年分、61年分から63年分までの期間及び平成元年分の所得  

税の確定申告菩（控）からは、国民年金保険料の納付は認められない。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、  

④平成2年2月から同年3月までの期間、⑤同年6月、⑥同年12月及び⑦  

3年2月から同年3月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと  

認められる。   



千葉国民年金 事案60  

第1 委員会の■結論  

申立人は、申立期間のうち∴平成2年1月から3年3月までの国民年金  
保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を  
訂正することが必要である占  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏   名  女  
基礎年金番号 ．  

生 年 月 日 ： 昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 昭和61年1月から同年3月まで  
（∋ 昭和62年4月から63年6月まで  

③ 平成元年4月から3年3月まで   

国民年金保険料は、自分が自宅から自家用車でA市民センターに行き、  

そこで毎月の保険料夫婦二人分を納付するなど、夫婦同時に保険料納付  
や免除申請をしていたのに、社会保険庁の記録では夫婦間で納付状況や  

免除期間が異なっノており、申立期間について未納とされているのは納得  
がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人から提出された申立人の夫の昭和61年分から平成3年分までの所  

得税の確定申告書（控）における社会保険料控除欄の内訳に国民年金と記  

述されている金額をみると、昭和61年分から63年分までは0円、平成元年  

分は記述無し、2年分は21万2，400円（二人分の平成2年分の国民年金保険  

料の年額19万9，200円とおおむね一致）、3年分は21万2，400円（二人分の  

国民年金保険料の年額と一致）となっている。  

このうち、平成2年及び3年分の所得税の確定申告書（控）における記   

載については、夫婦二人で納付していたとする申立内容と一致する上、当  

時の収入からは現年度保険料を納付するのに十分な資力を有していたこと  
が確認されることから、申立期間のうち、平成2年1月から3年3月まで  
の国民年金保険料については、納付していたことが推認できる。  

一方、61年分から63年分までの期間及び平成元年分の所得税の確定申告  

書（控）からは、国民年金保険料の納付は認められない。  

その他の事情を含めて総合的に判断するとヾ申立人は、申立期間のうち、  
平成2年1月から3年3月までの国民年金保険料を納付していたものと認  

められる。   



千葉国民年金 事案61  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和59年10月から60年3月までの国民年金保険料について   

は、納付していたものと認められる羊とから、納付記録を訂正することが  

必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和33年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和59年10月から60年3月まで  

申立期間の国民年金保険料については、1年分を一括して前納したこ   

とを憶えているので、年金記録が未納とされているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和 59年1月に国民年金に任意加入して以降、申立期間を  

除き未納期間が無く、国民年金と厚生年金保険の切替手続及び厚生年金保   

険加入による国民年金保険料の還付手続が適切に行われていることから、  

年金制度に対する知識を有し、保険料の納付意識も高かったことがうかが  

える。  

また、申立人は、申立期間を含む昭和59年度分の保険料を前納したと  
主張しているが、翌年度の保険料を前納していることが社会保険庁の記録  

しんびょうせい  
で確認されており、申立内容の信憑性は高いと考えられる。  

さらに、昭和59年度の保険料月額が60年度の保険料月額よりも安価で  

あることから、59年度分の保険料に未納があれば、60年度分の保険料を  

納付する際に、59年度分の保険料を優先して納付するのが自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案70  

第1 委貞会の結論  

申立人の東和46年4月から47年3月までの国民年金保険料については、納  

．付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和46年4月から47年3月まで   

昭和46年4月から47年3月までの期間について、社会保険事務所から国   

民年金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。43年4   

月から平成14年5月まで国民年金保険料を納付してきたのに、未納とされ  

ているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金への加入手続を行ったと考えられる昭和43年度以降、  

34年2か月の国民年金加入期間について、申立期間を除き、保険料をすべて  

納付していること、申立人が保管していた申立期間前後の領収証書の納付日が  

すべて納付期限内であることなどから、保険料の納付意識は高かったものと考  

えられる。  
また、申立期間前後において、申立人の生活状況に大きな変化は認められず、  

かつ、経済的に問題が無かったことから、申立期間の保険料のみを納付しなか  

ったとするのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案71  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和56年4月から同年6月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男（死亡）  

基礎年金番号：  

生 年 月 日：昭和11年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和56年4月から同年6月まで   

社会保険事務所から、昭和56年4月から同年6月まで、納付事実の確認  

ができなかったとの回答をもらったが、当時、毎回欠かさず夫婦の保険料と   

して4，500円ぐらいを信用金庫に納付してきた。未納とされていることに納   

得がいかない。  

（注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め  

て行ったものである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和41年4月以降、45年11月の結婚前後を含む約25年間の国   

民年金加入期間にフいて、申立期間を除き、保険料をすべて納付しており、申   

立∧の納付意識は高かったものと考えられる。  

また、申立期間は3か月と短期間であり、申立期間の前後の期間について、  

保険料がすべて納付済みとなっているとともに、申立人及びその家族の生活状   

況等に大きな変化は認められないことなどから、申立期間のみが未納とされて  

いるのは、不自然である。  

さらに、当時、申立人とその妻は食肉店を経営し、申立人の経済状況は、保  

険料を納付するのに問題は無く、申立内容に不自然さはみられない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案74  

第1委員会甲結論  

申立人の昭和37年9月から38年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

弟2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和37年9月から38年3月まで   

申立期間の国民年金保険料は、同居していた両親が納付してくれていたは   

ずである。父親は、教育委貞、地区長、保護司等をしており、行政のこと   

も理解していたので、 

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は7か月と短期間であるとともに、その後、申立人は国民年金保険   

料をすべて納付している。  

また、申立人は、申立期間当時、農業を営む両親及び兄夫婦と同居し、家業   

を手伝っており、その兄夫婦は、国民年金保険料をすべて納付している。  

さらに、昭和38年9月から39年12月までの厚生年金保険加入期間中も、   

国民年金保険料が納付されており、当該期間の国民年金保険料が還付されてい   

ることなどから、申立期間のみが未納とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案75  

第1・委員会の結論  

申立人の昭和48年5月の国民年金保険料については、納付していたものと   

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ：昭和24年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和48年5月   

私は、昭和48年5月に会社を退職した後、すぐに自宅近くの区役所の出   

張所で国民年金の加入手続を行うとともに、国民年金保険料を現金で納付   

した。その後も、保険料を納付しており、最初の1か月だけが未納となっ   

ているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は、1か月と短期間であるとともに、その後、申立人は、国民年  

金保険料をすべて納付している。  

また、申立人の厚生年金保険の資格喪失は昭打48年5月21日であるとと  

もに、その後間もない同年6月7日た国民年金手帳が発行されていることか  

ら、申立人があえて同年5月分の保険料を納付しなかったものとは考え難い。  

さらに、申立人が手続を行ったとする区役所の出張所は、昭和22年に開設  

され、国民年金の加入手続及び保険料の収納事務を行っていたことが確認で  

きる。  

その他の事情を含め七総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案76  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和47年1月から同年3月までの国民年金保険料については、重   

複して納付していたものと認められることから、国民年金保険料を還付するこ  
とが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和12年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間 ：昭和47年1月から同年3月まで   

私は、昭和47年1月から同年12月までの国民年金保険料の納付を国民年  

金事務組合に委託しており、そのうち47年1月から同年3月までの保険料  

は当該国民年金事務組合と区役所の両方に納付した。夫はそのことを記憶し  

ており、また、夫はその両方の領収書を所持している。夫の分は重複納付が  

認められ還付されたが、私の分は認められなかった。常に夫婦一緒iこ保険料  

を納め七おり」昭和47年1月から同年3月までの保険料を還付してほしいこ  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の夫は、申立期間の国民年金保険料を国民年金事務組合と区役所の両   

方に納付したことを明確に記憶し、国民年金事務組合及び区役所の領収書を所   

持していたことから、社会保険事務所において重複納付が認められ、保険料を   

還付されている。  

また、申立人の国民年金被保険者名簿では昭和47年3月3日から国民年金   

事務組合へ納付の委託が開始され、同年12月25日に垂託が解除されたことが   

記録されており、その内容は、重複卵付が認められた夫の国民年金被保険者名   

簿の記録とも一致することから、申立人についても夫と同様に保険料を重複納   

付していたものと考えられる。  

しかし、この申立人の保険料が申立人に還付されたとの記録が社会保険庁に  

ない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を重複して納付していたものと認められ、その保険料は、申立人に還付   

することが必要である。   



東京国民年金 事案77  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年7月から61年3月までの国民年金保険料については、付  

加保険料を含め納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す  

ることが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和23年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

町立期間： 昭和60年7月から61年3月まで   

私は、将来の生活のことを考えて国民年金に任意加入し、付加保険料も含  

め国民年金保険料を納付していたたもかかわらず、資格を喪失していたこと   

とされているが、私は資格喪失の手続をした覚えが無い。   

申立期間の保険料については、付加保険料を含めて納付しているはずであ   

り納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間が9か月と短期間でほかに未納期間はなく、任意加入し   

て以降、付加保険料を含め国民年金保険料をすべて納付しており、保険料の納   

付日を確認できる期間についてはすべて納付期限内に納付しているなど、国民   

年金保険料に関する納付意識が高かったと考えられる。  

また、申立期間の前後を通じて申立人の住所や夫の職業に変更はなく、生活   

状況に大きな変化は認められないことから、申立人が、申立期間に任意加入の   
資格を喪失させる理由もなく、国民年金に未加入で保険料を納付していないと   

されているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料については、付加保険料を含め納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案78  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和38年4月から39年3月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：．大正13年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和38年4月から39年3月まで   

昭和38年1月に区役所で国民年金に加入し、その後、区役所の集金担当   

の方が3か月に一度自転車に乗って国民年金保険料の集金に来ており、当   

時の保険料は、150円と記憶している。集金人に保険料を納付していたので、   

未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和38年1月に国民年金に任意加入して以降、申立期間の12か月   

を除き、国民年金保険料をすべて納付している。  

また、納付したとする金額も申立期間当時の保険料の金額と一致しているほ   

か、申立人の国民年金手帳の検認記録が複数回にわたり書き換えられている上、   

申立人が当時居住していた区では、専任徴収員による保険料の集金が行われて   

いたことが確認できることから、申立内容に不自然さは見られない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案79  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年4月から同年12片までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 二  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和49年4月から同年12月まで   

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、昭和49   

年4月から同年12月までの期間について納付事実が確認できなかったとの   

回答をもらった。44年4月に国民年金に加入して以降、すべて保険料を納   

付してきたはずであり、9か月だけ未納とされているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、婚姻後居住していた自治体において、昭和49年度は不在者とさ  

れていたことから、国民年金保険料の納付書が発行されていなかったはずであ   

るにもかかわらず、同年度内の保険料に納付済みの期間があることが確認でき、  

申立人は、申立期間の納付書を交付されていたものと考えられる。  

また、申立人は、転居前の昭和48年4月から同年6月までの期間について、  

当初、国民年金保険料が未納とされていたが、国民年金手帳に記されていた納  

付記録により、納付済みに訂正されたことから、申立人に係る行政側の記録管  

理が適正に行われていなかったことがうかがえる。  

さらに、申立人及びその夫は、申立期間を除き、国民年金加入期間の保険料  

をすべて納付しており、申立期間の保険料のみを納付しなかったとするのは不  

自然と考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案82  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年1月から62年12月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和14年生  

住  所 －：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和60年1月かち62年12月まで   

申立期間については、確定申告書に、支払った国民年金保険料の金額が記  

載されている。虚偽の申告をしてい寧はずがないから、この期間の保険料を  

納付しているはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が所持する昭和60年、61年及び62年分ゐ確定申告書控には、国民   

年金保険料の支払額が記載されており、その額は申立期間に納付するべき保険  

料嶺と同一である。  

また、申立期間前の昭和朋年及び59年分の確畠中告書控に記載されている  

国民年金保険料の支払額は、未納となっている期間の保険料額が除外されてい  

ることから、虚偽の申告をしていないという申立人の主張は基本的に信用でき  

る。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案83  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和60年1月から同年12月までの国民年金保   

険料については、納付しでいたものと認められることから、納付記録を訂正す   

ることが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和14年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和60年1月から62年12月まで   

申立期間については、奉の3年分の確定申告書に、支払った国民年金保険  

料の金額が記載されているので納付しているはずである。申立期間のうち、  
昭和61年及び62年分の確定申告書には夫の分の金額しか記載していないが、  

それは1人分しか控除されないと勘違いしたためであり、常に夫婦二人分の  

保険料を納付していたので、3年分の保険料が未納とされているのは納得で  

きない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間のうち、昭和60年1月から同年12月までの期間については、申立  

人の夫が所持する60年分の確定申告書控に、国民年金保険料の支払額が記載  

されており、その額は夫婦二人で納付するべき保険料額と一致していることか  

ら、申立人は保険料を納付していたものと認められる。  

しかしながら、昭和61年1月から62年12月までの期間については、61年  

及び62年分の確定申告書に記載されている国民年金保険料の支払額が夫一人  

分の金額であり、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる  

周辺事情も見当たらない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭   

和60年1月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら  

れる。   



東京国民年金 事案85  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和43年4月から同年6月までの由民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間：昭和43年4月から同年6月まで   

私は、国民年金について「強制加入でもあるし、将来の年金のために保険   

料をまじめに納付しなければ」という意識で加入し、当初から保険料を納   

付し続けてきた。申立期間の保険料については、申立期間当時3か月に一   

度の割合で区役所職員が家まで集金に来ており、この職員に夫婦の保険料   

をまとめて納付していたので、未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人夫婦は、国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で、申立期間の3か月を   

除き、国民年金保険料をすべて納付している。  

また、申立人夫婦が居住している区では、申立期間当時に区役所職員による   

国民年金保険料の集金が3か月に一度行われていたことが確認できる上、保険   

料の納付日を確認できる昭和42年度、43年度及び45年度から49年度までの   

期間について夫婦共に同一月k保険料率ミ納付されており、基本的に夫婦一緒に   

保険料を納付していたものと考えられる。  

さらに、申立期間の前後において、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、   

生活状況に大きな変化は魂められないことを踏まえると、申立期間の3か月の   

み未納とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めで総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案86  

第1委員会の結論  

申立人の昭和43年4月から同年6月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和14年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和43年4月から同年6月まで   

私は、国民年金について「強制加入でもあるし、将来の年金のために保険   

料をまじめに納付しなければ」という意識で加入し、当初から保険料を納  

付し続けてきた。申立期間の保険料たっいては、申立期間当時3か片に一   

度の割合で区役所職員が家まで集金に来ており、この職員に夫婦の保険料   

をまとめて納付していたので、未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人夫婦は、国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で、申立期間の3か月を   

除き、国民年金保険料をすべて納付している。  

また、申立人夫婦が居住している区で‡ま、申立期間当時に区役所職員による   

国民年金保険料の集金が3か月に一度行われていたことが確認できる上、保険   

料の納付日を確認できる昭和42年度、43年度及び45年度から49年度までの   

期間について夫婦共に同一月に保険料が納付されており、基本的に夫婦一緒に   

保険料を納付していたものと考えられる。  

さらに、申立期間の前後において、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、   

生活状況に大きな変化は認められないことを踏まえると、申立期間の3か月の   

み未納とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案87  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年8月から48年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和7年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   ： 昭和46年8月から48年3月まで   

会社を退職してすぐに、国民健康保険と一緒に国民年金の手続をし、申立  

期間は、市役所又は自宅近くの銀行で、だいたい毎月、納付書で納付してい  

たはずである。申立期間が未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金発足当初に国民年金に加入し、申立期間を除き、国民年   

金保険料をすべて納付している。また、申立人は、納付日を確認できる期間に   

ついてはすべて納付期限内に納付している上、昭和5D年度以降は1年分の保   

険料を毎年前納しているなど、納付意識が高かったと考えられる。  

さらに、退職直後に国民年金と一緒に加入したとする国民健康保険について   

は、申立人の主張するとおり、昭和46年8月8日に加入していたことが確認   

できること、申立人は申立期間に貸家を所有しており保険料を納付セきない潅   

済状況ではなかったことなど、申立内容に不自然さは見られない。  

その他の事情を早めて総合的に判断すると－申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



東京国民年金 事案88  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年4月から43年3月までの期間及び45年10月から46年   

3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることか   

ら、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：・男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：大正15年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 由和42年4月から43年3月まで  

（∋ 昭和45年10月から46年3月まで   

昭和36年ごろ、区役所職員が家に来て、国民年金制度についての説明を  

受けて、その場七加入し、そめ後は3か月に一度、集金人が来ていたので、   

言われるままに納付してきた。   

私はずっと建築会社を経営しており、納付に困ったことはなく、申立期間  

が未納であることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人夫婦は、国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で、国民年金発足時の昭  

和36年4月から、申立期間を除くすべての期間の保険料を納付している。ま  

た、申立人夫婦が居住している区では、申立期間当時に区役所職員による国民   

年金への加入手続及び保険料の集金が行われていたことが確議できる。  

さらに、申立期間の前後において、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、   

生活状況に大きな変更は認められないことを踏まえると、申立期間のみが未納  

とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたと認められる。   



東京国民年金 事案89  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年4月から43年3月までの期間及び45年10月から46年  

3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることか  

ら、納付記録を訂正することが必要である。  

第．2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和7年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 

② 昭和45年10月から46年3月まで   

昭和36年ごろ、区役所職員が家に来て、国民年金制度についての説明を   

受けて、その場で加入し、その後は3か月に一度、集金人が来ていたので、   

言われるままに納付してきた。   

私の夫はずっと建築会社を経営しており、納付に困ったことはなく、申立  

期間が未納であることに納得できない。  

第3 委貞会の判断の理由  

申立人夫婦は、国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で、国民年金発足時の昭  

打36年4月から、申立期間を除くすべての期間の保険料を納付している。ま  

た、■申立人夫婦が居住している区では、申立期間当時に区役所職員による国民  

年金への加入手続及び保険料の集金が行われていたことが確認できる。  

さらに、申立期間の前後において、申立人夫婦の仕事や住所に変更はなく、   

生活状況に大きな変更は認められないことを踏まえると、申立期間のみが未納  

とされているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたと認められる。   



神奈川国民年金 事案44   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年4月から38年10月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：■男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和36年4月から38年10月まで  

私は、昭和36年当時住んでいたアパートの大家さんに勧められ、同年3  

月終わりごろに国民年金の加入手続をした。36年4月からは毎月大家さん  

宅に保険料を届けていた。引っ越しで当時の国民年金手帳は紛失してしま  

ったが、確かに大家さん宅に保険料を届けていたので、大家さんが納付し  

てくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得が  

いかない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の国民年金保険料を当時申立人が居住していたアパー   

トの大家宅に届け、その大家が保険料を納付していたはずだと主張している  

ところ、当時、申立人から直接保険料を預かり、夫である大家に渡していた   

大家の妻から、坤立期間当時、国民年金保険料を毎月、家賃と共に申立人か  

ら預かり、夫に渡していた。納付先までは分からないが、夫は確かに申立人  

の保険料を納付していたはずだ。」との証言を得られたため、申立人の主張  
びょう  

は信憑性が高いものと考えられる。  

また、その大家は、宿直勤務があったため平日に非番の日があり、申立人  
の代わりに保険料を納付することが可能であったことから、申立人の主張に  

不自然さはみられない。  

その他の事情考含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間につき国  

民年金保険料を納付していたと認められる。   



神奈川国民年金 事案45   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和41年5月から44年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、  

ある。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏   名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生  

住  所：  

納付記録を訂正することが必要で  

2 申立内容の要旨  

申立期間 ‥ 昭和41年5月から44年3月まセ  
私は、父親が私の20歳の誕生日を契機として国民年金への加入手続をし  

たとの話を聞いており、母親も家族の分を一緒に集金人に納めていたと話  
しているので、申立期間について、自分の分が未納とされていることに納  
得がいかない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が居住していた市では、申立期間当時、国民年金保険料の集金人制  

度があったことが確認でき、申立人の母親の「申立期間当時、集金人に家族全   

員の国民年金保険料を納付した際に、小さな四角い枠に検認印を押してもら  

った。」との記憶に不自然さはみられない。  

また、申立人の保険料を集金人に納付してい牢のは、主に申立人の母親で  

あるが、申立人も、母親不在時には、直接、集金人に保険料を納付したと主  
張しており、その際、集金人が「風呂屋に集金に行った帰りで、小銭が重く  

て仕方ない。」と話していたことなどを鮮明に記憶しており、さらに、20歳  

の誕生日を契機として申立人の父親が申立人の国民年金加入手続を行ったと  

いう内容の会話を申立人がその友人と交わしたことについて、友人の証言が  
びょう  

得られていることからも、申立内容は信憑性が高いと認められる。  
加えて、申立人は、申立期間を除き、国民年季の加入期間について保険料  

をすべて納付している上、申立人の国民年金の加入手続を行ったその父親及  
び保険料を納付していた母親共に、国民年金制度が発足した昭和36年4月  
から国民年金へ加入しており、保険料の未納も無いことなどから、国民年金  
に対する意識は高かったものと認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  
金保険料を納付していたものと認められる。   



神奈川国民年金 事案46   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年7月及び同年8月の国民年金保険料については、納付し  

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生  
住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間   昭和48年7月及び同年8月  
国民年金保険料収納記録について、照会申出書を提出したところ、昭和  

48年7月及び同年8月の保険料が未納との回答をもらった。  

しかし、私は、昭和48年7月に区役所の窓口で国民年金の加入手続を行  

った際に、同年7月の保険料を納付し、同年8月の保険料についても翌月  

に同窓口で納付したので、 

第3 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳は昭和48年7月19日に発行され、この時期に国民  

年金の加入手続を行ったという申立人の主張と一致しており、申立期間であ  
る加入手続直後の48年7月及び同年8月の保険料を納付していなかったとは  

考えにくい。  

また、区役所では、申立期間の保険料が未納であれば発行されるはずの督  

びょう  促状及び納付書を発行した記録が無いことからも、申立内容は信聾性が高い  
と認められる。  

さらに、申立期間は、2か月と短期間であるとともに、申立人は、国民年  

金加入期間について、申立期間を除き、保険料をすべて納付している。  
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年   

金保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案68  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和57年7月の国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 昭和57年7月  
② 昭和57年10月から58年3月まで  

③ 昭和59年2月から62年3月まで   

国民年金保険料納付記録を確認したところ、昭和57年7月、同年10月か  

ら58年3月までの期間及び59年2月から62年3月までの期間の納付事実  

が確認できなかったとの回答をもらった。昭和57年度は、当時、A市に住  

んでいた父親が保険料を納付したと聞いている。また、59年2月から62年  

3月までの申立期間については、加入手続や保険料を納付した記憶は無いが、  

調べてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間のうち、①は、現在、社会保険事務所に保管されているマイクロフ  

ィルムでは未納となっているが、申立人が同年8月ごろに転居したB市に現在   

残っている被保険者台帳には、同年7月め保険料が、B市以外の市町村で納付  

された記録が確認できることから、申立てどおり、転居前の住所地であるA市  

在住のその父親が同月の保険料を納付していたことが推認できる。  

一方、申立期間のうち、②の期間は、申立人がA市からB市に転唇した後の   

期間で、B市の記録では、申立期間前の57年8月及び9月の保険料が、B市  

で同年9月6日に納付されていることが確認できることから、既に、申立人の  

納付記録はB市に移管されていたと考えられ、申立期間中の国民年金保険料に  

ついて、A市在住の父親が納付していたという申立内容は不合理な点がある上、   

申立人本人に保険料を納付した記憶が無いことから、＠の期間の保険料を納付  

していたと認めることはできない。  

また、申立期間のうち、③の期間は、当時居住していたB市の記録では、こ   



の期間、申立人が国民年金に加入し、保険料を納付していたことが確認できな  

い上、申立人本人に加入手続や保険料を納付した記憶は無く、関連資料（家計  

簿、確定申告書等）及び周辺事情も見当たらないことから、保険料を納付して  

いたと認めることはできない。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭  

和57年7月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案69  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年7月から44年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和42年7月から44年3月まで   

国民年金保険料収納記録について照会したところ、昭和42年7月から44  

年3月までの納付事実が確認できなかったとの回奮をもらった。   

当時、私と兄の国民年金保険料の支払は母親がして串り、兄は、申立期間   

中の保険料が納付済みとなっ七いることから、自分め保険料も支払ってくれ   

たはずである。保険料は、母親が集金に来ていた婦人会の役員に渡していた   

と思う。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険事務所保管の被保険者台帳及び国民年金受付処理簿の取得年月日  

は、当初、昭和42年7月13日（20歳到達日）となっていたが、その後、被  

保険者台帳のみ、その取得年月日が44年4月1日に訂正されている。しかし  

ながら、申立人は42年7月13日から強制適用であり、あえて資格取得日を  

44年4月1日とする理由も見当たらないことから、国民年金の記録管理に何  

らかの過誤があったと考えざるを得ない。   

また、国民年金受付処理簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭  

和44年6月ごろに払い出されているが、申立期間の保険料は、加入手続当時  

は時効をむかえておらず、保険料を納付することは可能であり、当時、申立人  

の兄の保険料を納付していた母親が申立人の保険料を過年度納付していたと  

しても不自然ではない。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払出された時点では、資格取得年  

月日は20歳到達日とならていたと推察されるため、申立期間の納付書が発行  

されていた可能性がうかがえる。  

加えて 



していたと主張しているがA市の回答によると、当時、婦人会の役員による国  
びょう  

民年金保険料の集金が行われていたとのことから、■申立内容の信憑性が認め  

られる。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案70  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年10月から同年12月まセの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生年 月  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和48年10月から同年12月まで   

昭和48年4月に婚姻し、婿入りした先は農家であった。申立期間は、収   

穫期の収入もあり、また、義父は遺族年金（子供の戦死のため）を受給して   

いたことから、凝済的に納められない状況であったとは考えられず、義父が   

納付したはずである。国民年金保険料は地区の納税組合で区長が徴収してお   

り、地区の者の手前、未納のままにしておくとは考えられない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間以外であるが、申立人の義父が記載した昭和55年度の申立人世帯  

の税金、国民健康保険料及び国民年金保険料等の支払メモから、義父が申立人  

の国民年金保険料を納付していたことが確認でき、婚姻後、義父が申立人の保  

ぴょう  険料を納付していたとの主張は信憑性が高く、申立期間の保険料についても   
義父が納付していたものと推認できる。  

また、婚姻後の国民年金加入期間については、申立期間を除き国民年金保険   

料はすべて納付されている上、申立期間に同居していた義母の国民年金保険料  

は納付済みとなっている。さらに、申立人の国民年金保険料は、婚姻直後の昭   

和48年4月から同年9月までの期間は納付済みとなっていることから、この   

直後の申立期間の3か月間のみが未納とされているのは不自然である。  

加えて、A市の回答から、申立期間当時は納入組合が存在し、地区の納入組   

合で区長が国民年金保険料を徴収することは可能であったことが確認できる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案71  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和61年4月及び同年5月の国民年金保険料については、納付し   

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和61年4月及び同年5月   

私は申立期間中休職していたが、自分のお金で国民年金保険料を銀行から   

振込みをしたり、金融機関に勤めていた同居の姉に保険料の振込みを頼ん   

だりしていた。納めるのは国民の義務と思っていたし、老後のことも考え   

て納めなければと思っていた。   

会社を辞めた直後の3か月間は納めた記録があるのに、その後の2か月間  

が未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金保険料の1期分の保険料額は1方円から1万5千円であ  

り、その姉に保険料の納付を依頼したことがあると主張しているところ、その   

金額iま実際の保険料額とほぼ一致していることが確認でき、姉からは申立人の  
ぴょう   

保険料を納付したことがあるとの証言もあることから、申立内容の信憑性の   

高さが認められる。  

また、申立期間は2か月と短期間であり、国民年金加入期間について申立期   

間を除き国民年金保険料の未納期間は無い上、退職直後から3か月だけ保険料   

を納め、次の2か月を納めないのは不自然である。  

さらに、申立人は、厚生年金保険から国民年金への2回の切替手続及び第1  

号被保険者と第3号被保険者の・3回の種別変更手続をいずれも適切に行って  

いる上、納付日の確認できる平成5年5月から7年3月まで、納付期限内に納  

付していることが確認できることから納付意識は高かったものと認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案73  

第1 委員会の結論  

申立人の晦和61年4月から62年6月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和37年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和61年4月から62年6月まで   

申立期間当時は5年間勤めた会社を退職して失業手当を受給した後に、市   

会議員の選挙事務所で働いていた。国民年金加入の時期は覚えていないが、   

私が1人で市役所へ行き手続したのを覚えている。その後納付書が届き、1   

回か2回かに分けて銀行窓口で納付したはずなので、未納とされていること   

には納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、保険料をすべて納  

付しており、申立期間以降、厚生年金保険から国民年金への切替手続を9回行  

っているが二すべて適切に処理されていることから保険料の納付意識は高かっ  

たと認められる。  

また、国民年金の加入手続をしたのは、国民年金手帳番号総括払出薄から、   

昭和63年3月から4月ごろと推定され、申立期間はさかのばって保険料の納  

付が可能であった。  

さらに、申立期間当時は申立人の申立てどおり、金融機関での納付が可能だ  

ったことが確認できる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案74  

第1委員会の結論  

申立人の昭和57年．4月から58年3月までの付加保険料については、納付して  

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生年 月 日  

住  所：  

昭和22年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和57年4月から58年3月まで   

昭和54年2月に国民年金に加入するのと同時に付加保険料納付の申出をしてお   

り、定額保険料のみを納付して付加保険料を納付していないととはありえない。   

付加保険料を納付し始めてから、複数回転居しているが、申立期間を除き、すべ   

て納付済みとなっているし、付加保険料の納付を止める届出もした覚えはないので、   

申立期間の付加保険料のみが未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委貞会の判断の理由  

申立人は、昭和54年2月に国民年金に加入してから61年4月に第3号被保険者に  

なるまでの間、申立期間を除き、申立期間の前後を含めてすべて付加保険料を納付し  

ている。  

また、付加保険料は、原則として定額保険料と一括して納付するものであり、定額  

保険料については納付済みで、付加保険料のみが未納となることは考えにくく、さら  

に、申立期間前及び申立期間中は申立人の住所に変更が無く、生活状況にも大きな変  

化は認められないことから、申立期間の付加保険料のみが未納とされていることは不  

自然である。  

加えて、申立人は、申立期間前後において、複数回転居しているが、いずれも適切   

に住所変更手続を行い、国民年金保険料を納付していることから、申立人の納付意識  

は高かったものと認ゆられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保険料を  

納付していたものと認められる。   



新潟国民年金 事案75  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和43年10月から45年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和43年10月から45年3月まで   

国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間が未納となってい  

ることが分かった。所持している国民年金手帳には申立期間を含め納付済み   

と記載されており、申立期間が未納とされていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間を除き、国民年金の加入期間について国民年金保険料を  

すべて納付している。  

また、申立人が所持している国民年金手帳の昭和50年度国民年金印紙検認   

記録欄に昭和43年10月から51年3月まで納付した声を示すものと思われる  

ゴム印が押されているが、この取扱いは、「国民年金法施行規則の一部を改正   

する省令（昭和46年厚生省令第39号）の施行に伴う実施事務の取扱高こつい   

て」（昭和46年10月23日付、社会保険庁年金保険部国民年金課長通知）によ  

り指示された記載方法と合致している。同実施事務の取扱いは、昭和49年10  

月31日に廃止されているが、当該通知の廃止後も一定の間、引き続き行われ  

ていた可能性が高い。  

さらに、申立期間当時に同居し、申立人の保険料を納付していたとする両親  

は申立期間も含め、国民年金の加入期間について保険料をすべて納付している  

ことから、申立人の申立期間のみが未納とされていることは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



長野国民年金 事案36   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年7月から51年5月までの国民年金保険料については、  

納付し七いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号  

生年月日  昭和27年生  
住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間■： 昭和50年7月から51年5月まで  

夫の国民年金保険料を徴収に来た．集金人から、今加入すればさかのぼ  

って全部の保険料を納められると聞き、後日、社会保険事務所か市の職  

員が訪問して来た際に加入手続を行い、その後定期預金を解約し、2回  

目の訪問時に11か月分の保険料（1万何千円ぐらいと記憶）を一括で  

納め、領収書を受け取った。  

その後、役所で何度も確認レ、その都度未納は無いと言われたため領  

収書は処分してしまったが、申立期間について保険料を納めたことを認  

めてほしい。   

夢3ノ 委員会の判断の理由  

申立期間当時、A市では、集金人が自宅を訪問して国民年金保険料の徴  

収を行うと共に加入手続を行うこともあったことが確認でき、申立人が一   

括で納付したとする金額は、当時の保険料額とおおむね一致し、申立内容  

に不自然さはみられない。  

また、申立人は、申立期間以降、国民年金加入期間については保険料を   

すべて納付し、昭和51年6月から58年3月までは付加保険料を納付して  

いる上、厚生年金保険と国民年金の切替手続も適切に行っ七いることから、  

納付意欲が高かったものと認められる。  

さらに、社会保険事務所の記録から、申立人の国民年金手帳記号番号は、  

A市において払い出されているが、A市には申立人に係る被保険者記録が  

存在せず、申立人が所持する減失再交付された年金手帳の初めて国民年金  

の被保険者となった日が厚生年金保険の被曝険者期間と重複する昭和50  

年6月1日となっているなど、行政側の記録管理が不適切であったことが  

認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



長野国民年金 事案37   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和37年4月から同年9月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められる∈とから、納付記録を訂正することが必要  

である。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  
基礎年金番号 ：  

生年 月日：昭和16年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間：昭和37年4月から同年9月まで  
60歳まで国民年金保険料を完納したと思っていたが、昭和37年度の  

6か月間が未納となっていると言われたため、60歳以降に住着加入し  

て6か月分を前納した。しかし、昭和36年6月から 37年3月までの  
10か月分を38年7月31日に、37年10月から38年3月までの6か月  
分を38年9月30日にそれぞれ納付したとの蘭収善があり、申立期間に  

ついては、領収書は無いが納付しているので、納付を認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和38年6月に国民年金への加入手続を行い、38年7月31  
日に36年6月から 37年3月までの国民年金保険料を過年度納付し、38  
年9月30日に37年10月から38年3月までの保険料を過年度納付してい  
ることから、その間の申立期間のみ未納となっているのは不自然である。  

また、申立人は、20歳になった昭和36年6月から38年3月までを過  
年度納付で、その後結婚するまでは現年度納付で、申立期間を除いて国民  
年金保険料を納付し、さらに、42年3月の結婚後も任意加入し、申立人  

の夫が退職した平成13年5月には第3号被保険者から第1号被保険者へ   

ゐ種別変更手続を行い、60歳になるまでの1か月についても保険料を納  

付しており、国民年金制度を良く理解し、納付意欲も高かったものと認め  

られる。  
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民   

年金保険料を納付していたものと認められる。   



愛知国民年金 事案35  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年年月から37年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和9年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和36年4月から37年3月まで   

昭和35年ごろ、A市B区の小学校に出向き国民年金に加入し、36年4月   

から37年3月について、3．か月分ずつ1か月当たり100円から150円を支   

払い、国民年金手帳に検認印を押印してもらった記憶があるので、申立期間   
が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、その夫が厚生年金保険に加入していたが、国民年金制度の発足当   

初である昭和35年10月に国民年金に任意加入し、申立期間を除き国民年季保  

険料をすべて納付している。また、昭和51年11月以降は付加保険料を納付し  

ているとともに、49年11月以降、第3号被保険者となる直前の61年3月ま  

で、一部期間を除いて保険料を前納しているなど、納付意識は高かったと考え  

られる。   

さらに、A市では、昭和35年10月1日から国民年金の加入届の受付を各学  

区において開始しており、申立人が小学校で加入したとする申立内容と符合す  

る。  

加えて、社会保険事務所の被保険者台帳では、申立期間で奉る昭和36年度  

の納付月数が12月から0月へ訂正されているが、かかる訂正を行う合理的な  

理由は見当たらない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



愛知国民年金 事案36  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和54年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納   

′付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和12年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間：昭和54年1月から同年3月まで   

国民年金に任意加入した昭和41年10月から平成9年6月に資格喪失する 

まで、国民年金保険料はすべて納付したはずであり、申立期間の3か月のみ   

未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は1回のみであり申立期間．も短期間（3か月間）である。  

また、申立人は、昭和41年10月、29歳の時に国民年金に任意加入し、以  

後、60歳到達までの約31年間、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納  

付しており、納付意識は高かったものと認められる。  

さらに、社会保険庁の保管する台帳の記録に本来、時効であるはずの時期に  

納付年月が記録されているなど、社会保険庁の事務取扱いに不合理な点がある   

一方、当時の納付方連や保険料頗に関する申立人の主張に不自然な点は見当た  

らない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



静岡国民年金 事案54  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和61年9月から62年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和17年生  

住  所 ：  

2‘申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和61年9月から62年3月まで   

申立期間当時は、金銭面で大変な時期であったが、夫の国民年金保険料は、   

口座振替で納付し、私の分は遅れながらも、未納とならないようにがんばっ   

て納付して来た。申立期間の国民年金保険料は、長女から5万円を借’りて、   

公民館で納付した記憶があり、未納とされていることには納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は、7か月と短期間であり、申立期間後は、国民年金保険料に未納  

は無い。  

また、申立期間分の保険料については、申立人の主張すると串り、申立人の  

娘の定期預金の満期時に交付された「お利息計算書」に記載された覚書きから、   

申立人がその娘にお金を借りて納付したことが推察される。  

さらに、申立人が、公民館で申立期間分の保険料を納付したとする記憶につ  

いても、申立人の住所地の市では、当時、管轄の社会保険事務所と連携して、  

保険料の集合徴収を実施していたことが確認された。  

加えて、申立人の夫は、国民年金制度が施行された昭和36年4月から60  

歳になるまで保険料の未納は無く、保険料の納付に対する意識が高かったこと  

が認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



静岡国民年金 事案55   

第1委員会の結論  
申立人は、申立期間のうち、昭和60年4月から63年3月までの国民年金保   

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す  
ることが必要である。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和5年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間    昭和60年4月から平成2年5月まで  
私の年金記録では、申立期間の国民年金保険料が未納とされているが、手  

元に残っている確定申告書（控）では、昭和60年及び61年は、国民年金保  

険料を払っていることになっている。未納とされていることには納得できな  

い。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和57年から61年までの確定申告書（控）を提出しており、申  

立人の年金記録では、45年4月から60年3月（昭和45年度から59年度）ま  

では、継続して国民年金保険料を納付していたこととされている。  

また、申立人が提出した確定申告書（控）に記載されている社会保険料控除  

額は、当時の保険料額と一致すること、及び申立人は、同欄への記載に当たっ   

ては、保険料の領収書に記載された納付金額を記載していたとしていることか  

ら判断すると、60年度及び61年度の保険料については、57年度から59年度  

までと同様に納付されていたとみることが自然である。  

さらに、申立人は、申立期間中に営んでいたとする自営業の終期に関する記  

憶は明確ではないが、昭和62年6月から63年3月までの自営業関連の光熱費、  

水道費及び通信費の支払状況が記された預金通帳を所持しておりヾその内容か   

ら、確定申告書（控）の存しない申立期間のうち、少なくとも63年3月まで   

は、申立人の仕事等に変更も無く、生活状況にも大きな変化は無かったことが  

うかがわれることから、確定申告書（控）の対象となっている期間と同様の納   

付状況に．あったものと推記するのが合理的である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭   

和60年4月から63年3月までの国民年金保険料については、納付していたも  

のと認められる。   



大阪国民年金 事案22  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年1月から同年3片までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の趣旨等   

1 申立人の氏名等   

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生  

住  所  

2 申立内容の趣旨   

申 立 期 間：昭和50年1月から同年3月まで   

私は、昭和44年9月に国民年金に加入以降、保険料を完納しており、申   

立期間の保険料も期限内に納付した。その後、A市役所から申立期間の保険   

料が未納との連絡があり、市役所窓口に蘭収書を持参して確認してもらった   

ところ、国民年金手帳記号番号が誤って収録されていたとの説明を受け、正   

しい番号に入力するから、と言われたので領収書を渡した。この期間が未納   

とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の現年度保険料を収納していたA市では、申立期間直前の昭和49年   

10月から年金保険料の収納方法を印紙方式から納付書方式に変更している。  

申立人が所持する49年10月から同年12月までの領収書には正しい国民年金  

手帳記号番号が記載されているが、申立期間をはさんで、50年4月から同年  

6月までの領収書には下4桁目が誤った記号番号が記載されており、行政側の  

記録管理に誤りがあったことが認められる。したがって、申立期間について記  

号番号に誤りがあり、市役所職員が訂正のため領収書を引き取ったとの申立人  

の主弓削こは相当の合理性が認められる。  

また、申立人の国民年金手帳に、「50．1～3月迄の分は市役所の手違いによ  

り他のNOに入金しているので、そちらから振替あり（51年2月）この期間につ  

いて領収書なし」とのメモも残されている。  

さらに、未納とされている期間は申立期間のみであり、申立期間を含む昭和   

44年9月から61年3月までは任意加入しているなど、申立人の国民年金保険  

料の納付意識は極めて高かったことがうかがわれる。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



京都国民年金 事案38  

第1 委貞会の結論  

申立人の昭和36年4月から37年3月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること  

が必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和ユ4年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和36年4月から37年3月まで  

昭和36年3月に国民年金に加入し、毎月婦人会の集金により保険料   

を納付してきた。制度開始当初から納付しているはずであり、未納が   

あることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間後37年間の国民年金加入期間について、申立期間  

を除き、国民年金保険料をすべて納付している。  

また、申立期間当時、申立人と同居し、主に保険料を納付してきたと  

されるその母親と連番で国民年金手帳記号番号が払い出されており、母   

親については、申立期間を含む国民年金加入期間について、国民年金保  

険料を完納している。  

さらに、納付日が確認できる昭和42年度から63年度までの期間につ  

いて、申立人は、すべて納期限内に国民年金保険料を納付していること  

に加え、申立人が主張している国民年金保険料の月額は、申立期間の国  

民年金保険料の月額と一致レている。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国  

民年金保険料を納付していたものと認められる。   



京都国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和54年1月から同年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必  

要である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  

基礎年金番号  

生 年 月 日   昭和10年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和54年1月から同年3月まで  

昭和42年4月に、元夫と共に国民年金に加入し、一緒に国民年金保  

険料を納付してき牢。申立期間について、私だけが未納となっている   

ことには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は3か月と短期間であるとともに、申立人iま、昭和42年4月   

に資格取得して以降、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国  

民年金保険料をすべて納付している。  

また、申立人の元夫についても、昭和42年4月に資格取得して以降、   

申立期間を含む国民年金加入期間について、国民年金保険料をすべて納  

付している。  

さらに、申立人及び元夫の国民年金手帳記号番号は連番で払い出され  

ているとともに、納付日が確認できる昭和48年度以降について、国民年  

金保険料の納付日は、おおむね一致しており、基本的に夫婦一緒に保険  

料を納付してきたものと考えられる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国  

民年金保険料を納付していたものと認められる。   



和歌山国民年金 事案46  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年4月から52年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和23年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和50年4月から52年3月まで   

妻が義母に「国民年金に加入しておいたほうがいい」と言われたので、昭  

和52年4月ごろに市役所支所で私の分と併せて二人分の加入手続を行い、   

52年度の国民年金保険料を前納した。その際、申立期間についても納付でき  

ることを聞いたので、納付し、その場で、あと1年分（49年度分）納付でき   

ると説明を受けたので、銀行に行き、現金を払い戻した上で納付した。申立   

期間だけ未納となっているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間後の国民年金加入期間については、国民年金保険料をす  

べて納付している。  

また、申立期間の国民年金保険料を納付していたとされる申立人の妻は、当   

時の納付場所の状況等を具体的に記憶しており、その主張に不自然さは見られ  

ない。  

さらに、申立人が同時期に納付したとする昭和49年度の過年度保険料及び  

52年度の保険料については、納付済みとなっており、申立期間のみ未納とな  

っているのは不自然であるとともに、申立人は、当該申立期間について、督促  

等を受けたことはなかったとしている。  

なお、申立人は申立期間の保険料を、市役所支所で過年度納付したと申し立  

てているが、本来時効により納付することができない昭和49年度分の保険料  

が、同支所の指示により納付済みとされていることから、同支所が誤った納付  

手続をしていた可能性がうかがわれる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金   

保険料を納付していたものと認められる。   



和歌山国民年金 事案47  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年4月から52年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

女  

昭和25年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  昭和50年4月から52年3月まで   

母親に「国民年金に加入しておいたほうがいい」と言われたので、昭和52  

年4月ごろに市役所支所で夫の分と併せて二人分の加入手続を行い、52年度   
の国民年金保険料を前納した。その際、申立期間についても納付できること   

を聞いたので、納付し、その場で、あと1年分（49年度分）納付できると説   

明を受けたので、銀行に行き、現金を払い戻レた上で納付した。申立期間だ   

け未納となっているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間後の国民年金加入期間については、国民年金保険料草す  

べて納付している。  

また、申立人は、当時の納付場所の状況等を具体的に記憶しており、その主  

弓長に不自然さは見られない。  

さらに、申立人が同時期に納付したとする昭和49年度の過年度保険料及び   

52年度の保険料にフいては、納付済みとなっており、申立期間のみ未納とな  

っているのは不自然であるとともに、申立人は、当該申立期間について、督促  

等を受けたことはなかったとしている。  

なお、申立人は申立期間の保険料を、市役所支所で過年度納付したと申し立  

てているが、本来時効により納付することができない昭和49年度分の保険料  

が、同支所の指示により納付済みとされていることから、同支所が誤った納付  

手続をしていた可能性がうかがわれる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



広島国民年金 事案45  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和39年3月から40年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和39年3月から40年3月まで   

国民年金保険料納付記録について照会したところ、納付の事実が確認で  

きなかったとの回答をもらった。昭和40年2月ごろ、市の職員若しくは   

集金担当者が自宅に集金に来た際に、申立期間に係る保険料を一括納付し   

たと記憶している。また、申立期間中、夫も国民年金保険料を遅れること   

なく納付していたので、納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の13か月を除き、国民年金保険料をすべて納付してい  

る。  

また、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を2回、適切に  

行っており、その夫も、国民年金制度発足以後、死亡するまでの間、国民年  

金保険料を完納している，。  

さらに、申立人は、申立期間が結婚直後の期間でもあることから、当時の  

状況を鮮明に記憶しており、申立人の説明する保険料額は、当時の保険料額  

に一致するなど、申立内容に不自然な点は見られない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



島根国民年金 事案13  

第1 委貞会の結論  

申立人の昭和50年12月から53年8月までの国民年金保険料に  

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和30年生  

住  所 ：  

2申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和50年12月から53年8月まで  

申立期間の国民年金保険料についでは、A市区町村に帰郷し   

た昭和53年9月ごろ、A市区町村B出張所（当時）で担当者の   

指示により一括納付した。当時の状況につい七は、一括納付に   

ついて家族に理由を説明したことなど明確に記憶しており、納   

付したことは間違いなく、申立期間以外に未納期間は無いこと   

からこの期間だけが未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金の加入手続を行った昭和53年9月当時は、第  

3回の特例納付の実施期間中であり、中立期間の保険料は特例納  

付等によって納付可能であった。また、申立人が納付したと主張  

するA市区町村のB出張所は申立期間当時に実在し、申立人は納  

付時の出張所職員の説明内容、出張所内の様子などを鮮明に記憶  

しており、その内容は、詳細かつ具体的である。  

さらに、申立人は、加入手続を行った昭和53年9月以降、現在  

まで国民年金保険料を完納しているとともに、申立人は、A市区  

町村に帰郷した際に親から国民年金についての話を聞き、加入及  

び納付するようになったと述べているが、申立人の両親の納付状  

況をみると、国民年金加入期間について国民年金保険料を完納し、  

同居していた申立人の姉についてもほぼ完納していることから、  

家族全員の納付意識が高かったことがうかがわれる。   



加えて、申立人は、一括納付の資金は、帰郷前のC市区町村で  

勤務していた際の預貯金だったとしているが、同人から痩出され  

た給与明細書や賞与明細書によれば、勤務時に十分な収入があり、  

かつ、．勤務先の寮に入寮し生活費が安価だったと思われることか  

ら、帰郷時に相当の預貯金があったと推測され、申立期間の保険  

料額（7万2，850円）の資金は預貯金だったとする主張は信用で  

き。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間  

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。   



香川国民年金 事案52  

第1 委員会の結論  

申立人の①昭和37年1月から同年3月までの期間及び②37年度の5か月  

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納  

付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 昭和37年1月から同年3月まで  

② 昭和37年度のうち5か月   

当時、母親が手続をしてくれた。父親は医者であり、経済的に納められ   

ない理由が無い。20歳からすべて納付していると聞いていたので、未納と   

されていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料  

をすべて納付している。  

よた、結婚後は任意加入を行うほか、厚生年金保険から国民年金への切替  

手続を適切に行うなど、国民年金保険料の納付意識の高さがうかがえる。  

さらに、申立期間の申請免除の手続について、同居している父親の所得か  

らみて免除対象とならないのに申請免除とされているなど、当時の事務処理  

に不合理な点が見受けられるとともに、申立期間当時、申立人の父親にも十  

分な収入があり、納付していないのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



香川国民年金 事案53  

第1 委員会の結論  

申立人の平成6年4月及び同年5月の国民年金保険料については、納付し  

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

： 男  

： 昭和35年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間  平成6年4月及び同年5月   

国民年金保険料納付記録について照会したところ、申立期間の納付事実  

が確認できなかった旨の回答をもちった。   

当時、保険料は夫婦で一緒に納付しており、市役所で納付したのに、私  

の分だけ未納となっており納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間は、平成6年4月及び同年5月の2か月と短期間であるとともに、  

申立人は、昭和63年11月の結婚以後の国民年金加入期間について、申立期  

間を除き、未納期間は無い。  

また、申立人は、国民健康保険と国民年金の加入手続を同じ日に行ったと  

主張しており、このうち国民健康保険については、平成6年4月26日から同   

年6月1日まで被保険者でぁったことが確認できる。  

さらに、申立人の妻は、厚生年金保険から国民年金への切替えを適切に行  

っており、未納期間は無いとともに、申立人は、その妻と一緒に市役所に行  

き、妻の国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切替えを同時に行  

ったと主張しているが、妻が平成6年4月26日に国民年金第1号被保険者と  

なったことが確認でき、申立人の国民健康保険加入日とも一致していること  

から、夫婦一緒に市役所で手続をしたものと考えられ、申立期間について、  

申立人の国民年金保険料のみが未納となっているのは不自然である。   

加えて、申立期間の保険料として納付したと申立人が主張する金額は、当  

時の保険料額とおおむねユ致していることなど、申立人の主張に不自然さは  

見られない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年   

金保険料を納付していたものと認められる。   



香川国民年金 事案54   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年6月から45年6月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。   

第2 申立の要旨等   

－1－，一申立人の氏名専  

氏  名・：女  

基礎年金番号：  

生年 月 日    昭和22年生  
住  所：  

2 申立内容の要旨  

申立期間   昭和42年6月から45年6月まで  
国民年金保険料納付記録の照会を行ったところ、「昭和42年6月から45  

年6月まセの納付事実が確認できなかった。」との回答をもらったが納得で  

きない。  
当時、市役所に出向いた際、年金相談を受けたと思われるが、その時、「過  

去に未納期間があり、すべてさかのばって支払ってはどうか」との勧奨を受  
け、20歳以降の未納期間に関する国民年金保険料を2回に分けて支払った  

ことを記憶している。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料を  
すべて納付している。  

また、申立人は、昭和47年3月に、46年4月から47年3月までの現年度   

保険料を一括納付し、また、47年9月・に、45年7月から46年3月までの過年  

度保険料を一括納付していることが確認でき、2回に分けて保険料を納付した   

とする申立人の主張と一致するとともに、45年7月から47年6月までは、第   

1回目の特例納付が実施されていた時期であり、申立期間の保険料は、この時   

期に特例納付されたものと推認される。  
さらに、申立人は、一括納付した国民年金保険料額は、1回目が2、3万円   

一 種度、2回■目が1万円程度であると申し立てているが、1回目に納付したのが、   

昭和46年4月から47年3月までの現年度保険料及び申立期間の特例納付保険   

料だとすると、納付したとする金額と納付に要する国民年金保険料額はおおむ  

ね一致する。  
加えて、申立人は、昭和47年9月に、45年7月から46年3月までの過年   

度保険料を一括納付しているが、第1回目の特例納付の納付可能期間は、36  

年4月から45年6月までであったことから、最初に特例納付が可能であった   

45年6月までの分の保険料を納付し、次に、45年7月以降の分を過年度納付  
したと考えるのが自然である。   



このほか、当時、．社会保険事務所職員が当該市に出向き、市役所に隣接する  

市民会館において特例納付の相談会を行っていたことが確認でき、申立人も国  

民年金保険料の納付方法等の説明を受けたことを具体的に記憶している。   
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、当該申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



香川国民年金 事案57   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年9月の国民年金保険料については、納付していたものと   

東められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

男   

昭和28年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 

国民年金保険料納付記録の照会を行ったところ、「昭和49年9月分につい  

ての納付事実が確認できなかった。」との回答をもらった。  

A庁を昭和49年6月に退職し、実家に転居し、同年7月に運送会社に2  

か月ほど勤めた後、役場から葉書が来て、役場の窓口に相談に行った時に国  

民年金の加入手続をしたがこその時、当月分の保険料をどうするかと言われ、  

役場の窓口か郵便局で、1か月分の保険料として1，000円ぐらいを払った記  

憶がある。  

領収書は、探してみたがみつからなかった。  

今回、昭和50年5月の保険料を還付するとの連絡を受け、未納があるこ  

とが判明したが納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、役場からの連絡を受け役場の窓口で国民年金の加入手続を行い、  

その際に、1か月分の国民年金保険料を納付するように言われ、1．000円程度  

を納付したと主張しているが、申立人は、当時の状況を具体的に記憶している  

とともに、納付金額についても、当時の国民年金保険料（1か月900円）とは  

ぼ一致する。  

また、当時、役場では窓口で現金納付が可能であったこと、及び納付単位が   

原則3か月であったが1か月ごとに納付することも可能であったことが確認  

でき、申立内容に不合理な点はみられない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



徳島国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年12月から51年12月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月日 ： 昭和24年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和50年12月から51年12月まで   

当時、夫が昭和50年10月に会社を退社し、母親と営んでいた洋品店を   

手伝うようになったため、市役所i箪私達夫婦の国民健康保険の加入手続   

に行った際、「国民年金は強制加入ですから」と言われ、隣にあった窓口   

で国民年金の加入手続をした。国民健康保険の届出日については、50年  

12月1日であることを市で確認している。  

また、当時、市の集金人が3か月ごとに集金にきており、母親と私達   

夫婦の3人分の国民年金保険料は、店にいた私達夫婦か母親が納めてい   

たと記憶しており、夫婦共に未納とされていることに納得いかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間後の国民年金加入期間について、国民年金保険料を  

すべて納付している。  

また、申立人が国民年金に加入の契機となった国民健康保険については、  

申立人の主張するとおり、昭和50年12月1日に加入手続が行われて■いるこ  

とが確認できる。一方、社会保険事務所の記録において、国民年金手帳記  

号番号が夫婦連番で払い出されたのは52年3月とされているが、申立人は、  

国民年金の加入手続を行ったのは次女を妊娠している時期であり、次女出  

生後の翌年となる同年に加入手続を行った可能性はないことを一貫して主  

張しており、その内容は具体的で、申立内容全体を通じて申立人の主張は  

基本的に信用できる。  

さらに、申立期間後の昭和52年1月から56年3月までの期間について、  

夫婦同一目に国民年金保険料を納付していることが確認できることから、  

基本的に夫婦一緒に保険料を納付していたものと考えられる。   



加えて、一緒に国民年金保険料を納付していたと主張する申立人の母親  

についても、申立期間を含む国民年金加入期間について、国民年金保険料  

をすべて納付していることが確認できる。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



徳島国民年金 事案40  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年12月から51年12月章での国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期間   昭和50年12月から51年12月まで  

私は、昭和50年10月に会社を退社し、妻と義母が営んでいた洋品店を  

手伝・うようになったことから、妻が私達夫婦の国民健康保険の加入手続   

のため市役所に行った際、「国民年金は強制加入ですから」と言われ、隣   

にあった窓口で国民年金の加入手続をしたと聞いている。国民健康保険   

の届出日については、50年12月1日であることを市で確認している。  

また、当時、市役所の集金人が3か月ごとに集金に来ており、義母と   

私達夫婦の3人分の国民年金保険料は、店にいた義母か私達夫婦が納め   

ていたと記憶しており、夫婦共に未納とされていることに納得いかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間後の国民年金加入期間について、国民年金保険料を  

すべて納付している。  

また、申立人が国民年金に加入の契機となった国民健康保険について【ま、  

申立人の主張するとおり、昭和50年12月1日に加入手続が行われているこ  

とが確認できる。一方、社会保険事務所の記録において、国民年金手帳記  

号番号が夫婦連番で払い出されたのは52年3月とされているが、申立人の  

妻は、国民年金の加入手続を行ったのは次女を妊娠している時期であり、  

次女出生後の翌年となる同年に加入手続を行った可能性はないことを一貫  

して主張しており、その内容は具体的で、申立内容全体を通じて申立人の  

主張は基本的に信用できる。  

さらに、申立期間後の昭和52年1月から56年3月までの期間について、  

夫婦同一日に国民年金保険料を納付していることが確認できることから、  

基本的に夫婦一緒に保険料を納付していたものと考えられる。   



加えて、一緒に国民年金保険料を納付していたと主張する申立人の義母  

についても、申立期間を含む国民年金加入期間について、国民年金保険料  

をすべて納付していることが確認できる。   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



愛媛国民年金 事案37  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和47年7月から49年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたンものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名・： 男  

基礎年金番号  

生 年 月 日   昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和47年7月から49年3月まで  

昭和47年7月に会社を退職して帰郷した際に、兄と一緒に国民年金   

の加入手続を行い、国民年金保険料の納付を始めた。  

生計を共にしていた妻や一緒に国民年金の加入手続をした兄の保険料   

が納付済みとされているのに、自分の分だけが未納ということは有り得   

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険  

料をすべて納付しているとともに、申立人の妻についても、結婚後の国民  

年金保険料を完納している。  

また、社会保険庁の記録から、申立人と申立人の兄の国民年金手帳記号  

番号は連番で払い出されている■ことが確認でき、兄と一緒に国民年金の加  

入手続を行い、国民年金保険料の納付を開始したとする申立人の主張を裏  

付けている。  

さらに、申立人の兄から聴取したところ、「郷里で整備工場を営むため、  

弟と一緒に帰郷し、国民年金の加入手続や納付も弟と一緒に行った」との  

証言が得られ、その兄の納付記録を見ると、加入手続を行ったと推測され  

る国民年金手帳の発行日に、申立期間に係る国民年金保険料を・特例納付及   

び過年度納付していることが確認できるなど、申立人の主張に不自然さは  

無く、申立内容は基本的に信用できる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



愛媛国民年金 事案38  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年6月から51年6月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等 ■   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

年月昭和27年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和50年6月から51年6月まで   

私の申立期間の国民年金保険料は、両親又は夫が納付したと記憶して   

いる。   

母や夫は、納付を始めてから絶対に未納は無いと言っており、納付を   

認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間の13か月を除き、国  

鳥年金保険料をすべて納付しているとと・もに、申立人の保険料を納付した   

とされる申立人の夫及び両親は、、申立期間を含む国民年金加入期間につい  

て、国民年金保険料を完納しているなど、申立人、夫及び両親は、納付意  

識が高かったやのと考えられる。  

また、社会保険庁の記録によると、申立人の昭和49年3月から50年5  

月までの期間及び51年7月から52年3月までの期間の国民年金保険料は、  

53年10月に特例納付及び過年度納付されているが、その時点においては、  

申立期間の国民年金保険料を特例納付することが可能であり、当時、申立  

人夫婦及びその両親には仕事や生活状況に特段の変化は認められず、申立  

人等の納付意識が高かったことを考え併せると、申立期間のみが未納とさ  

れているのは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  

年金保険料を納付していたものと認められる。   



高知国民年金 事案33  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和胡年2月から49年5月までの国民年金保険料については、  

納付記録を訂正することが必要で  納付していたものと認められることから、  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生  

住  所：   

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和48年2月から49年5月まで   

私は、婚姻前から一度も住所や仕事を変えたことがなく、国民年金に加   

入して以降、国民年金保険料を支払っており、昭和48年4月29日の婚姻   

以降も、夫と同じ日、同じ場所で納付していた。   

それにもかかわらず、昭和48年2月から49年5月（昭和49年4月及   

び同年5月は誤って保険料が還付されたことにより未納期間とされてい   

る。）までの国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料  

を完納しているとともに、申立人の夫も婚姻以降の国民年金加入期間につい  

て、国民年金保険料を完納している。  

また、申立期間のうち昭和49年4月及び同年5月の国民年金保険料につい   

て、49 

当時、被用者保険に加入していた事実が無く、社会保険庁の取扱いでは、過  
誤納金は還付した日において時効となっていない未納保険料に充当後、残余   

がある場合に還付することとされているため、申立期間のうち48年2月から  

49年3月までの国民年金保険料は、還付時において納付済期間として記録さ  

れていた可能性がうかがわれる。   

さらに、市町村が保管している「国民年金被保険者カード」によれば、申  

立人に係る被保険者資格の得喪記録に閲し、事実とは異なる「47．11．25の   

喪失取消49．10．24」の記載が見られるなど、申立人に係る納付記録の管理  

及び還付事務に不適切な点が認められる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  
金保険料を納付していたものと認められる。   



高知国民年金 事案34  

第1委員会の結論  

申立人の昭和51年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと謬‘められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

： 昭和18年生  

写 申立内容の要旨   

申 立期 間  昭和51年1月から同年3月まで   

私は20歳から国民年金に加入し、集金人に保険料を支払っていたにもか  

かわらず、昭和51年1月から同年3月までの期間が未納とされているこ  

とに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間が3か月と短期であるとともに、申立人は、国民年金加入期間に  

ついて、申立期間を除き、国民年金保険料を完納している  

また、市町村が保管する「国民年金被保険者カード」では、申立期間が納  

付済期間とされており、これについて、市町村からは、申立期間が納付済期  

間であると考えられる旨の意見書が提出さ才tている。  

さらに、申立期間当時、申立人が居住していた市町村では、集金人制度に  

よる国民年金保険料の集金が行われていたことが確認できる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年  

金保険料を納付していたものと認められる。   



大分国民年金 事案20 

第1委員会の結論  
申立人の昭和50年4月から51年3月までの期間及び52年7月から53年  

6月までの期間の国民年金保険料については、付加保険料を含めて納付して  

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生年月 日： 昭和16年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  （》 昭和50年4月から51年3月まで  

② 昭和52年7月から53年6月まで  

私は、昭和49年6月に市役所を退職した後、同年7月から国民年金に任  

意加入し、付加保険料を納付し始めた。夫は公務員で、私も生け花の月謝   
収入があり、年金保険料を払えない状況ではなかったノ。  

任意加入した当初から付加保険料を納付しており、申立期間のみ未納と  
されていることに納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間当時、地区子供会の集金人に国民年金保険粁を納付  
していたことを記憶しており、その旨主張している。申立人の居住地区に  
は、申立期間当時、申立人が主張している納付組織が存在していたことが  
確認でき、申立人の主張は不合理でない。  

また、申立期間のうち、①昭和50年4月から51年3月までの期間につ   

いては、申立人の年金手帳に、当該期間を含む49年7月から51年6月ま  

での期間の保険料を納付したと推認できる金額と日付が記入されている。  
加えて、申立期間のうち、②昭和52年7月から53年6月までの期間に  

ついては、当該期間直前の52年4月から同年6月までの期間は、社会保  

険庁の国民年金原簿では未納とされていたが、当該市の国民年金被保険者  
名簿では納付済みとなっていることが判明し、平成19年7月23日に記録  

訂正が行われているとともに、同被保険者名簿には、昭和52年4月から  

同年6月までの検認欄に当該市では検認できない翌年度の53年7月31日  

の検認日が記録されていることなど、行政側の記録管理が適切に行われて  

いなかったことがうかがわれる。  

さらに、申立人は、任意加入すると同時に付加保険料も納付しており、  
国民年金保険料の納付意識が高かったものと考えられる。   



その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民  
年金保険料を、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。   



宮崎国民年金 事案36  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年4月から46年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要  

である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和45年4月から46年3月まで   

私は、昭和44年10月に結婚した後、国民年金保険料は、私が管理し、   

金額や支払場所は記憶していないが、夫婦二人分を一緒に納付してきた。   

にもかかわらず、夫の国民年金保険料は納付済みとなっているが、私の  

分だけ未納になっていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、婚姻後、申立期間を除き、国民年金加入期間にういて、国民  

年金保険料をすべて納付している。  

また、申立人が、申立人の国民年金保険料と一緒に納付していたと主張   

する夫の国民年金保険料は、申立期間を含めすべて納付済みとなっている  

とともに、申立人及びその夫は、おおむね同一日に国民年金保険料を納付  

しており、夫婦一緒に納付していたことが納付記録から確認できることか  

ら、申立期間について、夫は昭和47年3月に過年度納付しており、申立人  

についても夫と一緒に過年度納付していたと考えるのが自然である。  

さらに、申立人の夫名義の登記済証によると、申立期間直後に不動産の   

購入が行われるなど、当時、申立人には、国民年金保険料を納付できるだ  

けの資力は十分にあったと推記される。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民   

年金保険料を納付していたものと認められる。   



宮崎国民年金 事案38  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、昭和41年1月から同年3月までの国民年金   

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を  

訂正することが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和18年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：（∋ 昭和38年10月から39年6月まで  

（∋ 昭和41年1月から同年3月まで   

私は、申立期間については、A信用金庫が毎日集金にきていたので1   

電気料金など公共料金と一緒に国民年金保険料を納めていたと思う。い   

くら納めていたかは記憶していないが、定期的に納めていたはずであり、   

未納とされていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間のうち、①昭和38年10月から39年6月までの期間について、  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確  

定申告書等）が無く、国民年金への加入状況や納付状況についての記憶も  
あいまい  
曖昧である。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和41年10月時  

点では、国民年金保険料は時効により納付することができず、また、別の  

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人はA信用金庫に国民年金保険料を納付していたと主張し  

ているが、申立期間当時は、年金手帳への印紙検認方式であり、信用金庫  

への納付はできなかったと思われる。  

一方、②昭和41年1月から同年3月までの期間について、申立人の国民  

年金保険料は、B市の被保険者名簿で、昭和46年12月23日に納付したと  

する記載があるとともに、申立人は、46年12月に44年1月から同年3月   



までを特例納付していることから、44年1月より前の期間である申立期間  

について未納となっているのは不自然である。   

その他の事情を含あ総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、  

昭和41年1月から同年3月までの国民年金保険料を納付していたものと認  

められる。   



沖縄国民年金 事案19  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から同年10月までの国民年金保険料については、納   

付されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ  

る。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和19年生  

住 所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和57年4月から同年10月まで 

申立期間当時、自治会長による集合徴収により、四半期ごとに公民館に串   

いて常に妻の分も併せて国民年金保険料を納付していた。昭和57年4月か   

ら同年10月までの分についても、4月から6月までの分を6月ごろに、7  

月から9月壷での分を9月ごろに、10月分を12月ごろに納付していた。一  

緒に納付していた妻の記録は納付済みとされているが、私の記録の確認した  

ところ、納付事実が確認できなかったとの回答をもら 

ることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金加入期間について、・申立期間を除き、保険料をすべて納  

付期限内に納付してい．る。  

また、申立人は、申立期間について、夫婦二人分の国民年金保険料を自治会  

長に支払っていたと申し立てているところ、申立期間当時、申立人が居住して  

いた地域では、国民年金保険料の集金を自治会長に委託していたことが確認で  

きる。  

さらに、納付日が確認できる期間について、申立人夫婦は、同一日に、同じ  

場所で納付していることが確認でき、申立期間については、申立人の妻の保険  

料は納付済みであることから、申立人の保険料についてのみ未納となっている  

のは不自然である。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認められる。   



沖縄国民年金 事案20   

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間のうち、平成元年2月及び同年3月の国民年金保険料に  

ついては、納付されていたものと認められることから、納付記録を訂正するこ  

とが必要である。  

第2 申立の要旨等 

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金寄与：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間  ① 平成元年2月及び同年3月  

② 平成2年2月及び同年3月  
（∋ 平成3年1月から同年3月まで   

国民年金の納付記録を確認したところ、（D平成元年2月及び同年3月、  

②平成2年2月及び同年3月並びに③平成3年1月から同年3月までの期  

間の国民年金保険料納付記録について照会したところ、納付事実が確認で  
きなかったとの回答をもらった。   

保険料はサトウキピの代金が支払われる1月から3月の間にまとめて、役  

場で夫が私の分も一緒に納付していた。一緒に納付していた夫の記録は納付  

済みとされているが、私の記録が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間のうち、（∋平成元年2月から3月までの期間については、申立人及   

びその夫は、昭和45年4月から国民年金保険料の納付を開始しているととも   

に、申立人の夫の62年度分の保険料は、63年2月及び同年3月にまとめて納   

付されていることが確認でき、夫婦一緒にまとめて保険料を納付していたとす   

る申立人の主熟ま信用でき、当該期間について、申立人のみが未納となってい   

るのは不自然である。  

一方、申立期間のうち、 
同年3月までの期間については、夫は60歳到達後で、夫の国民年金保険料の   

最終納付年月日が平成2年1月5日であり、夫婦一緒に当該期間の保険料を納   

付したとは考え難く、申立人の主張と矛盾する。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、ヰ立期間のうち、①   

平成元年2月及び同年3月の国民年金保険料は納付していたものと認められ  

る。   



厚生年金 事案77   

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  
たことが認められることから、申立人のA社B本社における資格取得日に係る  

記録を昭和55年3月28日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を17万円とす  

ることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付填る義務を  
履行していないと認められる。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和23年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和55年3月28日から同年4月1日まで  
厚生年金保険の加入期間について照会したところ、昭和55年3月28日に  

A社C本店において資格を喪失し、同年4月1日に再び同社B本社において  

資格を取得しているとの回答を得た。  
保険料控除の事実が確認できる在職期間中の給与明細書があるので、申立  

期間について被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

給与明細書、従業貞異動届歴台帳及び雇用保険の記録により、申立人がA社  

に継続して勤務し（昭和55年3月28日に同社C本店から同社B本社に異動）、  

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと  
が認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び  
昭和55年4月の社会保険事務所の記録から、17万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業   
主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、A健康保険組合   

から提出された健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決   
定通知書には、昭和55年4月1日に資格取得した旨の記載及び社会保険事務   

所の確認印があることから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、   

社会保険事務所は、申立人に係る同年3月の保険料の納入の告知を行っておら   

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保   

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間   

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。   



厚生年金 事案78   

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  
たことが認められることから、申立人のA社B支店における資格喪失日に係る   

記録を昭和53年4月1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を15万円とする  

ことが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を   
履行していないと認められる。   

第2 申立の要旨等   

1申立人の氏名等  

氏  名 ：男  
基礎年金番号  
生年月日昭和23年生 
住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和53年3月31日から同年4月1日まで   
A社における厚生年金保険被保険者記録では、昭和53年3月31日に同社  

B支店で資格喪失したこととなっているが、実際には、同年4月1日付けで、  

同社B支店から同社C営業所へ転勤しており、継続して勤務していることか  

ら空白期間はないはずである。在職期間中の人事カTド等があるので、申立  

期間について被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

人事カード及び雇用保険の記録により、申立人がA社に継続して勤務し（昭   

和53年4月1日に同社B支店から同社C営業所に異動）、申立期間に係る厚   

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年2月の社会保険事務   

所の記録から、15万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業   
主は保険料を納付したかどうかについては不明としているが、事業主が資格喪   

失臼を昭和53年4月1日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ   

を同年3月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を   

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年3月   

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を   

行ったものの、その後に締付されるぺき保険料に充当した場合又は保険料を還   

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行  

していないと認められる。   



厚生年金 事案79   

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  
たことが認められることから、申立人のA社（現在は、B社。以下同じ。）に  

おける資格喪失日に係る記録を昭和45年9月16日に訂正し、申立期間の標準  

報酬月額を7万6，000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を   
．履行していないと認められる。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  
基礎年金番号：  

生 年 月 月 ： 昭和17年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  
申 立 期 間㌧：昭和45年8月16日から同年9月16日まで  
厚生年金保険の加入期間について照会したところ、昭和45年8月から同  

年9月までの期間について、厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回  

答を社会保険事務所からもらった。グループ会社内での転勤であり、給料明  
細書があるので、被保険者期間であったことを認めてはしい。   

第3 委員会の判断の理由  
給料明細書により、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し  
（昭和45年9月16日にA社からC研究所（現在は、B社。以下同じ。）に異  

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた  

ことが認められる。  
また、申立期間の標準報酬月額については、給料明細書の報酬額及び昭和   

45年7月の社会塀険事務所の記録から、7万6．00P円とすることが妥当であ  

る。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業  
主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、厚生年金保険の   
記録における資格喪失日と雇用保険の記録における離職日がいずれも昭和45   

年8月16日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤っ  

て同日と記録したとは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格  
喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年8月の保   

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ  

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し   

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を  

履行していないと認められる。   



秋田厚生年金 事案8  

第1 委員会の結論  

申立人は、昭和30年5月9日から同年9月1日までに係る厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除され、かつ、事業主は、申立人が昭和  

30年5月9日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年9月1日に  

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められること  

から、同期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失に係る記録  

を訂正することが必要である。  

なお、申立期間の標準報酬月額については7，000円とすることが適当で  

ある。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ‥ 昭和8年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和26年から－27年ごろまでの間の6か月くら  

いの期間   

時期に関する記憶はあいまいであるが、昭和26年から 27年ごろま  

での間の6か月くらい、A市町村のB（株）で働いていた記憶がある  

ので、その期間を厚生年金加入期間と認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

昭和 30年5月9日から同年9月1日までについては、調査の過程で確  

認された基礎年金番号に未統合の厚生年金被保険者記録から、申立人がC  

（株）D工場に勤務し、同期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除  

されていたことが認められる。／  

一方、上記期間以外の期間については、申立人の記憶もあいまいであり、  

厚生年金保険に加入していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も  

見当たらず、被保険者資格を取得していたものと認めることはできない。  

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和30年5月9日に被保険者  

資格を取得し、同年9月1日に資格喪失した旨の届出を事業主が社会保険  

事務所に行ったことが認められる。  

なお、昭和 30年5月の標準報酬月額については、被保険者名辞の申立   



人の記録から被保険者資格取得時の標準報酬月額が7．000円であることが  

確認できることから、7，000円とすることが妥当である。   



埼玉厚生年金 事案14  

第1 委貞会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  
たことが認められることから、申立人の株式会社AのB工場における資格喪失  

日及び同社C工場における資格取得日に係る記録を昭和45年5月21日に訂正  

し、申立期間の標準報酬月額については7万6，000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を  

履行していないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和9年生  

圧  l－1r ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和45年5月30日から同年6月1日まで  

被保険者記録回答票によれば、加入期間に空白があるが、人事異動による  

転勤をしただけであることから、資格取得年月日を5月21日に訂正しては  

しい。  

第3 委員会の判断の理由  

従業員台帳の記録及び事業主の回答により、申立人が株式会社Aに継続して  

勤務し（昭和45年5月21日に同社B工場からC工場に異動）、申立人に係る   

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額についてlま二株式会社AのC工場における社   

会保険事務所の記録から、7万6，000円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確認  

できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主は、厚生年金保険被保険者  

資格喪失及び取得届の記載を誤ったとしていることから、事業主が昭和45年  

5月30日を資格喪失日とし、同年6月1日を資格取得日として届けた結果、   

社会保険事務所は、申立人に係る同年5月分の保険料について納入の告知を行  

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され  

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、  

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。   



埼玉厚生年金 事案16  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  

たことが認められることから、申立人のA株式会社B工場における資格取得日  

に係る記録を昭和47年7月1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を13万  

4．000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を  

履行していないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等   

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期間： 
社会保険庁の記録では、A株式会社B工場における厚生年金保険の加入期   

間は昭和48年1月4日に資格取得となっているが、給与明細書、在籍証明  

書、出勤紐等の資料があるので、47年7月17日から厚生年金保険の被保険   

者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

在籍証明書、出勤簿、辞令、社員名簿、会社組織図及び給与明細書により、   

申立人が申立てに係る事業所に昭和47年7月1日に正式採用されてから紺続  

して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたこ  

とが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額についてlま、昭打47年12月の給与明細書及   

び48年1月の社会保険事務所の記録から、13万4，000円とすることが妥当で  

ある。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ  

ては、事業主は不明としているが、社会保険事務所には申立人に係わる厚生年  

金保険の資格取得の届出を始め、その後に予定される報酬月額の届出や資格喪   

失の届出などの記録が無く、いずれの機会においても社会保険事務所が申立人  

に係る事業主からの届出を記録していないとは考え難い。また、申立人の昭和   



47年12月の給与明細書から雇用保険料が徴収されていることが確認できるが、  

申立期間における申立人の雇用保険の加入記録も存在しない。   

これらを総合的に判断すると、事業主が昭和48年1月4日を資格取得日と  

しで届け、その結果、1社会保険事務所は、申立人に係る47年7月から同年12  
月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の  

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険  

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付  

する義務を履行していないと認められる。   



栃木厚生年金 事案1  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ  

れ、かつ、事業主は、申立人が主張する昭和43年4月1日に厚生年金保険被   

．保険者の資格を申立人が喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認め  

られることから、申立期間について厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係   

る記録を訂正することが必要である。  

なお、申立期間の標準報酬月額は3万3，000円とすることが妥当である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ′：  

生 年 月 日   昭和18年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和43年2月21日から同年4月1日まで   

私は、昭和37年9月に入社してから定年退職するまで継続してA社に勤  

務していた。昭和43年2月に同社B工場から同社C事業所に転勤したが、  

退職したわけではないので、納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、厚生年金基金の記録により、昭和43年4月1日に、A社の前身  

であるD社B工場の加入員資格を喪失し、同社C事業所の加入員資格を再取  

得したことが確認できる。  

また、事業主からは、申立人が、昭和37年・9月に入社してから定年退職す  

るまで継続して厚生年金保険被保険者であり、異動の際の資格取得届及び資  

格喪失届は、複写式の様式を用いて社会保険事務所と厚生年金基金に対して  

同一の内容で届出していたため、社会保険事務所と厚生年金基金との間で資  

格取得日及び資格喪失日が異なることはないとする旨の回答があった。  

さらに、申立人と同時期にC事業所へ異動した同僚の異動前の事業所にお  

ける厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和43年4月1日となっている。  

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立   

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと、及  

び、申立人が主張する昭和43年4月1日に被保険者資格を喪失した旨の届出  

を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。   



なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金加入員台帳の記  

録から、3万3，0州円とすることが妥当である。   



長野厚生年金 事案2  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  

たことが認められることから、申立人のA社における資格取得日に係る記録を  

昭和36年1■1月7日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を1万4，000円とする  

ことが必要で奉る。  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履  

行したか否かについては、明らかでないと認められる。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和14年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和36年11月7日から同年12月6日まで   

昭和32年にアルバイトとしてA社に雇われ、．33年7月から正社員となり、   

本社とB工場とを行き来してきた。   

B工場から本社に転勤となった昭和36年11月について厚生年金保険に加入   

していないことになっているが、退職ではないので、申立期間について厚生年   

金保険の被保険者であったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

雇用保険の被保険者記録により、申立人は、昭和33年7月1日から40年5  

月17日までの期間、同一会社において雇用保険の被保険者であったことが確  

認でき 、この期間は、申立人がA社に正社員として勤務していたと主張する期  

間と一致することから、申立人が申立てに係る事業所に継続して勤務し、申立  

期間について厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められ  

る。申立人は、申立期間を挟んで2度にわたって、A社本社からA社B工場へ  

の転勤の事実があり、この場合はいずれも厚生年金保険の被保険者資格に係る  

本社での喪失年月日と転勤先であるB工場での取得年月日は同一で、転勤先の  

B工場では被保険者資格が途切れることがないよう事務処理を行われており、  

申立てのあったB工場から本社への転勤に係る資格取得手続時に何らかの誤  

りが発生したと考えるのが自然である。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和36年11月にA社B工場か   



ら同社本社への転勤があったと認定し、同年12月の本社配属時の社会保険事  

務所の記録から、1万4．000円とすることが妥当である。   

な串、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ  

ては、A社がすでに昭和40年4月に廃業しており当時の代表者も連絡がつか  

ないため確認できないこと、及びこのほかに確認できる関連資料及び周辺事情  

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。   

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主  

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ  

たか否か及び事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か  

について鱒、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った  

とは認められない。   



長野厚生年金 事案3  

第1 委貞会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  

たことが認められることから、申立人のA社における資格喪失日に係る記録を  

、昭和47年9月13日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を9万8，000円とする  

ことが必要である。  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履  

行したか否かについては、明らかでないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生年 月 日 ：昭和7年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和47年8月13日から同年9月13日まで   

A社の整備課長から関連会社であるB社の販売課長に配置換えとなった申   

立期間について厚生年金保険に加入していないことになっている。  

しかし、A社とB社は同一場所にあって雇用関係は継続していたので、申立   

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

雇用保険の被保険者記録により、申立人が、昭和47年9月11日までA社に  

雇用されていたことが確認できる上、当時の同僚（昭和41年4月にA社に入  

社し、46年8月にB社に配置換えになり、51年3月に退社）の「両会社は同  

一場所にあり、在職中は申立人と一緒に仕事をしていた」との証言もあること  

から、申立人は、A社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の楳準報酬月額については、配置換え直前に見直されている   

昭和46年11月の社会保険事務所の記録から、9万8，000円とすることが妥当  

である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ   

ては、A社を承継したC社は、すでに昭和52年3月に倒産しており、当時の   

代表者も連絡がつかないため確認できないこと、及び、このほかに確認できる   

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。   



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主  

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ  

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、  

行ったとは認められない。   



三重厚生年金 事案7  

第1 委員会の浩論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて   

いたことが認められることから、申立人のA社B出張所の資格喪失日に係る   

記録を昭和31年2月1日に、同社C出張所における資格取得日を同年2月1   

日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を、 

である。また、同社C出張所の資格喪失日に係る記録を昭和37年5月1日に、   

同社D出張所における資格取得日を同年5月1日に訂正し、申立期間②の標   

準報酬月額を、3万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務  

を履行していないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号；  

生 年 月 日 ： 昭和8年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：① 昭和31年1月31日から同年2月15日まで  

② 昭和37年4月30日から同年5月3日まで   

厚生年金保険の加入記録を問い合わせたところ、A社B出張所（後にE社   

に合併）に入社以来、昭和31年にC出張所、昭和37年にD出張所た転勤し、   

退職するまでA社とE社に継続して勤務したのに、申立期間が空白期間で   

あるとのことであり、納得できないので再調査してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

社員名簿及び雇用保険の記録により、申立人がA社に継続して勤務（昭和  

31年2月1日にA社B出張所から同社C出張所に異動、昭和37年5月1日   

に同社C出張所から同社D出張所に異動）・し、申立期間に係る厚生年傘保険   

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額について、A社における社会保険事務所の   

記録から、申立期間①については1万2，000円、申立期間②については3万  

円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確   

認できる関連資料及び周辺事情が無いものの、事業主は、申立期間①及び②   



共に、厚生年金被保険者資格喪失届の記載を誤ったとしていることから、社  

会保険事務所は、申立人に係る昭和31年1月分及び37年4月分の保険料に  

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも  

のの、その後に納付されるべき保険粁に充当した場合又は保険料を還付した  

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し  

ていないと認められる。   



岡山厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて  

いたことが認められることから、申立人のA社B支店における資格喪失日に   

係る記録を昭和46年10月1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を6万円  

とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務  

を履行していないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所 ：   

2 申立内容の要旨  

申 立期 間：・昭和46年9月30日から同年10月1日まで  
昭和46年川月1日にA社B支店からC工場に転勤し、同社に継続雇用  

されていたが、厚生年金保険の加入記録ではB支店の資格喪失日が同年9  

月30日になっている。辞令簿及びC工場の資格取得届があるので、申立期  

間について被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

給料計算書及び雇用保険加入記録から、申立人がA社た継続して勤務し   

（昭和46年10月1日に同社B支店からC工場に異動）、申立期間に係る厚生  

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  
また、申立期間の標準報酬月額については、昭和46年9月の社会保険事  

務所の記録及び給料計算書から、6万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事  
業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資   

格喪失日を昭和46年10月1日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所   

がこれを同年9月30日と誤フて記録することは考え難いことから、事業主  

が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る  
同年9月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が  

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合  

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を  

納付する義務を履行していないと認められる。   



徳島厚生年金 事案8   

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され  
ていたことが認められることから、申立人のA社における資格取得日に係  

る記録を昭和49年1月1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を8万円と  

することが必要である。  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務  
を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和23年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和49年1片1日から49年3月1日まで  
厚生年金保険の加入期由について照会したところ、資格取得日が昭和  

49年3月1日となっているが、同年1月1日から勤務していた。  

保険料控除の事実が証明できる給料支払明細書があるので、申立期間  
について被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人の給料支払明細書により、申立人がA社に昭和49年1月から勤務  

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい  
たことが認められる。  

また、申立期蘭の標準報酬月額については、申立人の給料支払明細書か  
ら、8万円とすることが妥当である。  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに  
ついては、事業主は不明としており、このはかに確認できる関連資料、周   
辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事   
業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所  
に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無い  
ことから、行ったとは認められない・。   



福岡厚生年金 事案6   

第1 委員会め結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され、  
かつ、事業主は、申立人が主張する昭和36年10月1日に厚生年金保険被  

保険者資格を申立人が取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが  
認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日  
の記録を訂正することが必要である。  

なお、申立期間の標準報酬月額については8，000円とすることが妥当で  

ある。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  
基礎年金番号  
生年月日昭和20年生  
住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和36年10月1日から同年12月15日まで  
平成12年2月7日に受け取った厚生年金保険被保険者記録の回答票  

では資格取得日が昭和 36年10 月1日となっていたが、手書きで書か  

れた事業所名が異なっていたため、訂正を申し入れていた。  
平成19年3月10日、再度、被保険者記録を受け取ったところ、事業  

所名は正しくなっていたものの、資格取得日が昭和36年12月15日に  
訂正されていた。不正に訂正されたものであり、申立期間について訂  
正前の期間に戻してほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和36年10月1日を被保険者資格取得日とする厚生年金保   
険被嘩険者証を保有しているとともに、現在受給している年金については、  
同日を資格取得日とする被保険者期間に基づき裁定されている。  

また、社会保険事務所が保管する申立てに係る会社の被保険者名簿を見  
ると、申立人については資格取得日が昭和36年10月1日から同年12月   

15 日に訂正されているが、これは同名簿に記載ざれているほかの従業員  

に係る資格取得日の訂正を申立人の欄に誤って転記したものと推測される。  
これらを総合的に判断すると、上記資格取得に係る記録の訂正は有効な  

ものとは認められず、申立人の資格取得日は、昭和36年10月1日であっ  

たと認められる。  
なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁の当初の記録に  

より、8，000円とすることが妥当である。   



沖縄厚生年金 事案13  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい   
たことが認められることから、申立人のA社における資格喪失日・に係る記録を  

昭和53年11月1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については16万円と   

することが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を  

履行していないと認められる。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和24年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立潮 間：昭和53年10月31日から同年11月1日まで  

社会保険業務センターから郵送されてきた「年金加入期間のお知らせ」に   

よれば、加入期間に空白があるが、人事異動による転勤をしただけであるこ  

とから、資格喪失年月日を昭和53年11月1日に訂正してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

賃金台帳及び雇用保険の記録により、申立人がA社に継続して勤務し（昭和   

53年11月1日にA社本社からB支店に異動）、申立期間に係る厚隼年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、A社B支店における社会保険事  

務所の記録及び昭和53年度分賃金台帳から、16万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確認   

できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主は、厚生年金保険被保険者   

資格喪失届の記載を誤ったとしていることから、事業主が昭和53年18月31  

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年   

10月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入  

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保   

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付す号義  

務を履行していないと認められる。   



沖縄厚生年金 事案14  

第1 委員会の結論   

申立人の昭和37年11月25日から44年12月31日までの沖縄特別措置に係  

る厚生年金保険の特別納付保険料については、納付していたものと認められる  

ことから、沖縄特別措置に係る厚生年金保険の特別納付保険料の納付記録を訂  

正することが必要である。   

なお、当該期間の特別納付保険料の納付額については、116万7，278円とす  

ることが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和16年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和37年11月25日から44年12月31日まで  

A社に勤務していた申立期間に係る沖縄特別措置に伴う厚生年金保険の   

特別納付保険料として、平成10年12月中旬に社会保険事務所窓口におい   

て、私が夫婦併せて176万6，040円を現金納付した。  

社会保険事務所から当該保険料の納付記録が無い旨の回答を受けたが、   

税瘍署で平成10年分所得税の更正の請求手続を行った際に、社会保険事務   

所が発行した特別納付保険料の領収書（写し）を提出した上で、更正の決   

定を受けており、税金の還付が行われた通帳も所持しているので、当該保   

険料を納めたことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、「社会保険料控除漏れ（厚生年金特別措置）」を理由とする平成   

11年6月28日付けの税務署の文書収受印が押印された「平成10年分所得税の   

更正の請求書」を所持しており、その記載内容により更正後の社会保険料額が   

申立てに係る特別納付保険料の夫婦合算額を加算した金額であることが確認   

できる。  

また、「所得税の更正の請求」について、税務署は請求に係る事実が確認で   

きる根拠資料をもって行っているとしている。  

申立人が所持している（D平成11年7月16日付けの税務署長印が押印された   

「平成10年分所得税の更正通知書」、②同決定に基づく11年7月12日付けの   



B市長印が押印された「市民税・県民税の更正決定通知書」、③税務署発行の  

「国税還付金振込通知書」、④B市発行の「過誤納金還付通知書」及び⑤預金  

通帳により、上記保険料を申立人が納付したものと推認できる。   

一方、納付時期が、沖縄特別措置に伴う厚生年金保険の特別納付保険料の納  

付期間であり、納付すべき保険料の額とも一致していること等が認められるな  

ど、上記176万6，040円を納付した旨の申立人の主張は、基本的に信用できる。   

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立人が主張する昭和37年11月 

25日から44年12月31日までの期間について、沖縄特別措置に伴う厚生年金  

保険の特別納付保険料を納付したことが認められる。   

なお、申立期間の特別納付保険料額は、社会保険庁が保管している同保険料  

の管理台帳に基づき116万7，278円とすることが妥当・である。   



沖縄厚生年金 事案15  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和38年2月14日から44年12月31日までの沖縄特別措置に係  

る厚生年金保険の特別納付保険料については、申立人の夫が納付していたもの   

と認められることから、沖縄特別措置に係る厚生年金保険の特別納付保険料の   

納付記録を訂正することが必要である。  

なお、当該期間の特別納付保険料の納付額については、59万8，762円とす  

ることが必要である。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  ■名  

基礎年金番号：  

生 年 月 日：昭和18年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和38年2月14日から44年12月31日まで  

A社に勤務していた申立期間に係る沖縄特別措置に伴う厚生年金保険の   

特別納付保険料として、平成10年12月中旬に社会保険事務所窓口におい   

て、夫が夫婦併せて176万6，040円を現金納付した。  

社会保険事務所から、当該保険料の納付記録が無い旨の回答を受けたが、   

夫が税務署で平成10年度分所得税の更正請求手続を行った際に、社会保険   

事務所が発行した特別納付保険料の領収書（写し）を提出した上で、更正   

の決定を受けており、税金の還付が行われた通帳（夫名義）も所持してい   

るので、当該保険料を納めたことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、夫が行った「社会保険料控除漏れ（厚生年金特別措置）」を理由   

とする平成11年6月28日付けの税務署の文書収受印が押印された「平成10   

年分所得税の更正の請求書」を所持しており、その記載内容により更正後の社   

会保険料額が申立てに係る特別納付保険の料夫婦合算頗を加算した金額であ   

ることが碓東できる。  

また、’「所得税の更正の請求」について、税務署は請求に係る事実が確認で   

きる根拠資料をもって行っているとしてい争。  

申立人の夫が所持している①平成11年7月16日付けの税務署長印が押印さ   

れた「平成10年分所得税の更正通知書」、②同決定に基づく11年7月12日付   



けのB市長印が押印された「市民税・県民税の更正決定通知書」、③税務署発  

行の「国鱒還付金振込通知書」、④B市発行の「過誤納金還付通知書」及び⑤  

預金通帳（夫名義）により、上記保険料を申立人の夫が納付したものと推認で  

きる。   

一方、納付時期が、沖縄特別措置に伴う厚生年金保険特別納付保険料の納付  

期間であり、納付すべき保険料の額とも一致していること等が認められるなど、  

上記176万6，040円を納付した旨の申立人の夫の供述は、基本的に信用できる。   

これらを総合的に判断すると、申立人の夫は、申立人が主張する昭和38年2  

月14日から44年12月31日－までの期間について、沖縄特別措置に伴う厚生年  

金保険の特別納付保険料を納付したことが認められる。   

なお、申立期間の特別納付保険料額は、社会保険庁が保管している同保険料  

の管理台帳に基づき59万8，762円とすることが妥当である。   



旭川国民年金 事案23  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和39年8月から同年12月までの期間及び昭和40年8月か  

ら 42年3月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの  

と認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和13年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ：① 昭和39年8月から同年12月まで  

② 昭和40年8月から42年3月まで   

申立期間は、昭和39年に厚生年金保険を資格喪失した後）独立して   

会社設立する準備中の時期であり、経済的に納付困難ではなく、貯蓄   

もあったので未納とすることは考えられない。   

当時、市役所へ行った帰りに母親の入院していた病院に寄ったこと  
は   

や印紙を買って年金手帳に貼ったことなどの記憶がある。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について国民年金保険料を納付していたと主張して  

いるが、申立期間は夫婦共に未納となっており、納付を裏付ける関連資料  

（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。  

また、国民年金手帳記号番号の払出しが昭和42年8月であることが、  

社会保険庁の記録から確認できることから、申立期間には時効により納付  

できない期間が含まれる。さらに、 申立期間については、後日、特例納付  

により納付していたことを裏付ける関連資料も無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



旭川国民年金 事案24  

第1委員会の結論  

申立人の昭和39年7月から42年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏’   名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和39年7月から42年3月まで  

申立期間は、昭和39年に厚生年金を資格喪失した後、独立して会社   

設立する準備中の時期であり、経済的に納付困難ではなく、貯蓄もあ   

って未納とすることは考えられない。  
同年に市役所へ行った帰りに義母の入院していた病院に寄ったこと  

は  や印紙を買って年金手帳に貼ったことなどの記憶がある。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について国民年金保険料を節付していたと主張して  

いるが、申立期間は夫婦共に未納となっており、納付を裏付ける関連資料  

（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。  

また、国民年金手帳記号番号の払出しが昭和42年8月であることが、  

社会保険庁の記録から確認でき、申立期間は時効により納付できない期間  

が含まれる。さらに、申立期間については、後日、特例納付により納付し  

ていたことを裏付ける関連資料等も無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判   

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできないこ   



釧路国民年金 事案14  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和41年11月から52年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和41年11月から52年3月まで   

20歳前に結婚し、20歳のときから第3号被保険者となった前月の平成5   

年4月まで継続して国民年金保険料を納付してきた。   

私が自分自身の保険料を、大工をしていた夫の給料から工面し、市役所   

に出向いて納付していたので、申立期間が未納とされているのは納得でき   

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人に確認したところ、国民年金の加入手続や国民年金手帳を受け取っ  

た時の記憶は無く、国民年金保険料についても、市役所に出向いて納付して   

いたとの申立てであったが、市役所に足を運んだ記憶が無いので集金人に納  

めたかもしれないと主張を変えていることから、国民年金の加入手続や、保  

険料の納付状況が不明である。   

■ また、申立期間は10年以上と長期間である上 申立人が申立期間において  

国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿や確定申告書等）や  

周辺事情は見当たらない。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の番号を持つ任意加  

入者の年金記録から、昭和53年4月ごろに払い出されたものであると推定  

され、その時点では、申立期間の一部は時効により納付できない期間であり、   

一別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見  

当たらない。  

加えて、申立人の夫の国民年金保険料も52年3月までがすべて未納とされ  

同年4月から納付が始まっており、申立人の納付記録と一致している。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



釧路国民年金 事案15  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年4月から47年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生年月．目  

住  所  

昭和25年生  

2 申立内容の要旨   

申 立期間 ‥ 昭和45年4月から47年3月まで   

当時、農業を営んでいた父親か家族全員（父、母、私及び弟）の国民年金   

保険料を納付していたはずなので、申立期間が未納とされていることに納  

得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の父親が申立期間において国民年金保険料を納付したことを示す関   

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人自身は国民年金保険料の納  

付に直接関与しておらず、父親も既に亡くなっていることから、国民年金の  

加入状況や当時の保険料の納付状況が不明である。  

また、申立人の弟も、申立期間中の昭和46年6月に20歳になっているが、  

48年3月まで未納とされており、申立期間中に家族全員の保険料を父親が納  

付していたとする申立人の主張を信じることはできない。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、47年6月6■日に払い出されて  

おり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事  

情も見当たらないことから、47年4月分から納付を始めたと考えるのが自然  

である。  
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた■ものと認めるこ  

とはできない。   



岩手国民年金 事案17  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年7月から38年4月までの期間、38年11月から39   

年1月までの期間、40年10月から同年12月までの期間及び41年4月か  

ら 42年3月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの  

と認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   ① 昭和36年7月から38年4月まで  

② 昭和38年11月から39年1月まで  

（診 昭和40年10月から同年12月まで  

④ 昭和41年4月から42年3月まで   

申立期間①及び②については、昭和44年か45年の冬に、43年4月   

生まれの子供を背負ってA郵便局で納付した。また、申立期間③及び   

④については、昭和47年か48年の夏に8万円を4万円ずつ2回に分   

けて、同じ郵便局に納付しているはずで、納付記録が無いことに納得   

がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間①及び（さについては、申請免除期間であり、追納が可能な期間  

であったが、納付した時期に関しての説明が一貫していないなど、記憶が  

明確ではない。また、納付の契機、納付方法、納付の時期等が、当初の社  

会保険事務所への申立内容と大きく異なっており、その変更理由について  

も合理的でない。  

さらに、申立期間（卦及び④については、特例納付制度により納付が可能  

な期間であるが、当時の特例納付による保険料が1月450円であ号ことか  

ら、申立人が納付したと主張する8万円はあまりに高額であり、‘申立人も  

特例納付の手続きをした記憶が無いとしている。  

加えて、申立人は、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連費  

料（家計簿、確定申告書等）を有していない。   



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に  

判断すろと、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと  

認めることはできない。   



秋田国民年金 事案31  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和38年12月から42年9月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和18年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和38年12月から42年9月まで   

社会保険庁の記録では、大学生であった期間とA市町村役場で非常■   

勤職員として勤務した期間が未加入とされているが、大学生当時は祖   
父が国民年金保険料を納付してくれたはずであり、非常勤職員当時は、   

自ら保険料を納付した記憶があるので、再調査してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が大学生であった期間（昭和38年12月から41年3月まで）に  

ついては、申立人自身は、国民年金への加入手続及び保険料納付に関与し  

ておらず、申立人の祖父が納付していたことを示す関連資料（家計簿、確  

定申告書等）が無く、祖父は既に死亡していることから周辺事情も確認で  

きない。また、市町村役場に非常勤職員として勤務した期間（昭和41年  

4月から42年9月まで）については、申立人自身がA市町村の国民年金  

窓口で毎月納付した記憶があるとのことであるが、納付していたことを示  

す関連資料が無く、当時の保険料として記憶している金額も実際の保険料   

額を上回る金額であるとともに、国民年金の加入手続をいっどこで行った  

かについての記憶も無く、国民年金への加入及び保険料納付をうかがわせ  

る周辺事情も見当たらない。  

さらに、社会保険事務所の記録によれば、申立人の国民年金手帳記号番  

号の払出時期は、平成2年・3月（資格取得は平成2年7月1日）であり、  

申立期間は未加入とされている。  

加えて、ほかの国民年金手帳記号番号の払出しとして、申立人が20歳  

となる昭和38年12月に、いったん国民年金手帳記号番号が払い出され、  

その後、取消処理されたことが確認できるが、これは、20歳の時点で払   



い出されたものの、当時、強制加入ではない大学生であったことから取り  

消されたと推認できる。そのほかには、申立人の別の国民年金手帳記号番  

号が払い出されたことをうかがわせる関連資料等は見当たらない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認  

めることはできない。   



秋田国民年金 事案32  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和5・1年6月から55年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

底  名  男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和51年6月から55年3月まで  

，国民年金には未加入であったが、結婚（昭和．56年）した年に、A市   

町村役場の加入勧奨があり加入した。   

加入した時に、義父がA市町村役場で保険料を2、3回に分けて納   

付してくれたので、未納期間は無いはずである。なお、納付した金額   

までは義父も覚えていない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人自身は国民年金保険料の納付に由与しておらず、申立人の義父が  

申立人の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）   

が無く・、義父も納付した保険料の金額についての記憶はあいまいである。  

また、社会保険事務所の記録によれば、申立人の国民年金手帳記号番号   

の払出時期は、昭和55年6月（加入手続の時期は56年10月ころ）であ  
そきゆう  

り、20歳に遡及した資格取得となっていることが確認できる。この時点  

では、申立期間の一部は時効により納付できない期間であり、別の国民年   

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる 

たらない。  

さらに、納付記録では、申立人の昭和55年4月以降の保険料は納付済  

みであり、1年分の保険料が過年度保険料として納付されているが、当時、  

義父が保険料を納付していたA市町村役場では、過年度保険料については、   

1年分くらいまでは収納する取扱いをしていたことが確認でき、納付記録  

とは符合する。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に   



判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認  

めることはできない。   



秋田国民年金 事案33  

第1 委員会の結論  

申立人の平成4年3月の国民年金付加保険料については、納付していた  

ものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 平成4年3月  

国民年金の定額保険料と付加保険料を納付していたが、平成4年3   

月分の保険料については、付加保険料が未納とされている。当時、定   

額保険料と付加保険料は一緒に納付していたので、付加保険料のみが   

未納とされていることは不自然であり納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁の記録によれば、平成4年当時の定額保険料及び付加保険料  

は、A市町村の発行した納付書により納付されていたが、平成4年3月の  

定額保険料iま、社会保険事務所の発行した納付書により納付されたことが  

確認できる。  

このことから、平成4年3月の保険料は、納付期限までに納付されなか  

ったため、A市町村の発行した納付書での納付ができなくなり、過年度保  

険料として納付するために、社会保険事務所が発行した納付書により納付   

されたものと推認できる。  

その場合、付加保険料は強制加入（農業者年金の被保険者）の場合を除  

き納付期限を経過すると納付できないため、付加保険料の強制加入者に該  

当しない申立人は、平成4年3月の定額保険料の納付と⊥緒には、付加保  

険料を納付することはできなかったと考えられる。  

また、申立人によれば、期限内納付したはずとのことであるが、期限内  

納付が確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたもの  

と認めることはできない。   



山形国民年金 事案42   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和55年4月から61年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名： 男  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日 ： 暗和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和55年4月から61年3月まで  

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、申立期間について国民  

年金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。  

しかし、昭和 54年8月未に会社を退職後間もなく、妻が、A市役所  

に出向き、国民年金の加入手続をし、55年4月分からの国民年金保険  

料は、納期を過ぎることもあったが、国民健康保険料と一緒に納付し  

ていた。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について、妻が国民年金の加入手続をし、国民年金   

保険料を納付し七いたと主張しているが、申立人の保険料を納付してい  

たことを示す関連資料が無く、申立人自身が国民年金の加入及び保険料  

の納付に関与していないため、国民年金の加入手続の時期や納付状況が  

明確では無い。  

また、申立人の妻の証言（申立人が以前に国民年金に加入していため、  

国民年金加入手続時に市役所の担当者から年金手帳を交付されなかっ  

た）及び申立人はA市以外に住所を移動したことがないことから、別の  

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見  

当たらない。  

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付していたと主  

張するその妻から申立人に係る申立期間当時の保険料の納付状況を聴取  

しても、記憶が定かではなく、申立てを裏付ける具体的かつ明確な説明  

が得られなかった。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連筆料、周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと  

認めることはできない。   



山形国民年金 事案43  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和39年1月から49年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和39年1月から49年3月まで   

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、申立期間について国民年   

金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。   

しかしく 私の母が昭和42～43年ごろに、市役所に出向き、それまでの未   

納分の国民年金保険料として30万円を納付しており、未納とされている   

ことに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の埋由  

申立人は、申立期間に？いて、その母が国民年金保険料を納付したと主張   

しているが、①申立人の保険料を納付していたことを示す関連資料が無し）こ  

と、及び②申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与  

していないことから、保険料の納付時期等が必ずしも明確ではない。  

また、申立人の母が納付したとする金額（30万円）は、昭和42～43年時  

点おける申立人のそれまでの未納保険料額と大きく相違している上、その当  

時、特例納付制度は無く、同制度を利用したとは考えられない。  

さらに、申立期間のうち、申立人の母が30万円を納付したとする昭和42   

～43年ごろ以降の国民年金保険料の納付状況につ∨）て、申立人から事情を聴  

取しても、その具体的な状況が不明であった。  

これら申立内容及びこれまで収筆した関連資料、周辺事情を総合的に判断   

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



山形国民年金 事案44   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和37年3月から38年11月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月日 ：昭和11年  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和37年3月から38年11月まで  

昭和37年3月に会社を退職して実家に帰ってきたが、家族（母、兄及び  

兄嫁）が国民年金に加入しており、自分の国民年金保険料を含めて母が家族  

分の保険料を納付していた。  

昭和38年′11月に結婚して実家から離れて暮らす際に、 

た国民年金手帳には兄の手帳に表示されているのと同じ検認記録があった  

と記憶しているが、国民年金の裁定請求手続をした後に不要と思い捨てて  

しまった。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の母が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、  

確定申告書（控）等）が無く、また、申立人自身は国民年金の加入及び保険料  

の納付に関与していないため、国民年金の加入手続の状況及び保険料の納付  

状況が不明である。  

また、社会保険庁の記録では、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和35年   

12月に払い出されているものの、36年3月1日に被保険者資格を喪失した  

ままとなっており、その後、61年3月にA市で新たに申立人の国民年金手帳   

記号番号が払い出されている。しかも、申立期間の国民年金の加入書己録は、  

申立人が60歳になった時（平成8年7月）に追加処理されたものであること  

などから、申立期間の国民年金保険料は時効により納付できない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



福島国民年金 事案29  

第1 委貞会の結論  

申立人の昭和44年2月から61年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和6年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和44年2月から61年3月まで   

夫がA社勤務で、妻の年金加入を勧められ、昭和40年10月から・任意   

加入したが、その後、無理に納付しても仕方がないとの話があったため、   

44年に資格喪失の手続をした。  

夫の退職後、近所の人から年金加入を改めて勧められ、同時にさかの   

ぼって支払い可能かもしれないとの話を聞いたので、昭和60年から61   

年ごろにB市役所の国民年金の窓口で相談をしたところ、さかのばって  

44年からの国民年金保険料を納付できるとの話があったため、後日ま   

とめて納付した。   

今回の年金記録問題で不安になり、平成19年6月に社会保険事務所   

に相談したところ、さかのぼって国民年金保険料を納付したはずの昭   

和44年2月から 61年3月までが未加入及び未納になっていることが   

判明した。  

第3 妻貞会の判断の理由  
ねんしゆつ  

申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の費用の捻出方法やB市職  

員の窓口対応については具体的な申立てをしているが、申立人が保険料を  

納付したことを示す家計簿、確定申告書等の関連資料は無く、加入手続や  
あいまい  

保険料の納付を行った時期についての記憶は暖昧である。  

また、申立人は、昭和42年2月に国民年金の任意加入被保険者の資格  

喪失手続を行っ辛いるため、申立期間の大半はさかのぼっ七資格を取得で  

きない期間であり、かつ、申立人が保険料を納付したと主張する申立人の  

夫の退職後の時期は、特例納付を行うことができる時期ではなく、申立期   



間に係る国民年金保険料を納付することはできない。   

さらに、申立人は、申立期間の保険料について、納付書の発行を受けず  

にB市の国民年金の担当窓口において一括で現金納付したと主張している  

が、B市へ照会した結果、B市本庁の国民年金担当窓口及び支所において  

は過年度保険料の収納は行っていなかったことが確認され、申立人が主張  

するような納付はできなかったことが認められる。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

るととはできない。   



福島国民年金 事案30  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和56年10月から57年3月までの国民年金保険料については、   

納付していたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和18年生  

住  所：  

2 ヰ立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和56年10月から57年3月まで   

昭和45年に結婚し、当時から、夫婦一緒に国民年金保険料の納付をし  

てきたにもかかわらず、夫である私の申立期間だけが未納とされているこ  

とには納得できない。   

額収書、申告関係書類は全く無いが、妻の申立期間の領収書の写しを提  

出する。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、20歳から国民年金に加入し国民年金保険料を納付し、昭和45  

年に結婚した後も、夫婦一緒に納付してきたと主張しているが、結婚後の  

同保険料の納付状況をみると、申立人の妻は45年3月から48年3月まで  

未納であったため、第2回の特例納付により49年1月から50年12月まで  

の間に納付をしていること、48年4月から同年9月までは未納となってい  

ることなど、申立人とその妻の納付状況に相違があり、申立内容に整合性  

が認められない。  

また、申立期間に係る保険料の納付状況ついては、上記のとおり申立人  

は夫婦一緒に納付したと主張しているが、申立期間に係る妻の債収書によ  

れば、妻は納付期限内に保険料を納付していることが確認できる一方、社  

会保険庁の被保険者台帳によれば申立人のみ昭和56年度に係る未納者カ  

ードが作成されていることから、申立人は当時未納であり、社会保険庁が  

申立人に対して未納であった保険料の納付勧奨を行ったことが推記され、   



びょう  
申立内容に信憑性は認められない。   

さらに、申立期間における国民年金保険料の納付方法、納付場所等にっ  

いての申立人の記憶は定かではなく、申立人が申立期間の保険料を納付し  

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、 

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたと認めるこ  

とはできない。   



埼玉国民年金 事案43  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年1月から49年10月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めるごとはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏 名   女  

基礎年金番号  

生年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申立 期 間 昭和46年1月から49年10月まで  

納付記録の無い昭和46年1月から49年10月の間は、専業主婦   

（第3号被保険者）として生活していた。また、その後も専業主婦   

（第3号被保険者）として生活している。A社会保険事務所で申立期   

間当時は第3号被保険者という制度は無い旨説明を受けて納得したが、   

それならば保険料を納付しているはずであり、－ 未納とされてることに   

納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料   

（家計捧、確定申告書等）が無く、しかも、申立人の記憶がはとんど無い  

ため、当時の保険料額、納付時期、納付方法、納付場所等の具体的な納付  

状況が不明である。  

また、申立人は任意加入被保険者のため、国民年金手帳記号番号が払い  

出された時点では、申立期間の国民年金保険料を納付できない。  

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ   

せる事情も無く、B市役所の国民年金被保険者名簿の中にも該当者はいな  

かった。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、 

ることはできない。   



埼玉国民年金 事案44  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年12月から47年9月までの期間及び51年8月から  

53年4月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと  

認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ①昭和46年12月から47年9月まで  

②昭和51年8月から53年4月まで   

昭和52年10 月の結婚前は、父親が国民年金保険料を納付したはず  

であり、結婚後はA市B区役所において、自分で保険料を納付したが、  

46年12月から47年9月までの期間及び51年8月から53年4月まで  

の期間が未納とされていることに納痛がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿  

等）が無く、昭和52年10月の結婚前は、申立人自身は保険料の納付に関  

与していないため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明であ  

る。  

また、社会保険庁の記録では、申立人は、昭和53年5月に初めて国民   

年金に任意加入しているため、申立期間に虎険料を納付したとすると，別  

の国民年金手帳記号番号が払い出されているはずであるが、そのことをう  

かがわせる事情は見当たらない。  

さらに、申立人は、結婚後はA市B区役所において、自分で保険料を納   

付したと主張しているが、納付した保険料の金額や納付書についての準憶  
あい重い  

が曖昧である。  

これら申立内容及びこれまで収集した幽遠資料、周辺事情を総合的に判  

．断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



埼玉国民年金 事案50  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年10月から51年12月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和24年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和49年10月から51年12月まで  

’昭和49年10月から51年12月までの期間が未納となっているが、申   

立期間については、A市で国民年金保険料を一括納付した記憶がある。   

未納とされているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の国民年金保険料についてA市で一括納付したと主  

張しているが、申立人が保管している確定申告書控を見ると、申立期間に  

納付したことが確認できず、記録上納付済みとなっている期間（過年度納   

付を含む）の納付状況しか確認できない0  
帥か  

また、申立期間の保険料鱒付の時期、納付金額の記憶が曖昧であり、申  

立人が主張する一括納付については、既に記録されている過年度納付分し  

か確認できず、当該納付記録を疑わせる事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情をぬ合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



埼玉国民年金 事案51  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年6月から51年12月までの国民年金保険印こついて  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和22年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和46年6月から51年12月まで   

昭和46年6月から51年12月までの期間が未納となってレ）るが、申   

立期間については、A市で国民年金保険料を一括納付した記憶がある。   

未納とされているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、．申立期間の国民年金保険料についてA市で一括納付したと主  

張しているが、申立人が保管している確定申告書控を見ると、申立期間に   

納付したことが確認できず、記録上納付済みとなっている期間（過年度納   

付を含む）の納付状況しか確認できない。  
ぁいまい  

また、申立期間の保険料納付の時期、納付金額の記憶が曖昧で奉り、申  

立人が主張する一括納付については、既に記録されている過年度納付分し  

か確認できず、当該納付記録を疑わせる事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



茨城国民年金 事案51  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年4月から49年6月までの国民年金保険料に 

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和26年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立∴期 間：昭和48年4月から49年6月まで  

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和48年4月から49年  

6月までの期間が未納とされていた。50年5月に墟姻し、同年6月に理容  

店を開業し国民年金に加入した。‘開店以来記載している営業日誌に50年7  

月に2年さかのぼって国民年金保険料を納付した記載があり、納税組合長  

へ保険料を持参した記憶もあり、未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和50年7月の営業日詰に2年分さかのばって国民年金保険料   

を納付した記載があり、確かに納税組合長に納付したと主張し十いるが、当  

該営業日誌を確認したところ、それは52年7月・の記載であることが判明した  

ことから、申立内容に矛盾が認められる。  

また、申立人は、昭和51年10月22日に納付可能な過年度保険料6か月分  

（49年7月から同年12、月までの保険料）を納付したことが確認できるが、  

それは実際には24か月分（48年4月から50年3月までの保険料）を納付し  

たものであると主張しており、50年7月に保険料2年分をさかのぼって納付  

したとする申立内容とも、矛盾が認められる。  

さらに、申立期間に係る保険料納付の形跡が見受けられる昭和52年7月又  

は51年10月22日のいずれの時点からも、申立期間は時効により保険料を納  

付できない期間であり、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる事   

情は見当たらず、別の国民年金手帳記専番号が払い出されていた形跡もうか  

がえない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



茨城国民年金 事案52  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年4月から49年6月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1’申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和48年4月から49年6月まで   

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和48年4月から49年   

6月までの期間が未納とされていた。50年5月た婚姻し、同年6月に理容  

店を開業し国良年金に加入した。開店以来記載している営業日誌に50年7   

月に2年さかのばって国民年金保険料を納付した記載があり、納税組合長  

へ保険料を持参した記憶もあり、未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和50年7月の営業日誌に2年分さかのばって国民年金保険料  

を納付した記載があり、確かに納税組合長に納付したと主張しているが、当   

該営業日誌を確認したところ、それは52年7月の記載であることが判明した  

ことから、申立内容に矛盾が認められる■。  
また、申立＜は、昭和5、1年10月22日に納付可能な過年度保険料9か月分   

（49年7月から50年3月までの保険料）を納付したことが確認できるが、   

それは実際には24か月分（48年4月から50年3月までの保険料）を納付し   

たものであると主張しており、50年7月に保険料2年分をさかのぽって納付  

したとする申立内容とも、矛盾が認められる。  

さらに、申立期間に係る保険料納付の形跡が見受けられる昭和52年7月又   

は51年10月22日のいずれの時点からも、申立期間は時効により保険料を納   

付できない期間であり、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる事  

情は見当たらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡もうか  

がえない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断   

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



茨城国民年金 事案53  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年7月から50年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名，：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和24年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和44年7月から50年3月まで  

昭和43年に父が亡くなり、母が納税組合から遺族年金の受給を勧められ、  

手続をした。また、姉と私も国民年金への加入を勧められ、44年7月に姉  

と共に加入し、納税組合を通じて保険料を納付した。  
このため、申立期間が未納とされていることに納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間に国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計  

簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人の記憶が不確かで、申立期間当  

時の具体的な国民年金の加入状況及び納付状況が不明である。  

また、申立人が国民年金に加入した時期は、前後の任意加入者の国民年金   
手帳記号番号から昭和50年12月に加入手続が行われたものと考えられ こ  

の時点で、申立期間の過半は時効により納付できない期間となっており、別  
の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たら  

ない。  

さらに、申立人の姉は、昭和50年12月23日に国民年金に任意加入したこ   

．とが確認できるとともに、申立期間は国民年金に未加入であったことから、  

44年7月に姉と一緒に国民年金に加入し、かつ、それ以降継続的に保険料を  

納付してきたはずであるとする申立人の主張には、矛盾が認められる。  
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



栃木国民年金 事案76  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和35年4月から36年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和4年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   ：昭和35年4月から36年3月まで   

申立期間について納付記録を照会したところ、納付事実が確認できなかっ  

たとの回答をもらったが、申立期間当時に妻が役場へ行き、国民年金の加入  

手続をして、保険料を納付した記憶があるので納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付したと主張している期間は、国民年金保険  
料徴収事務を開始する昭和36年4月1日以前のものであり、事務取扱上、申  

立人の国民年金保険料を納付することはセきない。  

また、申立人が国民年金保険料を納付したと主張している役場等の行政機  

関において、国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったことをうかがわせ  

る記録は無く、事実、その形跡も見当たらない。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認めることはできない。   



栃木国民年金 事案77  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和41年4月から47年3月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和41年4月から47年3月まで   

昭和43年ごろに、市の集金人から国民年金の加入勧誘を受け、夫婦一緒   

に国民年金加入手続を行うとともに2年間分の保険料をさかのぼって納付   

した。その後も、同集金人が来る度に保険料を納付していた。未納とされて   

いることに納得がいかない。  

第3委員会の判断の理由  

申立人は、昭和42年7月から44年1月までの時期に、市の集金人から国民  

年金の加入勧誘を受け、夫婦二人の国民年金加入手続を行ったと主張している  

が、申立人の国民年金手帳記号番号は48年1月に夫婦連番で払い出されてお  

り、国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧しても、申立人に係る別の国民年金手  

帳記号番号が払い出されていなかったことが確認できる。  

また、申立人は、国民年金加入手続の際に、2年間分の保険料を市の集金人  

に納付したとしているが、市では過年度保険料の取扱いができず、ほかに保険  

料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定  

申告書等）が無いことなどから、保険料の納付状況が不明である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的k判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



栃木国民年金 事案78  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年ごろから63年3月までの国民年金保険料については、納  
付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和20年生  

住  所：  

2′ 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和60年ごろから63年3月まで   

昭和60年前後に、自宅にA市役所の女性が来て、「このままでは年金がも   

らえなくなるので納めたほうがいい。」と言われ、約18万円を納めた。いつ   

からいつまでの保険料を納めたかは分からず、領収書も失くしてしまったが、   

納付した分が社会保険庁の記録に反映されていない。納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家  

計簿、確定申告書等）が無く、申立人から聴取しても、納付時期及び納付期間  

が明確でないことから、保険料の納付状況が不明である。  

また、申立人は、昭和60年前後にA市の職員に国民年金保険料を納付する  

よう勧められ保険料を納付したと主張しているが、同市が集金人による保険料  

の収納を開始したのは63年10月からであることが確認できる上、仮に申立人  

が保険料を納付したとする時期が63年10 

はすべて過年度保険料となり市では取扱いができないなど、申立内容には不合  

理な点が見受けられる。  

さらに、申立人には、申立期間以外にも未納期間が散見される。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



栃木国民年金 事案79  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和38年3月から39年9月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和38年3月から39年9月まで   

国民年金の納付記録について照会したところ、申立期間について加入及   

び納付の確認ができなかったと言われた。私の国民年金は、勤めていた会  

社が社会保険に加入するまで父が保険料を納付していたはずなので、納得   

がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家  

計簿、確定申告書等）は無く、しかも、申立人自身は国民年金の手続に直接関  

与していないため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。  

また、申立人と同居の家族は、申立期間の国民年金保顔料について全額免除  

びょう   あるいは未納となっており、父が保険料を納付していたとの申立内容の信憑  

性は低い。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は現在の基礎年金番号と同じ番号で、  

昭和52年11月に払い出されており、申立期間について、別の国民年金手帳記  

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



栃木国民年金 事案80  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年11月から50年12月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和19年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間  ：昭和49年11月から50年12月まで   

申立期間について、国民年金保険料の納付記録を確認したところ、納付  

が確認できなかったとのことであった。私は、昭和49年11月に隣人の勧  

めで国民年金に任意加入し保険料を納付したので、申立期間が未納とされ  

ているのは納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和49年11月に隣人の勧めで国民年金に加入し、保険料を近  

くの郵便局で納付したと主張しているが、申立人が申立期間の保険料を納付  

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料の納  

付状況が不明である。  

また、申立人は、国民年金の加入手続を郵便局で行い、保険料については   

現金のみを持参して納付したと主張しているが、制度上、郵便局における加   

入手簡及び現金のみの保険料納付はできず、当時、申立人が居住していた市  

では、郵便局における現年度保険料の納付ができなかったことも確認できる。  

さらに、社会保険庁が保管している国民年金手帳記号番号払出簿によれば、  

昭和50年11月に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたものの、その後  

何らかの理由によりその手帳記号番号が削除された形跡が見受けられ、50年   

11月には、申立人が夫の転勤による転居の準備をしていたため国早年金の加   

入手続をしたはずが無いとする申立人の主張を考慮すれば、当該国民年金手  

帳記号番号により申立期間の保険料を納付したとは考え難い。  

加えて、当時の隣人から時、申立人が国民年金の加入手続及び保険料納付  

を行っていたとする証言は得られなかった。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断   



すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

と†まできない。   



東京国民年金 事案72   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から61年9月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ：昭和57年4月から61年9月まで   

社会保険事務所から、昭和57年4月から6・1年9月までの期間について、   

国民年金保険料の納付事実が確謬できなかったとの回答をもらったが、48  

年4月から厚生年金保険に切り替わる平成9年8月までの間、私の妻が夫婦  

二人分の保険料をまとめて銀行や郵便局で納付してきた。当時は景気も良く、  

添付した昭和59年分の所得税の確定申告書（控用）の写しにも社会保険料  

控除の金額が計上されており、保険料を納付しなかったはずがなく、納得で   

きない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人から提出のあった昭和59年分の所得税の確定申告書（控用）の写し  

の社会保険料控除欄には、19万5，600円と記載されているが、この金額は、  

59年当時、申立人が加入していた国民健康保険組合の保険料の年額と完全に  

一致することから、当該金額に国民年金保険料は含まれていないものと認めら  

れる。  

また、申立人夫婦の年金記録は、昭和42年の結婚以降、納付済期間及び未  

納期間が同一となっているが、54か月に及ぶ申立期間に係る夫婦の保険料納   

付事実を示す形跡が、保険料を納付したとしているにもかかわらず見当たらな  

いのは不自然である。  

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が無く、はか  
に保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



東京国民年金 事案73   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から61年9月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和57年4月から61年9月まで   

社会保険事務所から、昭和57年4月から61年9月までの期間について、   

国民年金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらったが、48   

年4月から厚生年金保険に切り替わる平成9年8月までの間、私が夫婦二人   

分の保険料をまとめて銀行や郵便局で納付してきた。当時は景気も良く、添   

付した昭和59年分の所得税の確定申告書（控用）の写しにも社会保険料控   

除の金額が計上されており、保険料を納付しなかったはずがなく、納得でき   

ない。  

第3 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった昭和59年分の所得税の確定申告書（控用）の写し   

の社会保険料控除欄には、19万5，600円と記載されているが、この金額は、  

59年当時、申立人が加入していた国民健康保険組合の保険料の年額と完全に  

一致することから、当該金額に国民年金保険料は含まれていないものと認めら  

れる。  

また、申立人夫婦の年金記録は、昭和42年の結婚以降、納付済期間及び未  

納期間が同一となっているが、54か月に及ぶ申立期間に係る夫婦の保険料納   

付事実を示す形跡が、保険料を納付したとしているにもかかわらず見当たらな  

いのは不自然である。  

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料が無く、ほか  

に保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し 

できない。   



東京国民年金 事案80  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年4月から49年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期商：昭和44年4月から49年3月まで   

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ 

年4月から49年3月までの期間について納付事実が確認できなかったとの   

回答をもらった。当時、妻が私の分も含めて一緒に納付しているはずであり、   

未納とされていることには納得できない。また、この期間、不在者扱いとさ   

れていることも納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人及びその要は、昭和44年9月に婚姻した後、一緒に国民年金保険料  

を納付書により納付していたと主張しているが、申立人の妻の年金手帳による  

と、昭和44年度印紙検認記録には検認印が押印されていることから、申立人  

の主張には不合理な点が見受けられる。  

また、申立人の住所履歴によると、婚姻前に申立人の転居届が区役所に提出   

されたことは確認できるが、国民年金被保険者台帳及び国民年金手帳の加入記   

録によると、当該住所地において、婚姻後も申立人の国民年金の加入記録が記   

載されていないことから、申立期間に申立人の国民年金の加入手続はなされて   

おらず、昭和50年4月まで不在者とされたものと考えちれる。  

さらに、申立人の昭和44年3月以降の検認記録は確認できないことや、申   

立人は、申立期間において、不在者とされていたため、45年7月以降の納付書   

が発行されていなかったことから、申立期間の保険料を納付していたことをう   

かがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



東京国民年金 事案81  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年5月から50年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生  

住  所：  

2 甲立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和46年5月から50年3月まで   

国民年金保険料の納付革録を社会保険事務所に照会したところ、昭和46   

年5月から50年3月までの期間について納付事実が確認できなかったとの   

回答をもらった。夫婦一緒に国民年金に加入した昭和46年は、子供が小学   

校に入学した時期であり、よく覚えている。保険料は、夫が私の分も含めて   

一緒に納付しているはずであり、未納とされていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、子供が小学校に入学した昭和46年5月に、その夫と一緒に市役  

所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、国民年金手帳記号番号払  

出符によると、申立人及びその夫は、50年11月に49年5月1日を資格取得  

そご   日とする手続が行われていたことが記録されていることから主張に敵騎がみ  

られる。  

また、申立人の資格取得日以前の期間は、国民年金の任意加入期間であった  

ことから、昭和46年5月にさかのばって加入することはできない。  

さらに、申立人は、国民年金の加入手続は一度だけと述べており、申立期間   

以前に加入手続した形跡も無いことから、申立期間の国民年金保険料を納付し   

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



東京国民年金 事案84  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年12月から45年3月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等・  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和23年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和42年12月から45年3月まで  

大学を卒業後に、父から年金手帳を見せられ、「お前の国民年金保険料を  

納付しておくからね。」と言われたが、私にはアルバイトの収入もあったた  

め、自分で納付すると答えて手帳をもらい、それ以降、自分で納付してきた。  

私が学生だったときには、父が保険料を納付してくれていたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の申立期間の国民年金保険料を申立人の父親が納付していたことを   

示す関係資料（家計簿、確定申告菩等）が無ぐ、また、申立人自身は申立期間   

の保険料の納付に関与していないため、国民年金の加入手続及び保険料の納付   

についての状況が不明である。  

また、申立人が父親から渡された国民年金手帳は申立人が大学を卒業した後   

に発行されており、その時点では申立期間の一部は時効により納付できない期   

間であるほか、申立人の1歳下の弟は大学生の任意加入期間中には国民年金に   
未加入であり、父親は弟の学生期間の保険料を納付しておらず、申立期間の保   

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



神奈川国民年金 事案47  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から59年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  男′  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和57年4月から59年3月まで   

昭和53年2月に事業を起こし、その後、経営は順調であった。資金は潤   

沢にあったので、資金が無くて保険料が未納になったとは考えられない。   

申立期間中はA市に居住し、国民年金保険料は銀行口座から引き落としで  

納付していたと思う。   

申立期間の前後の保険料は納めているのに申立期間が未納とされている   

ことに疑問を持ったので、申立てを行うが、何が何でも納めたと言い張る  

気持ちは無い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、当初の申立てでは口座振替で申立期間の国民年金保険料を納付  

していたとしていたが、その後、納付先、納付方法等についての記憶が無い  
あいまい  

とするなど、保険料納付についての主張が唆味であり、保険料を納付してい  

たことを示す関連資料（確定申告書、預金通帳等）も無く、保険料の納付状  

況等は不明である。ノ  

また、申立期間当時、同居していた元妻も、申立期間及び昭和61年12月  

から62年1月までの2か月間の保険料について、申立人と同様に未納とされ  

ている上に、元妻も、申立期間当時の保険料納付については、記憶が無いと  

証言している。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



神奈川国民年金 事案48  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和49年3月から52年2月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生  

住  所 －：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和49年3月から52年2月まで   

昭和49年に地区の回覧板で国民年金の加入案内を見て、それまで国民年   

金には未加入であったが、同年3月にA市役所B支所で加入手続を行った。   

国民年金保険料は、大型の茶封筒に入れて、自治会に納付していた。私自   
身も集金を行ったことがあり、未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和49年3月に国民年金の加入手続を行い、自治会に保険料を  

納付したと主張しているが、申立人がこれまで一冊しか所持していないとす   

る国民年金手帳によると、申立人は、52年3月9日に任意加ネしたものとさ   

れており、そ甲時点以前の申立期間については国民年金の未加入期間であっ  

たことから、国民年金保険料を納付することはできない。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和52年3月に払い出されてお  

り、別に国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡はうかがえない。  

さらに、申立人が申立期間に国民年金に加入し、保険料を納付したことを  

示す関連資料・（家計簿、確定申告書等）が無く、はかに保険料を納付したこ  

とをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



神奈川国民年金 事案49   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和56年4月から57年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。，   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生  
住   所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和56年4月から57年3月まで  
申立期間について，、社会保険事務所から国民年金保険料の納付の事実が  

確認できなかった旨の回答を受けたが、当時、母親の勧めもあり、成人し  
たら国民年金に加入するのは国民の義務であるという意識を持っていた。  

加入手続や保険料の納付も含臥家事全般を毎親に任せていたが、その  
母親に生活費や保険料など自分の収入のほとんどを毎月渡していた。20歳  

からの国民年金保険料は、その中から母親が私の分と母親の分と⊥緒に納  
付していてくれたはずなので、未納のはずはない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確  

定申告書等）は無く、しかも申立人自身は、加入手続及び保険料納付に関与  

しておらず、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の母親からもそ   

の状況を聴取できないことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況  

は不明である。  

また、申立人の両親は、申立期間及びその前後の期間において国民年金保  

険料の免除申請を行っており、母親が一緒に保険料を納付していたはずであ  

るという申立人の主張とは矛盾する。  

さらに、申立人は、「母親は私が20歳（昭和56年4月に成人）の時に、  

私の国民年金加入手続を行い、その当時から私の保険料を納付していたはず   

である。」と申し立てているが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出年月  

日は57年5月1日であり、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ  
れていたことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



芳一潟国民年金 草案’JZ  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年7月から同年8月までの期間、48年11月から49年5月  

までの期間ト52年4月から53年5月までの期間及び55年8月の国民年金保  

険料については、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

∵氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 昭和46年7月から同年8月まで  

② 昭和48年11月から49年5月まで  

③ 昭和52年4月から53年5月まで  

④1昭和55年8月   

国民年金保険料収納記録について照会したところ、未納となっている期間  

があることが分かっ．た。領収証等の証拠はないが、．何度か保険料を納付して  

いたことは記憶にあり、厚生年金保険から国民年金への切替手続は毎回欠か  

さず行っていたと思う。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について、国民年金保険料の納付を行っていたと主張し  

ているが、申立期間①～④の当時に国民年金に加入し、保険料を納付していた  

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間に国民年金に   

加入し、その保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た，らな  

い。  

また、申立人は、昭和49年6月′11日に任意加入しているため、この時点で  

は、申立期間のうち、、①の期間及び②の期間については納付できない期間であ  

り、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡もうかがえない。  

さらに、申立人が昭和49年6月に任意加入した際に交付された現在の国民   

年金手帳、社会保険庁保管のマイクロフィルム及びA市の被保険者台帳には、  

申立期間に国民年金に加入していたことを示す記載は確認できない。  

加えて、申立期間のうち、④は加入手続を行わなかったと思うとしており、  
ぴょう  

申立内容には、信憑性に欠ける点がある。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



新潟国民年金 事案76  

第1委員会の結論  

申立人の①昭和43年7月及び②49年5月から同年6月までの国民年金保険  

料については、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申立 期 間：① 昭和43年7月  

② 昭和49年5月から同年6月まで   

申立期間①については、当時、母親から「未納期間があると後で困ること  

があるので払いなさい」と言われたことを記憶しており、母親が国民年金の  

加入手続及び保険料の納付を行ったはずである。   

また、申立期間②については、会社を退職後、自分で国民年金の加入手続   

をした記憶はないが、保険料を納付した記憶はある。   

いずれの期間についても、国民年金手帳の交付を受けた記憶は無い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間①について、母親が国民年金保険料を納付していたと主  

張しているが、申立人の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、  

確定申告書等）は無く、しかも、申立人自身は国民年金の手続に直接関与して  

おらず、母親も既に他界しているため、申立期間当時の国民年金の加入及び納  

付状況が不明である。  

また、申立期間②についても、申立人は、国民年金保険料を納付していたと  
しているものの、保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告菩   

等）は無く、当時の納付に係る記憶も明確セないため、申立期間当時の国民年   

金の加入及び納付状況が不明である。  

さらに、国民年金手帳の払出しについて、氏名索引、手帳記号番号払出簿等  

の調査を行ったが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された記録は無く、  

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見  

当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



長野国民年金 事案38  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年2月から54年5月までの国鳥年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2．申立の要旨等   

1 申立人の氏名等 

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：・昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和48年2月から54年5月まで   

昭和48年2月に出産のため会社を退職し、健康保険は夫の扶養にな   

ったが、年金は国民年金に加入し保険料を納めたと思う。申立期間に   

係る領収書等の資料は無く、具体的な記憶も無いが、6年もの長期間   

にわたって未加入となっていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が所持している年金手帳及び申立人が当時居住していた町の被保   

険者名簿では、申立人の国民年金被保険者資格取得日は、いずれも、昭和  

54年6月15日任意加入となっており、それ以前に、申立人に対して別の  

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当  

たらない。  

また、申立人及びその夫は、国民年金への加入手続及び国民年金保険料  

の納付については全く覚えておらず、L 申立期間について国民年金保険料を  

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、国民   

年金甲加入状況、保険料の納付状況等が不明である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



長野国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和39年12月から42年12月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和39年12月から42年12月まで   

大学卒業後地元での就職を希望していたので、昭和43年1月に、母   

親から、「20歳になった時に国民年金の加入手続を行い、代わりに国   

民年金保険料を納付してきた」と聞｝）ており、申立期間が未納となっ   

ていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和43年1月に母親（平成2年死亡）から「20歳から国民   

年金保険料を納めてきたのでJ後は自分で納めるように言われた」と説明  

しており、母親が納付した保険料額については覚えているものの、具体的  

な納付方法等は覚えておらず、当時母親から国民年金手帳を受け取った記  

憶も無い上、申立期間について国民年金保険料を納付していたことを示す  

関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、保険料の納付状況等が不明確  

である。   

r また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の記号番号の払出状  

況から昭和 61年1月以降に払い出されたと推測され、それ以前に申立人  

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ  

る事情も見当たらない。  

さらに、申立期間直後及びその後も未納期間が散見され、保険料納付に   

対する意識が高かったとは言い難い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判   

断する 

ることはできない。   



長野国民年金 事案40  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年4月から47年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和16年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申立期 間 ：昭和42年4月から47年3月まで  

昭和47年に，役場から未納の期間がありさかのぽって納付できる旨  

の連絡を受 

立期間が未納となっていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人及びその妻は、一括納付したとする国民年金保険料額については  

全く覚えていないと説明しており、納付を裏付ける関連資料（家計簿、確  

定申告書等）も無い。  

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を一括納付したと主張してい  

る昭和47年は、第1回目の特例納付（実施時期は45年7月から47年6  

月まで）の最終年であることから、一括納付したとの主張は不自然ではな  

いものの、申立人及びその要は、納付期間、納付場所等、当時の状況につ  
あい吏い   

いての記憶が曖昧であり、申立人が主張する保険料の一括納付があったと  

認定するまでの確証を得ることはできない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



愛知国民年金 事案37  

第U 委員会の結論  

申立人の昭和50年1月から同年5月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 ■申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

： 昭和27年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  昭和50年1月から同年5月まで   

昭和50年1月にA町に転入した際に国民年金に加入し、後日送付された  

納付書により保険料を納付した記憶があるので、申立期間の国民年金保険料  

が未納とされていることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは平成3年1月14日であ  

り、これを基準とすると、申立期間の保険料は時効により納付することができ   

ない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか  

がわせる事情も見当たらない。  
あいまい  

また、申立人の申立期間当時の国民年金加入手続に係る記憶は曖昧で、届出  

書類を記入することなく加入手続が行われたとするのは不合理であり、国民年  

金手帳の交付を受けた記憶も無いことから、申立期間の加入状況が不明確であ  

り、さらに、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確   

定申告書等）が無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



愛知国民年金 事案38  

第1 委員会の結論   

申立人の平成元年8月から同年10月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和25年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：平成元年8月から同年10月まで   

私は、平成元年8月に市役所で国民年金の加入手続を行い、その後、郵送   

されてきた納付書により国民年金保険料考郵便局で納付した記憶がある。   

申立期間について未納とされていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）が  

無い。  

また、申立人は、厚生年金保険の資格を喪失した平成元年に国民年金の加入  

手続を行うとともに3か月分の国民年金保険料を納付したとしているが、申立  

人に係る国民年金手帳記号番号は平成7年11月に払い出されており、さらに、  

申立期間に係る申立人の妻の第3号被保険者から第1号被保険者への切替手  

続も8年1月に行われている。  

加えて、申立期間について別の年金手帳記号番号が払い出されていたことを  

うかがわせる事情も見当たらず、国民年金と同時に加入したと主張する国民健   

康保険については未加入であった（申立期間に係る健康保険は社会保険の任意   

継続）ことから、申立期間当時の記憶は不明確であり、平成元年に国民年金の   

加入手続を行ったとする申立人の説明内容には不合理な点が見受けられる。  
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



岐阜国民年金 事案33  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和58年11月から59年4月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨筆   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間   昭和58年11月から59年4月まで   

私が20歳になった時に、母親が年金手帳を持参して国民年金の加入手続   

をし、その後、役場から委託を受けた近所の人に、母親が私を含め父母と   

3人分の国民年金保険料を納めたと思う。未納となってし）ることに納得が   

いかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について、その母親が申立人の国民年金の加入手続及び  

保険料の納付を行っていたと主張しているが、社会保険庁の記録では、申立人  

が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した昭和60年8月25日に国民年金に加  

入し、そのころ国民年金手帳の払出しを受けたと推定され、申立人が所持して  

いる国民年金手帳の資格取得年月日も同日とされている。また、20歳にさか  

のばって加入した形跡は見付からず、未加入とされている申立期間において保  

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当らない。  

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情  

も見当たらない。  

加えて、申立人の母親に聴取しても、国民年金の加入手続及び保険料の納付  
あいまい  

を行った当時の記憶は曖昧で、国民年金保険料を納付していたことを示す関連  

資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものとは認めること  

はできない。   



岐阜国民年金 事案34  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和53年12月から55年12月までの国民年金保険料については、   

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和30年生  

2 申立内容の要旨  

申．立 期 間   ： 昭和53年12月から55年12月まで   

私は、昭和53年12月に厚生年金保険を資格喪失後、国民年金に加入した。  

月々（一部は一括で）、保険料を納めたのに未納になっているのは納得でき  

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和53年12月に厚生年金保険の資格喪失後、国民年金に加入し、  

月々（一部は一括で）、納付したはずと主張しているが、申立人に聴取しても、  
あいまい  

国民年金の加入手続及び保険料の納付を行った当時の記憶は曖昧で、国民年金  

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たら  

ない。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和58年3月に払い出されている  

が、その時点で申立期間は時効であり、56年1月から57年3月までの保険料  

が58年4月ごろに一括納付されていることから、申立人は、国民年金加入手  

続を行った時点で納付可能であった期間について過年度納付を行ったと考え  

られる。  

さらに、申立期間において保険料を納付していたことをうかがわせる事情も  

見当たらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事  

情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、・申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものとは認めること  

はできない。   



静岡国民年金 事案56  

第1委員会の結論  

申立人の昭和42年3月から44年白月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等■   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和42年3月から44年3月まで   

私が20歳になる3か月前に父親（故人）の勤務先が火災に遭った。   

母親は私が20歳になったのを機に私の国民年金保険料を払い始めた   

が、火災の直後であったため、時期に間違いは無いと母親は話している。  

加入手続、保険料の納付については、＿母親が行っていたと思うが、資   

料等は無く、母親の記憶のみが頼りである。   

父親がしっかりしていたこともあり、母親は、国民年金制度が施行さ   

れた昭和 36年4月から、国民年金に任意加入し、毎年、未納とするこ   

となく保険料を納付してきている。私に関しては、強制加入期間であっ   

たので、納付してくれていたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の年金記録上、昭和44年4月から国民年金保険料の納付が始ま  

っており、申立人が居住する市が保存する被保険者名簿では、申立人は、  

45年3月ごろ、国民年金の加入手続を行ったこととされていることから、  

その際、現年度分として、44年4月までさかのぼって納付したことがう  

かがわれる。また、45年3月の時点では、申立期間の一部は時効であり  

納付できない期間であり、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号   

が払い出された 

さらに、申立人が、自らの国民年金加入手続及び保険料の納付を行って  

いたとするその母親は、申立人に係る加入手続及び保険料の納付を行った  

記憶が明確には無く、最終的には、夫（申立人の父親）が、これらを行っ  

ていたのではないかと、意見を変更するに至っており、その夫も既に死亡  

していることから、申立人に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付の   



状況が不明である。   

加えて、申立期間中の申立人の保険料の納付を裏付ける関連資料は無く、  

申立人及びその母親が主張する申立人の父親の職業や、しっかりしてい  

たとする性格のみをやフて、申立人に係る国民年金の加入手続及び保険  

料の納付まで行っていたと判断することも困難である。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認  

めることはできない。   



静岡国民年金 事案57  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から59年3月までの期間及び59年12月から62年  

9月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること  
はできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：（D 昭和57年4月から59年3月まで  

（∋ 昭和59年12月から62年9月まで   

昭和57年4月に転居した後、しばらくして、社会保険事務所から加入勧   

誘の郵便物が送られたのがきっかけで、社会保険事務所に行き、国民年金の   

加入手続をした。   

その後、市内の銀行等で国民年金保険料を納付していた記憶があり、申立   

期間が未納とされているのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年12月21日に払い出されており、   

昭和57年以降、申立へに対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出された   

形跡は鬼当たらない。  

また、社会保険庁の年金記録では、昭和62年10月から63年3月までの保  

険料収納状況の記載欄に、この期間分について、過年度納付を行っていたこと  

を表す「現」が記されており、国民年金手帳記号番号が払い出された平成元年   

12月の時点で時効前であった62年10月までさかのぼって、それ以降の国民  

年金保険料を納付したとみるのが自然である。  

さらに、申立人は、社会保険事務所から加入勧誘の郵便物が送られたことを  

きっかけに、社会保険事務所に行き、国民年金の加入手続をしたと主張してい  

るが、昭和57年当時、当該社会保険事務所では、加入勧奨を行っておらず、  

また、社会保険事務所では、直接、加入手続を受け付けることができないので、  

市町村の窓口ヘ行くように教示していたとのことであり、申立人の主張には   



そご 観願も認められる。   
このほか、申立期間について、保険料を納付していたことを示す関連資料（家  

計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを  

うかがわせる周辺事情も見当たらない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな  

い。   



静岡国民年金 事案58  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和52年1月から同年12月までの期間及び58年10月から  

61年2月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと  

認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：  女   

昭和27年生  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所：   

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  （∋ 昭和52年1月から53年1月まで  
② 昭和58年10月から61年2月まで   

市役所で国民年金の加入手続をし、口座引き落としで国民年金保険料  

を納付していたと思う。領収書等は定期的に処分しているため、手元  

に無い。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁の記録（マイクロフィルム）、市の国民年金被保険者台帳  

及び申立人の国民年金手帳のいずれについても、申立期間は国民年金未  

加入期間となっており、また、申立期間①及び②は共に厚生年金保険被  
保険者筆格を喪失した直後の期間であるが、申立人は厚生年金保険を資   
格喪失した際に、国民年金の加入手続を行った記憶が無い七とから、申  
立期間当時に申立人が国民年金に加入していたことをうかがわせる事情  
は見当たらない。  

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示  
す関連資料が無く、国民年金保険料納付時に利用していた銀行の取引内  
容等も現在確認できないなど、申立期間当時の納付状況が不明である。  

加えて、申立期間のうち、昭和53年1月については、国民年金保険料  

の納付済期間として記録されており、また、61年2月については、厚生  

年金保険加入期間であるが、当該期間に重複して保険料を納付したこと  
はうかがわれない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に  

判断すると、申立期間のうち、既に納付済みと記録されている昭和■53年   

1月を除き、申立人が申立期蘭の国民年金保険料を納付していたものと  

認めることはできない。   



静岡国民年金 事案59  

第1 委員会の結論  

甲立人の昭和59年4月から62年3月までの国民年金保険料につ  

いては、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和59年4月から62年3月まで  

昭和61年未に市役所から電話があり、「今、保険料を納付すれ   

ば、将来、年金を満額もらえるので納付するように」と勧められ、   

教えられた金儲（25万円以上）を銀行から引き出し、市役所窓口   

において一括で納めた記憶があるが、未納とされていることは納   

得でき・ない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計  

簿、預金通帳等）は無い。また、申立人は当初、昭和58年4月から  

6D年6月までの期間について第3号被保険者であったと主張してい  

たが、同制度が施行されたのは61年4月からであることから、昭和  

59年度から保険料を納付していたとの主張に変えたものであり、申  

立人の国民年金への加入状況に関する供述や申立期間等に関する申  
あいまい   

立内容は変遷するなど、申立期間当時の串憶が曖昧なため、保険料  

の納付状況が明確でない。  

さらに、昭和61年末に、市役所から連絡を受け、昭和59年度か  

ら61年度までの国民年金保険料を一括して納付したと主張している  

が、59年4月から60年6月までは任意加入の対象となる期間であり、  

さかのぼって国民年金に加入し、保険料を納付することはできない  

上、60年7月から61年3月までの保険料は過年度分であるため、市  

役所で納付することはできないなど、合理性を欠くものとなってい  

るが、これらを否定するような周辺事情等は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合   



的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい  

たものと認めることはできない。   



静岡国民年金 事案60  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年ウ月から49年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできないd  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和20年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和46年7月から49年3月まで   

申立期間中は、国民年金保険料を、役場か、地区の人が集金に来たと   

きに支払っていた。婚姻後は、妻が領収書等を管理し■ていたが、当時は、   

婚姻前だったので、支払を証明できる書類は残っていない。   

支払っていた金額等は、はっきり覚えていないが、税金等はきちんと   

支払っていたので、申立期間が未納とされていることには納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間当時、申立人が居住していた市の被保険者名顔には、「49．9．20  

受付」との記載があり、申立人に係る国民年金手帳記号番号払出簿の払出  

日とほぼ一致していること、及び申立人に対して、はかの国民年金手帳記  

号番号が払い出された形跡が認められないことから、申立人は、この日に  

初めて国民年金に加入したものとみられる。また、この時点で加入したと  

すると、申立期間の一部の期間分の国民年金保険料は、過年度納付となる  

ため、役場や地区の集金では納付することができず、それ以外の期間分に  

ついては、時効を経過しているため、申立人が国民年金に加入したとみら  

れる時期に実施されていた特例納付を利用するしか納付することができな  

かったことになるが、申立人には、過年度納付や特例納付として一括で保  

険料を納付した記憶は無い。  

さらに、申立人が申立期間中、国民年金保険料を納付していたことがう  

かがわれる客観的な関連資料等は無く、申立人は、国民年金加入手続、保  

険料の納付状況とも具体的に記憶していない。   



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認  

めることはできない。   



三重国民年金 事案22  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和40年6月から42年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 昭和40年6月から42年3月まで   

社会保険事務所へ昭和40年6月から42年3月までの国民年金保険料の  

納付について照会したところ、納付の事実が無い旨の回答をもらった。   

領収書等は無いが、申立期間以降一度も未納は無い。国民年金保険料は   

母親が集金人へ支払っていた。よく調査してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間について、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付してい  

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人自  

身は、当時、国民年金保険料の納付に関与しておらず、母親は既に亡くなっ  

ているため、その納付状況が不明である。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点で申立期間の一   

部は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払しゝ  

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人の申立期間は、国民年金手帳記号番号の払出記録から判断   

すると、過年度納付によらなければ納付できない期間であることから、過年  

度納付を取り扱わない集金人に国民年金保険料を納付したとする申立人の申  

立内容に矛盾することとなり、払出日である昭和42年10月17日の2日後に   

同年4月から同年9月までの国民年金保険料を納付していることから、 

人は現年度分の保険料より納付したと推認される。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。  
ノ「   



三重国民年金 事案23   

第1 委員会の結論  

申立人の平成2年4月から4年8月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和41年生  
住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：平成2年4月から4年8月まで  
平成4年4月30日にA市に転居したとき、国民年金に加入していなかっ  

たため、同年4月から何年8月ごろ母親が芦市役所で加入手続をした。そ  

の時2年分さかのぼって国民年金保険料を納付できると聞き、区役所と社  

会保険事務所ゐ納付書で支払った。2年分さかのばって納付したのに、平  

成2年4月から4年8月よでの期間が未納になっており、納得がいかない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、平成4年に国民年金の加入手続をしたと主張するが、国民年  

金手帳記号番号の払出日から加入手続が行われたのは6年10月ごろと考え  

られ、申立期間は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳  
記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

また、加入手続を行った申立人の母親が、手続を行った暗からさかのぼ  
って2年分の国民年金保険料を納付したとの申立てについては、払出日後  

の平成7年に2年分の過年度納付が確認できることから、これとの記憶誤  
りであることがうかがわれる。  

さらに、申立人の戸籍の附票によると、申立人は申立期間当時、B市に  

住所を移したことは無いことから、住所地でないB市で申立人の母親が国  

民年金の加入手続■をしたとの申立ては不合理であり、申立期間について、  
申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資  
料（家計簿、確定申告書等）は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  
断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  
ることはできない。   



大阪国民年金 事案23  

第1 委員会の結論   

、申立人の昭和37年1月から同年2月までの期間及び41年2月から45年  

3月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ  

とはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和13年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ：‘（∋ 昭和37年1月から同年2月まで  

（∋ 昭和41年2月から昭和45年3月まで   

申立期間については、母親が「これは国民の義務だから」と言い国民年  

金保険料を払ってくれていたはずである。また、昭和42年12月に結婚し   

たが、結婚後もしばらくは母親が払ってくれていたと思う。なお、59歳   

当時から調査を訴えてきたが実施されていない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、当初、昭和36年4月から45年3月までの国民年金保険料につ   

いて、母親が代わりに支払っていたはずと申し立てていた。その後、昭和   

36年4月から36年 

月までの期間（47か月）の厚生年金保険の加入記録が確認され、この間の   

国民年金の加入が不可能であることが判明したものの、引き続きこれらの期   

間を除く期間について納付したと申し立てている。  

申立人が保険料を代わって納付してくれていたとする母親について、その   

納付状況をみると、国民年金制度発足時から満60歳に到達するまでの期間   

について完納しており、納付意識の高さがうかがえる。  

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和40年4月の   

時点では、申立期間のうち①は時効により納付できなし）期間であり、別の国   

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た  

らない。  

また、申立期間②についてみると、記録上申立人の保険料納付は昭和45   

年4月からとなっている。申立人の妻の国民年金手帳記号番号は45年9月   



に払い出され、同時に同年4月分から保険料が納付されたことが確認できる  

ものの、申立期間当時、申立人の母親が申立人に代わって納付していたこと  

を示す事情は見当たらなかった。   

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金  

保険料を納付していたものと認めることはできない。   



大阪国民年金 事案24  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和43年8月から44年2月までの期間及び47年10月から52  

．年夏ごろまでの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認  
めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：（∋ 昭和43年8月から44年2月まで  

（診 昭和47年10月から52年夏ごろまで   

社会保険庁の記録では、昭和43年8月から44年2月までが未加入期間   

とされているが、20歳になった時、学生であったが加入手続をして保険   

料を納めたように思う。また、47‘年10月から同年12月までが未納、48   

年1月から54年1月までが未加入期間とされているが、47年7月に資格  

取得後、サラリーマンの妻が任意加入であることを知り、声4年2月に再  

くノ  取得するまでの間に2～3年間はやめていた時期はあるが、47年10月か   
ら52年夏ごろまでは納付していたように思う。  

第3 委員会の判断の理由  

1、申立人の年金手帳については、申立人が20歳に達した時点でA市が職  

権に基づき交付したことが確認できる。しかし、同市では、学生であり  

強制加入の対象者でないことが判明した場合に取消処理をしていたとし  

ており、同市が国民年金加入者について作成していた被保険者名簿によ  

れば、申立人に払い出された国民年金手帳記号番号は取消処理されたこ  

とが確認でき、昭和43年8月から44年2月までについては、保険料を  

納付することができない期間となっている。  

2、次に、申立人が納付を主張している昭和47年10月から同年12月まで  

については、これに近接する47年7月から同年9月までの3か月分につ  

いて、申立人所持のB市発行の年金手帳の倹認印に基づき未納から納付  

へと記録の訂正が行われている。これは、B市の処理手続において、A  

市発行の国民年金手帳記号番号が取り消されていることの確認が不十分   



なまま、B市発行の記号番号をいったん取り消してしまったことによる   

手続上の過誤に起因するものである。  

この過誤は既に訂正されているが、この期間に続く昭和47年10月か   

ら同年12月までの分については、申立人所持の年金手帳には検認印が押   

されていないことが確認できるはか、別の年金手帳の存在をうかがわせ   

る事情も見当たらない。  

3、さらに、申立人は、これに継続した昭和48年1月から52年夏ごろま   

での納付を主張しているが、B市が保管している申立人に係る喪失申出   

書によれば、48年1月17白付けで加入資格を喪失する内容の申出が確認   

でき、当該書面には、本人からの申出がなければ記入し得ない事実（夫   

の共済組合員証の番号）が記載されている。  

4、その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民   

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。   



福井国民年金 事案13   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和45年1月から55年12月までの国民年金保険料については、  

御付していたものと認めることができない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日 ：昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和45年1月から55年12月まで  

昭和50年ごろ、勤務先には厚生年金保険制度は無く、農繁期に仕事を辞  

めていた時期もあったが、国民年金保険料は納めていなかった。  

そのころ、養父は、「皆が納めているのだから世間に合わせた方がよ  

い」とのことで、昭和45年1月から55年12月までの国民年金保険料とし  

て養母が15万円から20万円を地元の金融機関に納めたと聞いているが、  

社会保険庁の記録では未納となっており、納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和57年3月29日に払い出されてお  

り、この時点では、申立期間のうち54年12月以前の期間は、時効により国   

民年金保険料は納めることができない期間であるとともに、申立人の旧姓を  

含めて複数の呼び名で氏名を検索したが該当者はおらず、はかの国民年金手  

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

また、申立人は、その養母が地元の金融機関で国民年金保険料を納付した  

と申し立てているが、当時、当該金融機関は国の収納代理金融機関に指定さ  

れておらず、過年度の国民年金保険料を納付することはできなかった。  

さらに、申立人は、その養母が申立人の国民年金保険料をまとめて納付し   

たと主張していたが、申立人は、面談時に「納めた国民年金保険料の期間が  

はっきりしないので、確認申立書に幅を持たせて記入した。金額も幅を持た  

せて記入しており、実際は10万円ぐらいであったと思う」と申立内容を変更  
あいまい  

するなど、申立人の記憶は曖昧である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断   

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたさのと認めるこ  

とはできない。   



奈良国民年金 事案40   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和43年9月から53年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生  

住  所  

2 ■申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和43年9月から53年3月まで  

母親が民生委員をしていた時に、国民年金保険料の集金人の勧めで、  

国民年金の加入手続を行った。その時に最後の特例納付のことを聞き、  

父親が弟の分を含めた額を役場へ持って行った。金額は、20数万円だ  

ったと記憶している。また、特例納付以降の国民年金保険料は、集金人  

に支払っていたので、申立期間の記録を認めてほしい？   

第3 委員会の判断の理由  
申立人の父親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関係  

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は国民年金保険  

料の納付に関与していないため、国民年金の加入状況、保険料の納付状況  

等が不明である。  

また、申立人は、母親が民生委員をしていた時に国民年金に加入し、  

その時に最後の特例納付制度のことを聞き、父親が役場で納付したと主  

張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和50年10月に、   

実弟と連番で払い出されておわ、加入手続をした時には母親は民生委員  
をしておらず、同役場では特例納付の保険料収納は取り扱っていなかっ  

・たことが確認できる。  

さらに、最後の特例納付制度の保険料金額については、申立人の父親  

が納付したとする金額と大きく相違していることなど、申立内容には不  

合理な点が見られる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと  

認めることはできない。   



奈良国民年金 事案41   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和43年6月から50年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和23年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和43年6月から50年3月まで  

国民年金の納付記録を確認したところ、昭和43年6月から50年3月ま  

での期間について納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。  

自営（食料品店）をしていたため20歳から国民年金に加入し、保険料を  

納めていた。毎年、所得税の申告の時に保険料の金額 

いた。母と一緒に納めており、母の納付記録はあるので、私の納付記録も  

確認してほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間について毎月地域での集金により納付していたと申し  

立てているが、国民年金保険料が納付されていたことを示す関連資料（領収  

書、家計簿、確定申告書等）は無く、また、申立人は、保険料の金額や集金  

により納付をしていた時期について記憶していない。  

また、申立人の国民年金手帳記専番号は昭和50年2月3日に払い出されて  

いるが、その時点では、申立期間の一部は時効により納付できない期間であ  

り、申立人は、過年度納付及び特例納付をしたことは無いと主張しているほ  

か、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見  

当たらない。  

これら、申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める  

ことはできない。   



奈良国民年金 事案42   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和62年4月から63年3月まセの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号：  

■生 年 月 日   昭和19年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和62年4月から63年3月まで  

私は、昭和52年7月に国民年金に任意加入し、当初（1年から2年ぐら  

い）は子供会の集金で保険料を納付していたが、その後、夫名義の通帳か  

ら口座振替により納付するようになった。  

毎年、通帳をチェックしながら確定申告の申告書を作成し、社会保険料  

控除として計上していたはずであり、申立期間が未納となっていることは  

納得できない。なお、申告書等の資料は現存しない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間の国民年金保険料を口座振替により納付していたと主  

弓長しているが、市役所の資料によると、昭和63年5月から口座振替による納   

付を行っており、申立期間中は口座振替による納付を行っていなかったこと  
が確認できる。  

また、同市役所における口座振替制度は、昭和62年4月から開始されてい  

ることが確認でき、申立人が国民年金に任意加入したのは52年9月ごろと考  

えられることから、申立人の「任意加入した当初1年から2年以外は口座振  

替で納付していた」という主弓長と矛盾する。  

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は口座振替により納  

付を行った昭和63年5月以前の納付方法を記憶していないなど、申立人の国  
あいまい  

民年金保険料の納付についての記憶は曖昧である。  

加えて、申立人は国民年金保険料を滞納したことはないと主張しているも  

のの、昭和63年12月8日に申立期間に係る過年度納付書が社会保険庁から  

送付されていることが確認でき、申立人の主張には不自然な点がある。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



和歌山国民年金 事案45  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和63年1月から平成3年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和63年1月から平成3年3月まで ■   

学生は任意加入ということを知っていたが、老後の年金額の条件をよくす   

るために母親が納付していたはずであり未納とされていることには納得で   

きない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金の加入手続をしたとする母親は、市役所に行った記憶が無  

く、市役所から納付書と加入勧奨のような文書が送付されてきたので手続を行  

ったと主張しているが、当時、市役所では20歳になった人に対し加入勧奨の  

文書は送付していなかったということが確認できる。  

また、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関  

連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成7年4月の時  

点では、申立期間は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳  

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



広島国民年金 事案46   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年3月から43年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日：昭和17年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申立 期間：昭和42年3月から43年3月まで  

国民年金保険料納付記録について照会したところ、納付の事実が確認で  

きなかったとの回答をもらった。 申立期間について、被保険者記録照会回  

答票では国民年金保険料が未納となっているが、国民年金手帳の昭和42  

年度「国民年金印紙検認記録」と「国民年金印紙検藷台紙」（切り離し済  

み）との間に契印の跡があるので、国民年金保険料を納付していたことに  

なると思う。  

また、申立期間について、社会保険庁の記録では、妻の国民年金保険料  

は納付済みと記録されているのに、私は未納となっており、納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、   

確定申告書等）は無く、申立人及びその妻に聴取しても、申立期間に係る国  
あいまい  

民年金保険料め納付に係る記憶が曖昧である。  

また、申立人が納付を裏付ける関連資料であると主張する国民年金手帳の   

契印の跡は、国民年金手帳が市町村に提出された年度より前の年度に係る国  

民年金印紙検認台紙を国民年金手帳から切り削す際に、検認印により切取線  

上に契印を押したものであり、国民年金保険料の領収を示すものではない。  

さらに、申立期間について、申立人の妻の国民年金保険料は納付済みとな   

っているが、これは、申立人の妻が自身の国民年金保険料を、昭和49年8月  

に特例納付をしたことによるもので、申立人の妻には、この時に申立人の国   

罠年金保険料を納付した記憶が無い。  

加えて、申立人は、申立期間が未納となっているはかにも国民年金の強制  

加入対象期間でありながら未加入となっている期間が散見される。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



広島国民年金 事案47   

第1委員会の時論  
申立人の昭和59年10月から61年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生年月日  昭和25年生  
住   所，．  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間，： 昭和59年10月から61年3月まで  
私は、昭和47年7月以降国民年金に加入し国民年金保険料を納付して  

いた。58年ごろ自宅を新築購入した前後で家計が苦しく、支払えない時  

期はあったが、市役所から納付書がきてまとめて支払った。その後も、口  
座振替にして支払ってきたので、未納は無いはずである。   

第3 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確  
定申告書等）が無い。  

また、申立人は、保険料の支払いを中断するために市役所で手続したとの  
記憶はあるが、その後の国民年金加入手続、保険料の納付について具体的な  
記憶が無く、申立人の国民年金手帳には、資格喪失日「昭和59年10月1  

日」、資格取得日「昭和61年4月1日」と記載されており、未加入期間で  

ある申立期間について、保険料を納付しているとは考え難い。  
さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料をまとめて支払った後、口  

座振替にしたと主張しているが、申立人が口座振替を開始したのは、金融機  
関の記録により昭和62年4月からであると確認できるとともに、申立人は、  

昭和61年度の国民年金保険料を62年2月及び同年3月にまとめて支払って  

いることから、申立人の記憶にある、まとめて支払った保険料は、61年度  

分であると推定できる。  
加えて、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ  

る事情も見当たらず、ほかに申立期間に保険料を納付していたととをうかが  
わせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  
すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  
とはできない。   



島根国民年金 事案11  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和47年3月から49年6月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和47年3月から49年6月まで  

昭和47年3月に夫が国民年金加入手続を行った際、私の手続も同時に  

行い、その後、夫が二人分の保険料を併せて納付してきた。夫の同月以  

降の国民年金保険料はすべて納付済みとなっているのに、私の分だけ未  

納となっているのトま納得できない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立期間について国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（預貯  

金通帳や家計簿の入出金記録、確定申告書等）は無い。  

また、国民年金被保険者台帳では、申立人の国民年金≠帳交付年月日が  

昭和49年7月19日と記載されているが、申立人の夫の国民年金の資格取  

得は47年3月20日であり、国民年金手帳記号番号払出簿においても、二  

人の番号は連続又は近接していないことが判明したことから、申立人の夫  

が同時に手続を行ったとの申立ては矛盾している。  

さらに、申立人が所持する国民年金手帳の資格取得年月日も昭和49年7  

月1日とされており、国民年金被保険者台帳において、49年6月分の欄に  
そ老ゆう  

「この月まで納不用」の記載があること、「手帳交付以降に遡及納付したこ  
そきゆう  

とはない」と申立人が説明していることから、申立期間について遡及納付  

されたとは考えられない。  

加えて、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた事実は無く、ほ   

かに申立人が申立期間について国民年金に加入し、保険料を納付していた  

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらなLい。、  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



島根国民年金 事案12  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年7月から同年11月までの国民年金保険料に  

ついては、納付を免除され、又は納付していたものと認めること  

はで卓ない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住  所  

2．申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和50年7月から同年11月まで   

昭和50年8月■にA市区町村に帰ってきた時に、夫婦で国民健   

康保険と国民年金の加入手続を行い、国民年金については保険   
料の免除申請も行ったことから、記録が無いことに納得できな   

い。記録を訂正してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間について国民年金保険料の免除を受けていた  

ことを示す関連資料は無く、免除を受けていたことをうかがわせる  

周辺事情も見当たらない。  

また、申立期間の国民年金保険料はい国民年金加入手続と同時  

に夫婦二人分の免除申請手続をしたと主張しているが、国民年金  

手帳記号番号払出簿によると、二人の手帳記号番号は連番で、払   

出日は昭和55年10月以降と推測され、申立期間については、制  

度上、さかのぼって免除申請できない期間である。  

さらに、昭和50年8月以降現在まで、A市区町村外への仕所異  

動は無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう  

かがわせる事情も見当たらず、申立人は、最初に国民年金の加入手  

続を行ったと主張する50年8月の時にはi国民年金手帳の交付は  

無かったとしている。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総   

合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料について  

納付を免除され、又は納付していたものと認めることはできない。   



山口国民年金 事案16  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年4月から62年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   女  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和39年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和60年4月から62年3月まで  

昭和62年4月に市役所の職員が訪ねて来た際、国民年金の加入の手   

続をし、国民年金保険料を一括で納付をした。全額払ったので未納に   

なっていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年5月に払い出されている。   

また、市町村の国民年金収納簿における申立人の記録は平成元年度から   

存在し、申立人は、平成元年5月に同年4月及び5月の国民年金保険料を  

納付しており、以降は毎月、当月中に納付していることが確認できること  

から、申立人は元年5月ごろに国民年金の加入手続を行い、その時点で時  

効となっておらず、納付可能であった昭和62年4月から元年3月までの  

国民年金保険料を過年度納付したと考えられ、申立人が一括で納付したと  

する額と過年度保険料の合計額は、はぼ一致している。  

さらに、申立人は国民年金の加入手続を行った時期ははフきりしないと  

述べていることから、申立人が国民年金の加入手続及び保険料の納付をし  

たとする時期を誤認している可能性がある。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたと認めるこ  

とはできない。   



香川国民年金 事案51  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年4月から43年8月までの国民年金保険料については、納  

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日 ：昭和11年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和36年4月から43年8月まで  

昭和50年、市役所の職員2名が店に来たとき、申立期間の国民年金保険  

料をその場で納付した。  

申立期間から後の納付できる期間の保険料と夫の保険料については、加入   

期間と納付金額を明細書に書いてもらい、後日市役所へ納めに行った。  
加入期間が昭和43年9月からと年金手帳に記載されていたことは、最近  

まで知らなかった。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和50年に市役所職員が申立人宅を訪問し、申立期間の国民年  

金保険料を納付した際、申立人自身が手元にあった封筒にその旨を事跡として  
封筒表面に記入した上、市役所職員から交付された加入期間と納付金額を記載  
した明細書を当該封筒に入れていた（明細書は平成13年以降に紛失）と主張  

しているが、封筒は平成9年から10年ごろのものであり当時のものではなく、   

封筒に善かれた期間と申立期間が相違することから、国民年金保険料を納付し  
ていたことを京す関連資料とは認められない。  

また、そのはかに申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連  

資料（家計簿、預金通帳、確定申告書等）は無く、国民年金加入手続につい  

ての申立人の記憶は不明確であり、国民年金の加入状況、保険料の納付状況  

等が不明であり、ほかに申立期間に国民年金保険料を納付していたことをう  
かがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立期間の†部については、申立人の夫が厚生年金保険加入中のた  

め任意加入となるべき期間であり、さかのぼっての国民年金加入手続及び特例   
納付をすることができない期間が含まれる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



香川国民年金 事案55   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和51年5月から62年3月までの国民年金保険料については、  
納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏   名  男  
基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和31年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  
申 立 期 間 ： 昭和51年5月から62年3月まで  

昭和51年5月から 62年3月までの期間について、国民年金保険料  
の納付事実が確認できなかったとの回答をもらったが納得できない？  

昭和51年5月から10年間の国民年金保険料が未納であるとの指摘  
を受け分割で支払うこととし、毎月、延べ3人分の保険料（夫婦の現  

年度保険料及び私の過年度保険料）を支払っていた。  
保険料は、毎月、自宅に集金に来ていた女性に渡しており、延べ3  

人分の保険料として1万円を超える金額を納付していた。  
国民年金保険料は、すべて結婚（昭和57年11月）後の昭和60年ご  

ろから納付を始めたが、いつごろまで自宅で納めていたかは覚えてい  

ない。  
なお、20歳のころは納付していなかったし、免除制度も利用してい  

なかった。   

第3 委員会の判断の理由  
申立人の国民年金手帳の記号番号の払出日から判断して、国民年金への  

加入手続が行われたのは、平成元年7月ごろだと思われることから、払  

出しの時点で、申立期間の大部分が時効により納付できない期間となっ  
ており、また、この時期は特例納付できる時期でもなかった。  

また、申立人は、「昭和60年ごろから国民年金保険料の納付を始め、  

毎月、延べ3人分の保険料として1万円以上を支払っていた。」と主張  
しているが、当時の保険料嶺と主張している金額が相違している。  

さらに、別の国民年金手帳記号番号が払い出きれていたことをうかが   
わせる事情が見当たらないはか、申立てに係る事実を確認でき号関連資  

料（家計簿、確定申告書等）も無い。  
これら．申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



香川国民年金 事案56   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年8月から48年2月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏   名  男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和44年8月から48年2月まで  

国民年金嘩険料納付記録の照会を行ったところ、昭和44年8月から  

48年2月までの期間たっいて未加入であるとの回答をもらったが納得  

できない。  

詳細には記憶していないが、昭和44年当時は、自治会の女性の方が  

自宅に集金に来ていたので、400円程度、渡していたと思う。  

また、昭和46年当時は、夫婦で一緒に納付していた。  

当時、自営業を営んでいたが、国民年金保険料を納付していないと米  

の購入に支障をきたすと言われていた。  

40年くらい前のことで、記憶が不鮮明で思い出せないことや、記憶  

違いのこともあると思うが、自分ではほとんどの期間、国民年金保険料  

を納付していると思っている。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定  

申告書等）が無く、申立期間当初の国民年金加入手続について、申立人の  

記憶は不明確であり、国民年金加入状況、国民年金保険料の納付状況等が  

不明であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ  

る事情も見当たらない。  

また、一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻にも未納   

期間が見受けられるなど、国民年金保険料納付に関して、積極的な意志が  

感じられない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



香川国民年金 事案58   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年4月から38年3月まセの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏   名  女  
基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和7年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和36年4月から38年3月まで  

国民年金保険料納付記録について照会したところ、昭和36年4月か  

ら 38年3月ま、での国民年金保険料が未納であるとの回答をもらったが  

納得できない。  

晦和36年春ごろ、隣組の会長に勧められて国民年金に加入し、保険  

料については、私が会長宅に持参するか、会長が自宅に集金に来るかし  

て、前夫と二人分を一緒に納付していた。  

当時の納付額は100円から150円だったと記憶している。  

世話していた会長は、帳面に保険料の徴収状況を記録していたが、領  

収書をもらったことはない。  

前夫は死亡し、嫉も子供であったので、申立期間における納付を証明  

できる人はいないが、納付していたことは間違いない。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（領収書、  
家計簿等）が無く、国民年金の加入状況、保険料の・納付状況等が不明であ  

る。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払い出された時点（昭和38年  

3月）においては、36年4月から37年3月までは過年度保険料となるこ  

とから、集金組織による集金はできなかったものと考えられる。  

さらに、昭和37年4月から38年3月までは現年度納付となり、37年  

4月にさかのぼり一括で納付する必要があり、毎月定期的に自宅に集金に   

来て、国民年金保険料を納付していたという申立内容と相違しているとと  

もに、申立人の前夫についても申立期間は未納となっている。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



徳島国民年金 事案41  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和58年10月から60年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和58年10月かち60年3月まで   

結婚するまでは、国民年金保険料を納付していなかったと思うが、夫   

は20歳から国民年金保険料を納付していたので、昭和58年10月に結婚し   

て国民年金の加入手続を行い、夫と一緒に国民年金保険料を納付してい   

たと記憶している。記憶と国民年金の納付記録が違うことに納得ができ   

ない。  

第3 委員会の判断の理由  

甲立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを示す関  

連賃料（家計簿、確定申告等）は無い。  

また、申立人は結婚してすぐに、国民年金の加入手続をし、その夫と一   

緒に国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金   

手l帳記号番号は昭和60年4月24日に払い出されており、また、別の国民年   

金手帳串号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな  

いことから、このころに加入手続が行われたと考えるのが自然である。  

さらに、申立人及びその夫の納付記録によれば、昭和60年5月以降の国   

民年金保険料については、 

国民年金保険料の納付日は相違しており、同年4月に国民年金の加入手続  

を行い、納付を開始したと考えるのが自然である。  

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に   

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認  

めることはできない。   



徳島国民年金 事案42  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和40年8月から44年4月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号■：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和40年8月から44年4月まで  

申立期間当時はA県B市に住んでおり、市役所から送られでくる国民   

年金保険料の納付書を毎月市役所の窓口ヘ持参して納付していた。   

昭和44年、C町に転居する際に債収書を1枚だけ持ち帰っていたので   

その領収書を役場へ持って行き、国民年金の手統きをしたと記憶してい   

る。領収書は返してくれなかったと思う。残りの蘭収書は引っ越しの時   

に処分したので残っていな－い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、  

確定申告書等）が無く、また、申立人が国民年金保険料を納付していたこ  

とをうかがわせる周辺事情は見当たらず、国民年金の加入状況、保険料の  

納付状況等が不明である。  

また、申立人は、申立期間当時、市から送付される納付書（12枚綴り）  

により納付していたと主張しているが、B市では、昭和42年3月までは  

市の職員が戸別訪問により集金し、42年4月からは3か月分を1期とし  

て年4期に分けた納付書で市の指定金融機関で納付する方式であったと  

しており、申立人の主張と矛盾する。  

さらに、B市において申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された記  

録は無く、申立人が初めて国民年金に加入したのは、C町に転居した後で、  

資格取得年月日は昭和44年5月1日とされている。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



徳島国民年金 事案43  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和50年3月の国民年金保険料については、‘納付していたもの  

と認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号．：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和50年3月   

昭和50年3月にA市よりB市に帰ってきた。国民年金の任意加入被保   

険者であった母が、町内会の集金で自分の分と合わせて納付してくれて   

いた。  

領収書等の資料は残っていなし）が、1か月だけ未納とされているのは   

納得できないので調べてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連  

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は、国民年金への   

加入手続及び国民年金保険料の納付に周与しておらず、申立人の国民年金  

への加入手続を行い、保険料の納付をしていたとされる母親からその状況   

を聴取しても、具体的な記恒は無く、国民年金の加入状況、保険料の納付  

状況等が不明である。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日は、昭和50年6月11日  

とされているが、この時点では、申立期間は過年度分となり、申立人が主  

張する地区の納付組織を通じた納付はできず、申立期間の保険料を納付し  

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



徳島国民年金 事案44  

第1 委員会の結論   

申立人の昭和36年4月から43年11月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

一氏  名  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和6年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和36年4月から43年11月まで   

昭和36年頃、近くに住んでいたAさん（死去）が、毎月か数か月に1回   

集金に来てくれて、100円くらいを納付していた。   

未納とされていることに納得できない。  

第3．委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿．、  

確定申告菩等）が無く、申立期間に係る国民年金の加入状況及び保険料の  

納付状況は不明であるとともに、申立人の妻は、申立期間について未加入  

となっている。  

また、申立人が集金に来てくれていたと主張する隣人が、申立期間当時、  

国民年金保険料の集金を行っていたことを示す資料は無く、当該隣人が申  

立人の国民年金保険料を集金していたことをうかがわせる事情も見当たら  

ない。  

加えて、申立人の国民年金手帳に記載されている記号は、B社会保険事   

務所における払出しを哀していることから、申立人の国民年金手帳記号番   

号は、同社会保険事務所が設置された昭和58年2月以降に払い出されたも  

のと認められる。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立  

期間は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が  

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



愛媛国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年11月から37年9月までの期間及び38年3月から  

40年3月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと  

認めるこ とはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和16年生  

住  所  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間 ‥ ① 昭和36年11月から37年9月まで  

② 昭和38年3月から40年3月まで   

地区の集金係（集金人）が自宅に集金に来て、親が姉の国民年金保険  

料・と私の国民年金保険料を一緒に二人分を納付していた。親が姉の国早   

年金保険料だけを納付して、私の分を納付していないことは考えられな   

い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の挙が申立人の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料  

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は国民年金の加入手  

続や納付に関与していないため二 国民年金の加入状況、保険料の納付状況  

等が不明である。  

また、申立人の国民年金手帳が発行された昭和40年8月の時点では、  

申立期間の一部は時効のため納付できない期間であり、別の国民年金手帳  

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、その兄の妻と連番で払い出  

きれており、二人とも昭和40年4月から国民年金保険料が納付されてい  

ることから、それ以前については、申立人の加入手続が行われていなかっ  

た可能性がうかがわれる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、由辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



愛媛国民年金 事案40  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和57年4月から58年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等 

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和57年4月から58年3月まで   

年金受給額が自分で計算した金額と異なっていたため、社会保険事務  

所で確認したところ「昭和57年4月から58年3月までの期間が未納に  

なっていることが分かった。   

支払に困った時は必ず免除申請していたし、申立期間については納   

付していたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定  

申告書等）が無く、また、申立人から聴取しても、納付金額や納付方法に  

ついての記憶も明確でなく、申立期間に係る保険料が納付されていたこと  

をうかがわせる事情も見当たらない。  

また、申立人は、国民年金保険料は毎月納付していた記憶があり、まと  

めて納付したことはないと主張しているが、申立人が居住する市が保管す  

る国民年金被保険者名簿によると、申立人が同市に転入した昭和52年度  

から申立期間直前の56年度までの期間の大半の国民年金保険料は、14回  

にわたり、3か月分、6か月分等複数月分をまとめて過年度納付されてい  

ることが確認できるなど、申立人の主張には不自然な点が見受けられる。  

さらに、昭和58年度分の国民年金保険料については申請免除となって  

おり、申請免除は前年度の収入に基づき決定されることを踏まえると、申  

立期間当時は収入が少なく申立期間の国民年金保険料を納付した可能性は  

低いと推測される。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



愛媛国民年金 事案41  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和37年11月から42年3月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期 間：昭和37年11月から42年3月まで   

私が20歳になったときに、母が国民年金の加入手続を行い、その後   

は母が毎月近くの市役所支所で国民年金保険料を納付していた。   

国民年金保険料の納付を証明するものは何も無いが1間違いなく納付   

していたものと考えている。  

第3委員会の判断の理由  

申立人は、20歳になったときに、母親が国民年金の加入手続孝行い、  

痍険料を納付していたと主張しているが、申立人が当時居住していた市が  

保管する国民年金被保険者名簿及び社会保険庁の記録では、申立人が国民  

年金に加入していたことは確認できず、国民年金手帳記号番号が払い出さ  

れたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

また、市では、申立期間当時、納付組織により国民年金保険料を収納し  

ていたことが確認でき、市役所支所で、母親が毎月納付していたとの申立  

人の主張には、不合理な点が見受けられる。  

さらに、申立人の母親が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料  

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は国民年金の加入手続や納   

付に関与していないため、国民年金保険料の納付状涙等が不明である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



高知国民年金 事案35  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和42年7月から43年4月までの期間、44年8月から同年12  

月までの期間、47年7月から51年8月までの期間及び52年2月から53年  

6月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ  

とはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ：① 昭和42年7月から43年4月まで  

② 昭和44年8月から同年12月まで  

③ 昭和47年7月から51年8月まで  

④ 昭和52年2月から53年6月まで   

私は昭和53年ごろ、知人から、国民年金保険料をさかのぼって支払う   

ことができることを聞いた。   

その後、市役所から特例納付の通知が送られてきたため、市役所で手続   

を行い、また、特例納付した時には、「これで全額納めていただきまし   

た。」との返事を得たにもかかわらず、申立期間について、未納とされて   

いることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料  

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が特例納付の説明を聞いた  

と主張する知人からも申立てを裏付ける証言が得られなかったほか、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら  

ない。  

また、申立人は、国民年金保険料を納付したとする時期が明確でなく、特  

例納付したと主張しているものの、申立金額（約ZO万円）が当時の保険料額  

（59万2，000円）と大きく異なっているほか、申立期間直後の昭和53年7  

月から58年3月までの期間については、当時、申請免除となっていたものと   

認められることから、当時、申立人が国民年金保険料を特例納付で一括納付   



したとは考えにくい。   

さらに、申立期間のうち昭和53年4月から同年6月までの期間は、特例納  

付が可能だった期間ではない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、‘周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



高知国民年金 事案36  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和44年8月から同年12月までの期間、47年7月から51年8  

月までの期間及び52年2月から53年6月までの期間に係る国民年金保険料  

については、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和20年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：（D 昭和44年8月から同年12月まで  

② 昭和47年7月から51年8月まで  

③ 昭和52年2月から53年6月まで   

私は昭和53年ごろ、知人から、国民年金保険料をさかのぼって支払う   

ことができることを聞いた。   

その後、市役所から特例納付の通知が送られてきたため、市役所で手続   

を行い、また、特例納付した時には、「これで全額納めていただきまし   

た。」との返事を得たにもかかわらず、申立期間について、未納とされて   

いることに納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料  

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が特例納付の説明を聞いた  

と主張する知人からも申立てを裏付ける証言が得られなかったほか、申立期  

間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら  

ない。  

また、申立人は、国民年金保険料を納付したとする時期が明確でなく、特  

例納付したと主張しているものの、申立金額（約20万円）が当時の保険料額   

（59万2，000円）と大きく異なっているはか、申立期間直後の昭和53年7   

月から58年3月までの期間については、当時、申請免除となっていたもぁと  

認められることから、当時、申立人が国民年金保険料を特例納付で一括納付  

したとは考えにくい。  

さらに、申立期間のうち昭和53年4月から同年6月までの期間は、特例納   



付が可能だった期間ではない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



福岡国民年金 事案38  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年4月から同年9月までの国民年金保険料にノっいては、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏 ▲  名  女  

基礎年金番号  

年月昭和13年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和48年4月から同年9月まで   

社会保険庁の記録では、昭和39年から保険料を払い始めたようになっ   

ているが、この年はA市に転入した年で、実際には、48年に、33年から   

48年までの分を一括で支払った。   

金額ははっきりしないが15万円ぐらいであったと記憶しており、夫   

（8年前に死亡）の分と併せて30万円を払った記憶がある。  

納付場所は市役所か自宅（集金に来てもらった）かどちらかだと思う。   

その時、まとめて払い、その後もずっと払っているのに昭和48年の6   

か月のみ未納というのは納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和48年に、申立期間を含む33年から48年までの分の国民  

年金保険料を一括して納付したと主張しているが、申立人が申立期間の国  

民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が  

無く、また、48年は特例納付の実施時期ではなく、、申立期間について国民  

年金保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。  

また、申立人の被保険者台帳の記録から、昭和50年12月に、36年4月  

から48年3月までの分を特例納付により、また、48年10月から50年3   

月までの分を過年度納付したことが確認できるが、申立期間については、  

当時、特例納付することができない期間であるとともに、過年度納付する  

こともできない期間である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



福岡国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和56年2月から59年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日：昭和36年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和56年2月から59年3月まで  

国民年金の納付記録を確認したところ、申立期間について納付が確認   
できなかったとの回答をもらった。   

家業を継ぐようになった22歳ごろに、市役所から勧められて過去の   

保険料10万円前後を母親が納付した。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連  

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立期間当時、申立人自身  

は保険料の納付に関与しておらず、実質的に納付をしたとされる申立人の  
あい蓋い  

母親についても、保険料の納付に関する記憶は曖昧であり、国民年金の加  

入状況、保険料の納付状況等が不明である。  

また、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の一部   

は時効により納付できない期間であるとともに、国民年金手帳記号番号払  

出簿の記載により、申立人の手帳記号番号は職権適用により払い出された  

ことが確認でき、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことを  

うかがわせる事情も見当たらない。  

さらに、申立人は、昭和59年度分の国民年金保険料を前納により納付  

していることが確認でき、この金額が7万2，840円であることから、これ  

を申立期周分の保険料額と誤解している可能性がうかがわれる。  

これら申立内容及びこれまで収集した商連資料、周辺垂情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



大分国民年金 事案21  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和48年4月から同年9月まセの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和13年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和48年4月から同年9月まで   

国民年金保険料は、妻がいつも二人分を一緒に金融機関で納付していた。   

妻の保険料は、すべて納付済みとなっているのに自分の分だけ6か月の未   
納があるのは納得できない。昭和47年4月以降、申立期間を除き、国民   

年金の加入期間について保険料をすべて納付している。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、その妻が国民年金保険料を二人分一緒に納付していたと主張し  

ているが、申立人が所持する国民年金保険料額収証書及び市役所が保管する  

年金被保険者名簿の納付記録から、妻と一緒に納付していたことが確認でき  

るのは、・昭和51年4月以降である。  

また、社会保険庁及び市役所の記録によれば、申立人の国民年金への加入  

手続は昭和50年8月12日に行われ、47年4月から48年3月までの国民年  

金保険料を50年11月12日に特例納付していることが確認できるが、申立期  

間である48年4月以降については、特例納付できなかった期間である。  

さらに、申立人が所持する国民年金保険料の領収書によれば、昭和48年7  

月から50年3月までの国民年金保険料を50年11月12日に郵便局で過年度  

納付していることが確認できるものの、48年7月から同年9月までの保険料  

相当額が51年3月9日に還付されていることが社会保険庁及び市役所の記録  

で確認でき、時効により納付できない期間について国民年金保険料を納付し  

たために、当該保険料が還付されたものと認められる。  

このはか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す  

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、国民年金保険料を納付し  
あいまい  

ていたとする申立人の妻も記憶が曖昧であり、申立期間の国民年金保険料を  

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。   



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ  

とはできない。   



宮崎国民年金 事案37  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和36年4月から46年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和36年4月から46年3月まで  

私は、昭和46年又は47年の秋ごろ、地区の納入観合長であったA氏  

（故人）の指導により、国民年金保険料として約3万6，000円をA氏に  

納付した記憶がある。  

A氏からは、領収書等もらった記憶がないが、申立期間について未納  
とされていることに納得ができない。   

第3．委員会の判断の理由  

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、  

確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭  

和47年1月時点で、申立期間の一部は、時効により納付できない期間であ   

る。  

また、昭和47年6月未までは特例納付できる期間であるものの、地区の  

納入組合長に納付した時期が明確でなく、一括納付したとする金額も、申   

立期間の国民年金保険料を特例納付及び過年度納付した場合の金額と大き  

く異なっている。  

さらに、B市役所に確認したところ、特例納付及び過年度納付の保険料  

たついては、当時、納付組織では取り壊わなかった旨の回答が得られてい  

る。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める  

ことはできない。   



宮崎国民年金 事案39  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和60年10月から62年12月までの国民年金保険料について  

は、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生年 月 日 ：昭和40年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申立期間 ： 昭和60年10月から62年12月まで  

昭和60年10月から62年12月までの国民年金保険料は、母親が納め   

ていたはずであり、申立期間が未納とされていることには、納得できな   

い。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の母親が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関   

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は 

の国民年金保険料の納付に関与していないことから、国民年金の加入状況  

及び保険料の納付状況等が不明である。  

また、国民年金手帳記号番号は、 

り、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された同年2月時点では、申   

立期間の一部については、時効により納付できない期間である上、それ以  

前に、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情  

は見当たらない。  

さらに、申立人は、平成元年2月にA町において、昭和63年4月から平   

成元年1月までの申立人に係る現年畢分の国民年金保険料を、一括して納  

付しているが、平成2年3月に、昭和63年1月から3月までの過年度分の  
そきゆう   

国民年金保険料を納付しており、その時点において、遡及し七保険料納付  

できる期間のみ納付したことが納付記録より確認でき、申立期間について  

は、納付できなかったものと考えられる。  

これら申立内容及びこれ章で収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める  

ことはできない。   



宮崎国民年金 事案40   

第1 委員会の結論  

申立人の昭和46年1月から同年3月までの期間及び47年1月から同年   

3月までの期間の国早年金保険料については、納付していたものと認める  

ことはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和13年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 昭和46年1月から同年3月まで  
② 昭和47年1月から同年3月まで  

私は、当時訪ねてきた納付組合の人の勧めもあり国民年金保険に加入  
した。申立期間当時、国民年金保険料は組合の集金人や市役所べ納付し  
た記憶があるので、未納と・されていることには納得できない。  

なお、国民年金保険料が未納とされていることは、平成10年5月の年  

金裁定（特別支給の老齢厚生年金）請求時に、社会保険事務所の説明で  

初めて分かったものであり、私は事務所職員に対し、納付したはずであ  
る旨申し立てたものの、既に時効であるなどとして聞き入れてもらえな  
かった。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを示す関   

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。  

また、申立人が保管している国民年金手帳において、昭和44年度から47   

年露菟での期間は、申立期間を除く42か月は印紙検認聖禁脚又は領収書  
の貼付があるが、申立期間のみ、これら押印や領収書の貼付が無い。  

さらに、申立人の国民年金の納付状況を見ると、申立期間前後の昭和44   

年6月から49年5月までは、過年度納付や納付期限を遅れて現年度納付し  

ているものが、多数散見されるなど、定期的な納付が行われていない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



宮崎国民年金 事案41  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和37年3月から38年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和37年3月から38年3月まで   

申立期間当時、集金に来る納入組合の班長に、両親が私の税金、国民   

健康保険税及び国民年金保険料を一緒に納めていた記憶がある。納入組   

合加入者は全員納付していたはずであり、未納となっていることに納得   

できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間について、申立人の両親が国民年金保険料を納付していたこと  

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は国  

民年金保険料の納付に関与していないため、国民年金の加入状況、保険料  

の納付状況等が不明である。  

また、申立人は、納入組合加入者が全員納付していたはずと主張してい  

るが、当時、同じ国民年金保険料納入組合加入者の中で、納付状況を確認  

できた二人については、申立人と同様に申立期間についての保険料が未納  

となっており、昭和38年から納付済みとされている。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判   

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め  

ることはできない。   



沖縄国民年金 事案21  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和47年10月から50年3月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和25年生   

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   

昭和50年ごろ、  

昭和47年10月から50年3月まで  
きかのば  

A市役所で手続した際、20歳からの保険料を遡って納  

付することができると言われ、保険料を一括で納付した。納付額や納付期間  

Iま今となっては覚えていないが、確かに納付したので、未納とされているこ  

とに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が所持している国民年金手帳には、交付年月日が昭和53年2月2日   

と記載されており、申立人の国民年金↑の加入手続は、交付年月日直前の時  

期に行われたと推測され、手帳交付日時点で納付可能だった50年度から 52  

年度までの国民年金保険料は納付されていることが確認できるが、それより  
さかのば   

も遡った期間である申立期間については、時効により納付することはでき  

ない期間である。  

また、申立人は、別の国民年金手帳を所持しておらず、別の国民年金手帳が   

払い出されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たうない。  

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連   

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の国民年金の加入手続、  
あいまい   

保険料納付等についての記憶は曖昧である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること  

はできない。   



沖縄国民年金 事案22  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和52年1月から53年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認めるこ・とはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和23年生■  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和52年1月から53年3月まで   

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、昭和52年1月から53年3   

月については納付記録が確認できなかったとの回答をもらった。   

当時、市役所からの未納通知文書に基づき、市役所の窓口で、夫婦二人分   

の保険料（合計16～17万円）を納付しており、未納とされていることに納   

得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人については、周民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家   

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の妻の国民年金保険料も、申立期   

間については未納となっている。  

また、申立人が納付したと申し立てている国民年金保険料の金額は当時の保  
かいり   

険料額と大きく碑離している点、市役所で納付することができない過年度分も   

含めて市役所の窓口で国民年金保険料を一括納付したと申し立てている点な   

ど、申立人の申立内容には不自然な点が散見される。さらに、申立人は、国民   

健康保険に加入していたと申し立てているが、国民健康保険の加入歴が無いこ   

とが市役所で確認できる。  

加えて、申立人には、申立期間以外にも三つの期間で、合計7か月の未加入   

期間が存在する。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは   

できない。   



沖縄国民年金 事案23  

第1 委員会の結論  

申立人の昭和52年1月から53年3月までの国民年金保険料については、納   

付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和23年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和52年1月から53年3月まで  

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、昭和52年1月から53年3   

月については納付記録が確認できなかったとの回答をもらった。   

当時、市役所からの未納通知文書に基づき、市役所の窓口で、夫婦二人分  

の保険料（合計16～17万円）を納付しており、未納とされていることに納  

得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人については、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家   

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の夫の国民年金保険料も、申立期   

間については未納となっている。  

また、申立人が納付したと申し立てている国民年金保険料の金額は当時の保  
かいり   

険料額と大きく帝離している点、市役所で納付することができない過年度分も   

含めて市役所の窓口で国民年金保険料を一括納付したと申し立てている点な   

ど、申立人の申立内容には不自然な点が散見される。さらに、申立人は、国民   

健康保険に加入していたと申し立てているが、国民健康保険の加入歴が無いこ   

とを市役所で確認できる。  

加えて、申立人は、申立期間以外にも四つの期間で、合計17か月の未加入   

期間が存在する。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す   

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは   

できない。   



沖縄国民年金 事案24  

第1 委員会の結論  

申立人の、昭和36年4月から同年6月までの期間、36年12月から37年4  
月までの期間、37年6月、41年5月及び同年6月、44年1月から45年1月   

までの期間並びに45年5月から47年2月までの期間の国東年金保険料につい  

ては、納付していたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号 三  

生 年 月 日：昭和14年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：  ①
②
③
④
⑤
⑥
 
 

昭和36年・4月から 同年6月まで  

昭和36年12月から37年4月まで  

昭和37年  

昭和41年  

昭和44年  

昭和45年  

6月  

5月及び同年6月  

1月から45年1月まで  

5月から47年2月まで  

すべて納付してきた。  

A県B市役所において母親が納付して  

申立期間に係る国民年金保険料は、  

申立期間①から⑤までにつし）ては、  

いたはずであり、⑥については、C県D市役所において自分で納付した。特  

に、昭和44年1月は、交通事故後に通院していた時期で、諸手続を母親が  

行っており、国民健康保険の手続も母親がA県B市役所で行った。そのよう  

な場合は、市の国民健康保険係は国民年金係を案内するはずであり、国の決  

めたことは確実に履行する母なので、国民年金保険料も必ず納付していたは  

ずである。   

また、弟の国民年金保険料についても母親が納付していた。よって、申立  

期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資   

料（家計簿等）が無く、また、申立期間①昭和36年4月から同年6月までの   

期間、②昭和36年12月から37年4月までの期間、③昭和37年6月、④昭和   

41年5月及び同年6月並びに⑤昭和44年1月から45年1月までの期間につい   



ては、申立人自身は国民年金保険料の納付に関与しておらず、母親も既に死亡  

していることから、国民年金の加入手続の状況、保険料の納付状況等が不明で  

ある。   

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和47年3月に払い出されており、  

この時点では、申立期間①昭和36年4月から同年6月までの期間、②昭和36  

年12月から37年4月までの期間、③昭和37年6月、④昭和41年5月及び同  

年6月並びに⑤昭和44年1月から45年1月までの期間については、時効によ  

り納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ  

とをうかがわせる事情も見当たらない。   

さらに、申立期間⑥昭和45年5月から47年2月までの期間については、当  

時、申立人の夫は厚生年金保険に加入中であり、申立人の国民年金手帳記号番  
そきゆう  

号は47年3月に払い出されていることから、申立期間⑥について遡及して国  

民年金に任意加入することはできない。   

加えて、申立期間は、六つの期間で、合計46か月と長期に及んでいる。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは  

できない。   



厚生年金 事案80  

第1∴委員会の結論   

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生年 月 日 ： 昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和37年10月21日から45年3月20日までの冬期  
間（10月から3月まで）   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間について厚   

生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所からもら   

った。保険料控除の事実が確認できる在職期間の一部の源泉徴収票がある   

ので申立期間について被保険者であることを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人から提出のあった源泉徴収票において、昭和43年における社会保険  

料の控除は確認できるものの、申立期間の加入記録がある失業保険の保険料  

分を除いた当該控除額は、申立人の給与総顔に相当する当時の厚生年金保険  

及び健康保険の保険料額の10分の1程度であり、これらの保険料額として  

の妥当性がない。なお、失業保険の保険料分を除いた控除額は、日雇労働者  

健康保険の保険料額にほぼ一致する。  

また、社会保険庁の記録によると、申立人が勤務をしていたA社B支店で  

は、申立期間より前の昭和36年以降、申立人を含め、1年のうち6か月程  

度の被保険者期間を有する者の記録は見当たらず、当該事業所では、こうし  

た季節的業務に使用される者を厚生年金保険に加入させていなかったと考  

えられる。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た  

らない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



旭川厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

： 男  

： 昭和17年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 昭和38年1月1日から39年11月10日まで   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ∴A社kおいて昭   

和38年1月1日付けで資格を喪失している旨の回答があった。  

A社には昭和39年11月10日まで道路工事や団地工事などに従事し   

ており、厚生年金保険料を控除されていたはずなので、被保険者期間   

として認めてほしい。  

第3 

申立人や当時の同僚の証言から、申立人が、A社に勤務していたことは  

推認できるものの、申立期間において、厚生年金保険料を事業主たより給  

与から控除されていた事実を確認できる給与明細、源泉徴収票などの資料  

は無い。  

当該事業所は、社会保険庁の記録によると、昭和37年12月1日付けで  

厚生年金保険の適用事業所となったが、38年1月1日付けで全喪してお  

り、当時加入していたはかの13名の従業員も、全員同日付けで被保険者  

資格を喪失している。  

ざらに、同僚からの証言においても、当時の保険料控除等の事実をうか  

がわせる回答は得られない。  

昭和38年6月24日に健康保険証が返納されていることや従業員の証言  

等から、当該事業所は全喪以降も事業は継続していたことの可能性は否定  

できないものの、申立人の保険料控除を裏付ける関連資料等は得られなか  

った。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主   

により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



旭川厚生年金 事案4  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所■   

： 昭和7年生  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和28年5月1日から31年12月31日まで   

厚生年金保険被保険者の加入期間について照会したところ、A社に   

おいて昭和32年5月4日に資格を取得したこととされている。同社に   

は昭和28年5月から建築大工として勤務しており、申立期間について   

被保険者であることを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたA社は、昭和32年  

5月4日に厚生年金保険適用事業所となっており、申立人を含め同時期に   

入社した12名の従要員は、すべて同日の資格取得となっている。  

また、申立期間は、厚生年金保険の適用事業所になる以前であり、申立  

期間において、申立人がA社の従業員として厚生年金保険の被保険者とな  

ることはできない。  

さらに、申立期間について厚生年金保険料が事業主により給与から控除  

されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の関連資料は無い。  

加えて、申立人が申立期間において、A社に勤務していた事実を確認で  

きる人事記録等の資料や同僚等の証言も無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、   

申立人が、厚生年金保険の被保険者として、由立期間に係る厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



釧路厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間．について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

l料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：平成元年3月1日から同年4月12日まで   

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申   

立期間について厚生年金保険の加入記録が無いとの回答を得た。   

しかし、社会保険への加入を確認して入社することとしており、1か月   

間とはいえA社に勤務していたことは間違いないめで、申立期間について  

厚生年金保険被保険者であったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され  

ていたことを確認できる給与明細等の資料は無く、申立人に確認したところ、  

保険料控除についての具体的な記憶は無いとしている。  

また、申立人が申立期間において雇用保険に加入していた記録は無く、A  

社は既に全喪していることから、申立てに係る事実を確認できる関連資料及  

び周辺事情も見当たらない。  

さらに、社会保険庁の記録によれば、申立人は昭和62年1月15日から平  

成元年6月1日まで国民年金被保険者となっており、申立期間である平成元  

年3月分の国民年金保険料を納付していることが確認できる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事   

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



釧路厚生年金 事案4  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和44年6月6日から同年12月1日まで   

昭和42年8月から45年3月までA社に勤務していたが、申立期間の加   

入記録が無いとされた。日中は大学に通い、夜間の勤務であったが、継続   

して勤務していたことは間違いないので申立期間について厚生年金保険に   

加入していたことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

A社に照会したところ、申立期間中の厚生年金保険料の徴収については  

「無し」とし、「事情は不明だが昭和44年6月6日資格喪失後、再度44年   

12月1日に加入の手続を行ったようです。」との回答とともに2枚の厚生年  

金保険被保険者資格取得確認通知書の提出を受けた。その1枚目の資格取得  

年月日は昭和42年8月1日となっており、備考欄に44年6月6日の記載が  

あること、また、2枚目の資格取得年月日は44年12■月1日となっているこ  

とから、いったん資格を喪失し、再度、資格取得の届出が行われたことが確  

認できる 

このほか＼保険料控除に係る事実を確認できる関連資料（給与明細書、源  

泉徴収票等）及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事   

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



岩手厚生年金 事案5  

第1 委貞会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男 

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和16年生  

住  所′：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：ノ 昭和37年7月31日から同年8月1日まで   

私は、A社に昭和36年4月1日に入社して37年7月31日まで在職し   

たが、社会保険庁の記録では37年7月が厚生年金保険の未加入期間と亭   

れている。老齢基礎年金が満額より1か月分少ないとされたのは、納得が   

いかない。  

第3 委員会の判断の理由  

A社保有の「健康保険・厚生年金保険資格取得喪失名簿」の申立人の欄に  

は、昭和37年7月31日資格喪失と記載きれており、社会保険庁の記録と一  

致している上、申立人の前後に採用された者についても会社の名簿の記載と  

そご   社会保険庁の記録とに組靡はなかった。  
また、申立人は、事業主により給与から昭和37年7月分の厚生年金保険  

料を控除されていたかどうかを記憶しておらず、給与明細等、保険料控除の  
事実を確認できる資料も無い。  

このほか、当時の同僚等の証言も得られず、申立内容を確認できる関連資  
料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断   

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



埼玉厚生年金 事案12  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料   

を事業主により給与かち控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：大正12年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和59年4月2日から60年5月9日まで  

申立てに係る事業所は昭和59年4月に設立され、同時期に勃廟を開始し  

たが、厚生年金保険め加入が認められず、憤りを秘めつつも業務には積極的  

に対応した。 

び実績から、事業所設立当初にさかのぼって厚生年金保険の加入を認めてほ  

しい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立てに係る事業所が勤務開始当初は厚生年金保険の適用事業所   

ではなかったこと、厚生年金保険料を給与から控除されていなかったことを認  

識している。  

また、当該事業所の厚生年金保険の適用年月日は、．申立期間より後の昭和60   

年5月10日であり、当該事業所が保管する収支決算書においても、昭和59年   

度の社会保険料については、予算現頗及び支出済顔とも0円との記載が確認で  

きる。  

このほか、申立内容を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。  

これら申立内呑及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す為と、申   

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業   

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



埼玉厚生年金 事案13  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料   

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできなし）。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  ： 男  

基礎年金番号  

生年 月 日   ： 昭和13年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申立 期間  ：昭和55年1月から平成4年2月まで   

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、当時勃轟していた会社   

において、平成4年3月1日から8年8月25日までの期間については、厚   

生年金保険の加入記録があるが、申立期間については記録が無いことが判明   

した。当時の給与明細書を添付するので、申立期間においても被保険者であ   

ったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が提出した給与明細書を見ると、給与月は記載されているが年度が記  

載されておらず、記載されている各社会保険料控除額及び当時の保険料率から、  

厚生年金保険の加入記録がある平成4年3月1日から8年8月25日までの期  

間の一部における給与明細書であり、申立期間のものではないことが認められ  

る。  

また、事業主が保管する厚生年金保険被保険者資格の得喪に関する確認通知  

書には、社会保険庁の記録どおり、資格取得年月日は平成4年3月1日、資格  

喪失年月日は8年8月25日と記載されていることが確認できる。  

さらに、申立期間に係る雇用保険加入記録も確認できなかった。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  

これら申立内容及びこれまセ収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  
により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



埼玉厚生年金 事案15  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  男  

基礎年金番号  

生年 月 日  昭和14年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申立 期間  昭和34年10月14日から35年4月9日まで   

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について厚生   

年金保険の加入記録が無いことが判明した。申立期間の給与明細書は無いが、   

大手企業であったので、厚生年金保険に加入していないはずがない。申立期   

間において被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人から、給与明細書等の保険料控除を確認できる資料の提出が無く、申  

立人には保険料控除に関する記憶も無い。  

また、当該事業所に照会したところ、当該事業所が保存している当時の正社   

員を記載する社員台帳には、申立人の記録が無いことにより、申立人が臨時職   

員等の正社員とは異なる雇用形態であった可能性がある旨の回答があった。  

なお、当該事業所には、社員台帳以外に保管されている資料は無く、事業主   

が申立てどおりの厚生年金保険の資格の取得及び喪失の届出を行ったこと、及  

び給与から保険料が控除されたことを確認することができなかった。  

このほか申立内容をうかがわせる関連資料及び周辺事情は確認できない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主   

により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



茨城厚生年金 事案12  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和42年1D月から44年5月 

昭和42年10月から44年5月までA市のB社に勤務していた。当時の給   

与明細は無いが、社会保険料として1，520円から1，530円を引かれていた  

記憶がある。また、当時の役員や従業員の氏名も覚えており、当時事業所   

で撮影した写真もあることから、被保険者期間として認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が昭和42年10月から44年5月までB社に勤務していたことは、当該   

垂業所の厚生年金保険被保険者であった申立てにある同僚の証言から推認で  

きるが、給与明細等、保険料控除の事実を確認できる資料は無い。  

また、申立ての保険料から当時の標準報酬月額は2万8，00D円となるが、こ  

の金額は、同僚の標準報酬月額の倍以上の金額であり、同僚の中で最も給与  

が高かったと証言した者の標準報酬月額よりも更に高い金額となること、か  

つ、口頭意見陳述において証言された申立期間当時の給与額から厚生年金保  

険料を算出すると、申立ての社会保険料とならないことなど、申立人の主張  

には矛盾が認められる。  

さらに、雇用保険の加入履歴について調査した結果、申立人の記録は存在  

しなかった。  

これら収集した関係資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人が厚生   

年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与  

から控除されていたと認め．ることはできない。   



千葉厚生年金 事案6  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険保険料を  

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等 ′  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和9年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：① 昭和39年1月20日から同年2月26日まで  

② 昭和43年10月7日から同年12月7日まで   

船員手帳の雇入契約の記録のうち、申立期間の船員保険加入記録が無い   

ので二 申立期間について船員保険の被保険者期間であったことを認めてほ   

しい。  

第3 委員会の判断の理由  

船員手帳の雇人契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性を考慮し   

労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り組む前に行政庁が予めそ  

の労働条件の適法性等を確認するために設けている労働契約の公認制度であ  

り、必ずしも船員保険の加入期間と一致するものではない。  

また、申立人所持の船員手帳の雇入日及び雇止日の記載のある10か所のう  

ち、船員保険の資格取得日及び資格喪失日と一致するのは僅かに1か所であ  

り、雇入契約期間より船員保険の被保険者期間が1か月多い期間も存在する  

ことから、申立人所持の船員手帳記載の雇入日及び雇止日をもって、直ちに  

船員保険資格の取得及び喪失の根拠とすることはできない。  

さらに、船舶所有者が申立てどおりの被保険者資格の届出を行ったこと及   

び申立期間に係る保険料を申立人の給与から控除したことは確認できず、こ  

のほかに申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、   

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険保険料を事業主に  

より給与から控除されていたことを認めることはできない。   



千葉厚生年金 事案7  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  
料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：昭和13年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：平成元年5月9日から2年4月3日まで   

私のA株式会社での厚生年金保険の加入期間は、平成2年4月からの1   

か月間ではなく、公共職業安定所の記録にあるように雇用保険の被保険者   

となった元年5月9日に就職したはずである。申立期間当時の給与明細は   
無いが、給与から厚生年金保険料と健康保険料が控除されていたことを憶   

えており、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の平成元年5月9日から2年5月14日までの厚生年金基金及び健康  

保険の記録は未加入となっており、社会保険庁の厚生年金保険の加入記録と  

合致するものとなっている。  

また、当時、申立人が勤務していたA株式会社に残されていた、従業員ご  

との社会保険（厚生年金保険及び健康保険）及び雇用保険の加入状況を記録   

した帳簿の申立人の欄には、雇用保険にのみレ点が付され、社会保険は空欄  

となっており、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録とも一致する  しんぴょうせい  
ことから、当該帳簿の記録は信憑性が高いと認められる。  

さらに、申立人の妻の年金記録は、平成元年12月7日の社会保険事務所で  

の事務処理で同年3月9日に国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者  

へ種別変更が行われ、2年7月26日の処理では同年5月24日に再び第3号  

被保険者への種別変更が行われていることから、申立人及びその妻が、申立   

期間当時、申立人が厚生年金保険に加入していない状況を承知していたもの  

と推察される。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険   

料を事業主より控除されていたことを認めることはできない。   



千葉厚生年金 事案8  

第1 委員会の結論  

申立人は、申■立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金  

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな  

い。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和20年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和51年10月1日から53年4月20日まで   

社会保険庁の記録によると申立期間は厚生年金保険に加入せず、国   

民年金保険料を支払っていたことになっているが、A株式会社には申   

立期間を含む昭和48年9月1日から54年4月21日まで勤務してお   

り、途中退職していないので、申立期間の厚生年金保険の加入記録が   

無いことに納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、A株式会社に昭和48年9月1日から53年4月21日まで  

継続して勤務していたと主張しているが、雇用保険被保険者記録では、  

51年9月30日に離職票が発行され、53年4月21日に雇用保険被保険  

者資格を再取得しており、厚生年金保険の加入記録と合致している。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、B市の年金手帳記号番号払   

出簿によると、昭和51年10月に払い出されており、同年10月から53   

年3月までの国民年金保険料及び付加保険料も納付していることから、  

申立期間は国民年金の被保険者であったことが確認できる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す  

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金  

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで  

きない。   



東京厚生年金 事案38  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日；昭和21年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和50年9月1日から54年10月1日まで   

昭和50年9月からA株式会社に勤務していたが、社会保険庁の年金記録  

で†耳、54年10月1日から厚生年金保険に加入したことになっているD同僚   

の在職証明書もあるので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が勤務していたA株式会社の在籍証明書により、申立人が同社に勤務  

していたことは認められるが、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か  

ら控除されていた事実は確認できない。  

また、A株式会社に申立人の厚生年金保険の適用について照会したところ、   

正社員であれば資料が保存革れているはずであるが、申立人については資料も   

保存されていないことから、正社員ではなかったと考えられ、そのため、申立   

期間当時に給与から厚生年金保険料を控除していなかったと思われると証言  

している。  

さらに、雇用保険の資格取得日は、厚生年金保険の資格取得日である昭和  

54年10月1日と一致している。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると．、申   

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたと認めることはできない。   



東京厚生年金 事案39  

第1 委貞会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保倹者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間  昭和35年11月28日から36年11月28日まで   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間について厚生   

年金保険の加入記録が無い旨の回答を受けた。  

しかし、私は、昭和35年1月に父親から独立してA社に入社し、2年ぐ   

らい勤務していたはずである。35年11月に退職することは有り得ないので、   

申．立期間について被保険者であったことを認めてほしい。  

・■なお、関係資料は昭和47年12月の火災で焼失してしまったため、火災証   

明書を添付する。  

第3 委員会の判断の理由  
り  

申立人は、昭和47年12月に羅災して関係書類を焼失したとのことであり、  

申立期間に係る厚生年金保険料を事菓主により給与から控除されていた事実  

を確認できる給与明細書等の資料は無い。  

また、申立人は、「昭和35年1月に父親から独立し、同年同月、A社に入社  

し、2年ぐらい勤務していた記憶があるので、35年11月に退職することは有  

り得ず、退職は36年11月である」としているものの、社会保険事務所が保管  

する同社の被保険者名簿において、申立人の資格喪失日は35年11月28日で  

あることが確認でき、当該名簿に不自然さはみられない。  

このほか、A社は既に全喪しており、申立てに係る事実を確認できる関連資  

料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

より給与から控除されていたことを認めることはできない。   



東京厚生年金 事案40  

第1・委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：大正10年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和18年9月から21年6月まで   

昭和18年9月から21年6月まで、A株式会社に効率して、19ヰ8月か   

らは国策として海外に赴いたが、旧令共済組合にも厚生年金保険にも加入記   
録が無いのは納得できない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が提出した在留証明書、帰還届等により、申立人がA株式会社に勤務  

していたことは認められるが、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か   

ら控除されていた事実は確認できない。  

また、申立人が勤務していた所在地では、A株式会社は厚生年金保険の適用  

事業所ではなく、国内の鱒かの所在地にある適用事業所の同社B工場及び同社  

C工場について、社会保険庁が作成した健康保険厚生年金保険被保険者名簿を   

確認したが、申立人の記載は無かった。  

さらに、A株式会社は、既に全喪しており、また、同僚等についての記憶も  

ないことから、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたと認めることはできない。   



東京厚生年金 事案41  

第1 委員会の結論  

申立人広申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏 名 ：男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ：昭和9年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和30年代の5年間から6年間   

昭和30年代の5年間から6年間ぐらい、A地区にあったB社に勤務し、  

厚生年金保険に入っていた。この期間について、厚生年金保険被保険者記録   

を確認したところ、加入記録が無いとの回答であった。申立期間について、   

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の勤務先の立地等についての具体的な証言等があったことから、申立   

人が申立てに係る事業所に勤務していたことは推認できる。  

しかしながら、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて   

いた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の記憶も明確でない。  

また、申立人が勤務していたとするB社は、社会保険庁の記録では確認でき   

ず、当該事業所は、厚生年金保険の適用事業所となっていなかったと考えられ  

る。  

さらに、雇用保険被保険者資格についても、B社の雇用保険適用事業として   

の確認ができなかった。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情等は見当た  

らない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主   

により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



東京厚生年金 事案42  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料   

を事業主により給与から控除され七いたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日：昭和22年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和44年3月23日から46年7月10日まで▼   

厚生年金保険の加入期間について照会し左ところ、申立期間について厚生   

年金保険の加入記録が無い旨の回答を受けた。  

しかし、私は、昭和44年3月に自衛隊を退官し、同年4月から通うこと   

になっていた夜間学校の学費を稼ぐために仕事を探し、自衛隊の先輩から紹   

介されたA社に正社員．の事務職として入社した。そして、退職まで厚生年金   

保険被保険者となっていたはずなので、申立期間について被保険者であった   

ことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間においてA社に勤務し、厚生年金保険被保険者であうた  

と主張しているが、社会保険事務所が保管する同社の被保険者名簿には、申立  

人の氏名は見当たらないとともに、厚生年金基金から、．申立人は同基金に加入  

していない旨の回答を得ている。   

また、健康保険組合では、当時の記録は既に廃棄されているとしており、同  

組合の被保険者であったかどうかの確認ができない。  

さらl；、雇用保険の記録においても申立人の加入を確認できない。  

一方、申立人を同社に紹介した自衛隊の先輩は他界しており、また、A社に   

は、当時の関係資料が残っておらず、1人だけ残フている当時からの在籍社員  

は申立人のことを覚えていないほか、申立人は、同社に在籍していた同僚の名   

前を思い出せないとしている。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  

なお、A社によれば、昭和28年4月から現在まで適用事業所であり、年金   



を受給している退職者も多いが、年金記録に関する照会は全く無く、給料から  

控除した保険料は確実に納付したはずであるとしている。   

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期  

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め  

ることはできない。   



東京厚生年金 事案43  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和8年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期間：①昭和59年4月から63年12月まで  

②平成元年1月から同年12月まで 

（∋昭和59年4月にA社を設立し、従業員も数名雇っていた。当時、社会  

保険事務所の方が保険料の徴収に来られたことを記憶している？一部上場企  

業と連携し事業を行っていたので社会保険に加入すらしていなかったとは   

考えられない。   

②昭和63年いっぱいでA社を休業し、その後、都内のB社に一年はど勤   

めたので被保険者期間として認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁の記録によると、①の申立期間も含め、申立人が設立したA社が、   

厚生年金保険の適用事業所であったとする記録は無い。  

また、申立人が保存している昭和62年10月31日提出の確定申告書に添付  

されている試算表によると、保険料として記載されている金額は、当時の厚生   

年金保険料を含めた社会保険料の総額の半分以下であり、申立人が昭和59年  

8月から加入していた国民健康保険組合の保険料顔とおおむね一致している  

ことから、当該申告書における保険料控除の事実をもって、厚生年金保険料が  

給与から控除されていたとは認められない。  

さらに、申立人は、申立期臥社会保険事務所の徴収職員が会社を訪れ考と   

述べているが、その後、申立期間以外に事業を行っていた期間でめったかもし  
あい重い  

れないと訂正していることから、申立人の主張は曖昧である。  

加えて、申立人は、申立期間の一部について、国民健康保険に加入していた  

事実が確認できる。   



②の申立期間については、申立人が、派遣会社から派遣されていたと主張し  

ていることや、派遣先（B社）の事業主が作業請負として契約していたと証言  

していること及び派遣先における申立人の雇用保険の加入記録は存在してい  

ないことなどから、派遣先において雇用関係があったことをうかがわせる事情  

は見当たらない。   

また、申立人は、当時の仕事の連絡先やスケジュールを記録した手帳を保存  

しており、その内容は具体的であり信用できる。しかし、同手帳ではB社を平  

成2年8月13日に退職したものと記載されており、申立期間と相違している。  

一方、社会保険庁の記録によると、申立人は、平成2年1月以降国民年金保険  

料を納付していることが確認できることから、仮に手帳記載の期間、B社に勤  

務していたとすると、同社において厚生年金保険の被保険者とはならず、厚生  

年金保険料を控除されていなかったことを認識していたものと考えられる。   

さらに、申立期間、厚生年金保険料を事業主により控除されていたことをう  

かがわせる事情も見当たらない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

より給与から控除されていたと認めることはできない。   



東京厚生年金 事案44  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料   

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和5年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和19年4月から20年6月まで   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、昭和19年4月から20   

年6月ごろまでの加入期間について、申出の所在地における事業所では厚生   

年金保険の加入記録が無い旨の回答を社会保険事務所からもらった。A社は   

B区に所在しており戦災で焼失する20年6月ごろまで確かに勤務していた   

ので被保険者であったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の勤務していたA社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和  

22年11月30日であり、申立人は申立期間について同社の従業員として厚生  

年金保険の被保険者となることはできない。  

また、申立人には申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控  

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、厚生年金保険料の  

控除に関する確かな記憶も無い。  

さらに、A社の被保険者名簿によると、申立人が記憶していた当時の上司は  

昭和22年11月30日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認  

できる。  

なお、A．社は関係資料を戦災で焼失していることから、このほかに、申立内   

容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連賃料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



東京厚生年金 事案45  

第1委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料   
を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和31年3月15日から同年12月1日まで   

中学校を卒業した由和31年3如こA農業協同組合のパン工場と牛乳工場   

がオープンし先輩と共に採用された。   

給料から厚生年金保険料が控除されていたか覚えていないが、先輩の詣で  

は、A農業協同組合は昭和28年から厚生年金保険に加入していたとのこと  

なので、厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人と一緒に勤務した先輩は、A農業協同組合での厚生年金保険被保険者   

期間について特に問題は無かったものとし既に脱退一時金を受給している。一   

方、A農業協同組合の新規適用時期について、社会保険庁の事業所情報では昭   

和18年4月1日となっている事を昭和28年と申立人に伝えたのは友人からの   

伝聞であると証言している。  

また、申立人の厚生年金保険番号払出簿及び厚生年金保険被保険者名簿を確   

認したところ、申立人とその先輩は連番で昭和31年12月1日に被保険者資格   

を取得していることが記録されており、この時期にA農業協同組合が申立人と   

先輩を厚生年金保険に加入させたことが推定できる。  

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていた事実   

を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人は厚生年金保険料の控除に関   

する記憶が無い。  
このほか、申立人に係る資料は保存期間の終了等によりA農業協同組合には   

保管されていないことから、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見  

当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険硬保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  
により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



神奈川厚生年金 事案8  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者となることができ  

ない期間であったことから、厚生年金保険の被保険者であったと認めること  

はできない。  

第・2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和6年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期周・：昭和19年8月から28年3月まで   

初めて厚生年金保険被保険者の資格を取得したのは昭和20年5月9日と   

されているが、旧制中学生だった13歳当時（昭和19年8月～20年3月）、   

学徒動員により、A社B工場に勤務していたので、申立期間も被保険者期   

間として認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、学徒動員としてA社B享場に勤務していたことを鮮明に記憶し  
あいまい  

ているが、厚生年金保険料の控除については、記憶が曖昧である。  

また、労働者年金保険法施行令（昭和16年勅令第1250号）第10条第3号  

及び厚生省告示第50号（昭和19年）により、学徒動員については厚生年金  

保険の被保険者から除外される取扱いとなっている。  

さらに、社会保険事務所が保管する申立人が当時働いていたとする事業所  

の厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の氏名は記載されておらず、その上、  

申立人の同僚についても、社会保険庁の記録では、申立期間にA社における   

厚生年金保険被保険者記録が無いことが判明している。  

加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた  

事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申   

立期間は厚生年金保険の被保険者となることができない期間であったことか  

ら、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。   



神奈川厚生年金 事案9  

第1委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和6年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和28年3月11日から29年4月ごろまで   

昭和20年から父親が経営していた鉄工所に働き始め、29年4月ごろに   

他県の姉のところに来るまで働いていた。当時、個人経営であったが昭和  

28年3月11日から厚生年金保険の適用事業所になっており、従業員は28  

年3月11日からの厚生年金加入記録となっているので自分も加入していた   

はずである。申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の同僚の証言によれば、申立人が当該事業所に勤務していたことは  

認められるが、申立人が、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され  

ていた事実が確認できる給与明細書等の資料が無い。  

また、申立人の兄も申立期間において、当該事業所に勤務していたと■の主   

張であるが、社会保険庁の記録では、当該事業所に創ナる健康保険厚竺年金  

保険被保険者名簿に申立人及び申立人の兄の記載は無く、整理番号の欠番も  

無い。  

さらに、当時、申立人が勤務していたとする事業所は、個人事業所であり、  

申立人の父親が事業主のため、使用関係が明らかでないことにより、厚生年  

金保険法第九条に規定する被保険者となることはできなかったと推認できる。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た  

らない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関係資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事   

業主によ 



神奈川厚生年金 事案10   

第1委員会の結論  
申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：女  
基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和12年生  
住  所：  

2 申立内容の要旨  

申立期間：昭和37年8月ごろから38年12月未どろまで  
社会保険庁の記録では、昭和37年8月ごろから38年12月未ごろまで厚  

生年金保険の加入期間が無い旨の回答であった。当時、A医院（個人開業  

医）に勤務しており社会保険があり健康保険証をもらった記憶があるので、  

申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立人が勤務していたA医院は、昭和38年5月1日よりB県医療従事者健   

康保険組合に加入していたことは確認でき、申立てのとおり健康保険には加   

入していたことは推認セきるが、申立期間について、申立人は、厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等  
あい重い  

を保管しておらず、申立人の厚生年金保険料控除の記憶も曖昧である。A医  

院も平成15年に廃院し、院長も既に亡くなっていることから、申立期間に係  

る厚生年金保険料が控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺事情は  

無い。  

また、社会保険庁の記録によると、A医院が厚生年金保険の適用事業所と  

なったのは昭和4－0年10月1日であり、申立期間当時は厚生年金保険の適用   

事業所となっていないことが確認できる。  

さらに、申立期間に勤務していた同僚については、国民年金に加入し、保  

険料を納付していたことが確認でき、A医院が厚生年金保険の適用事業所と  

なった昭和40年10月1日において、厚生年金保険への切替えの手続が適切  

に行われていることが確認できる。  

これら申立内容及びこれまで収集した関係資料、周辺事情を総合的に判断   

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



新潟厚生年金 事案2  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和18年から19年まで   

昭和18年の何月から19年の何月までかは忘れたが、A県の辞令をもらし）、   

B市にあったC事務所で、県職員と一緒に勤務していた。勤務したときに共   

済組合というカードをもらった。勤務していたのは間違いないので申立期間   

の記録を訂正してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間に勤務していた事業所名称、事業所の所在地、仕事の内  

容、同僚の氏名を鮮明に記憶していることから、C事務所に勤務していたこと  

は推認できる。  

ただし、女子に厚生年金保険制度が適用されるようになったのは、昭和19年   

10月1日からであるが、申立人がC事務所に勤務したとする申立期間は、昭和   

19年8月14日以前であることから、厚生年金保険適用前の期間であることは明  

らかであり、厚生年金保険の被保険者となり得ない。  

また、申立てに係る事業所の次に勤務したD社には昭和19年8月15 日から  

勤務し、厚生年金保険・制度が女子に適用されることになった同年10月1日から  

厚生年金保険の被保険者になっている。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す  

ると、申立人が申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを認め  

ることはできない。   



新潟厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和■16年3月5日から21年6月5日まで   

申立期間のうち昭和16年3月から19年2月までA市のB社に研究員と   

して勤務していた。その後、19年3月に軍事招集され軍事休職により北   

支（中国東北部）に派遣され、21年5月に復員し、同年6月にB社を退   

職した∴  

同僚と一緒の写真もあるし、勤務していたことは間違いないので申立期   

間について厚生年金被保険者であったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

厚生年金保険の前身である労働者年金保険への加入が開始されたのは」昭  

和17年6月1日であり、申立人の申立期間のうち昭和16年3月から17年  

5月までの期間は年金制度発足前の期間である。  

また、昭和17年6月から19年2月までの期間については、労働者年金保  

険法が適用されるものの労働者年金保険の被保険者として加入できる者は、  

工場等に勤務する「筋肉労働者」であったため、研究員として勤務していた  

申立人は、労働者年金保険の被保険者として加入できなかった。  

さらに、昭和19年3月5日から20年10月までの期間は、招集命令によ  

り北支（現在の中国東北部）に派遣され、終戦時外地事業所勤務の軍事休職  

となっているため、厚生年金保険法が適用されず、また厚生年金保険法が適  

用される区域は、現在の日本国内であり、北支等外地に勤務した期間は厚生  
年金保険法が適用されなかった。  

このほか、昭和21年5月 20 日に復員帰国し、翌月会社退職した昭和21  

年6月5日までの期間について就労した事実、保険料控除の事実を確認でき  

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。   



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を  

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



長野厚生年金 事案4  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認め．ることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生  

住  所 ：  

2・申立内容の要旨  

申 立期 間 ： 昭和19年10月から22年3月まで   

昭和19年4月から半年間A社に勤めた後、すぐにB社に転職して人   

事課で仕事をしていた。21年3月に同社工場長室裏で職場の同僚と撮  

影した写真しかないが、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ   
ったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、最初に就職したA社に半年間勤めた後、昭和19年10月から  

B社に転職したと申し立てているが、社会保険事務所が保管するA社の   

「健康保険厚生年金保険被保険者名薄」によって、同年11月から20年1  

月までA社において厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる。  

また、社会保険事務所が保管するB社の「健康保険厚生年金保険被保険   

者名簿」（申立期間を含む資格取得年月日が昭和1声年4月1日から22年   

12月25日の者約2．000名嶺が掲載）には申立人の氏名は掲載されていな  

い。  

さらに、申立人から勤務していたことの唯一の証拠として「人事掛職員  

一同のスナップ写真」の提出があるが、申立人は職員のフルネームまでは  

記憶しておらず、当時一緒に勤務していた職員を特定できたとしても 50  

年以上も前のことであ．ることから、雇用形態が不明確で、かつ、申立人が  

B社に勤務していた正確な期間を特定することは困難である。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生  

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな  

い。   



愛知厚生年金 事案1  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和4年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和20年4月1日から同年8月15日まで   

A校在学中に学徒動員として、B社に勤務し、そのまま卒業を迎えた。同   

社からの勧めで昭和20年4月から終戦までは正社員として勤務した。当時   

の上司の名前も覚えており、働いていたのは事実であるので、申立期間につ   

いて被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が勤務したB社は、申立人の主張のとおり、申立期間と重なる時期に   

学徒勤労出動工場であったことや、申立人と一緒に勤務していたとする上司の  

名前が、社会保険事務所の被保険者名簿で複数名確認できることから、申立人  

が当該事業所に勤務していたことは認められるが、同名簿に申立人の名前が見  

当たらない。  

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控   

除されていたかを記憶しておらず、保険料を控除されていたことが確認できる  

給与明細書等の資料も無い。  

このはか、B社に申立期間に係る人事記録等は残存しておらず、申立てに係  

る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険   

料を事業主にょり給与から控除されていたことを認めることはできない。   



岐阜厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生年 月 日 ：昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 昭和43年8月1日から同年11片30日まで  

② 

A社における厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、昭和43年12  

月1日資格取得、44年8月6日資格喪失となっているが、43年8月1日か   

ら44年8月31日まで定時制高校に通学しながら勤務しており、その間、厚   

生年金保険に加入していたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、当時、親元を離れ定時制高校に通学しながら勤務しており、金銭  

的な余裕が無いこともあり、B社からA社へ転職する際及びA社からC社へ転  

職する際も、給料が欠けることがないように切れ間なく勤務していたと述べて  

いる。  

しかし、申立人は、A社における厚生年金保険被保険者資格取得日前である   

昭和43年11月24日の社員旅行の写真を所持しており、当時の同僚の証言か  

らも、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは推記されるが、給  

与明細書等、厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料は無  

く、申立人には厚生年金保険料を控除されていた記憶も無い。  

また、A社は昭和51年9月11日に厚生年金保険から離脱しており、申立て  

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



静岡厚生年金 事案11  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間：昭和44年4月1日から45年4月1日まで  

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申   

立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。   

当時の記憶は無いが、加入が義務付けられていたのなら加入していたと思  

うので調査してはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間に係る給与明細等、厚生年金保険料が控除されていたことが確認  

できる資料は無く、申立人は厚生年金保険料の控除の有無について記憶が無  

い。  

また、申立てに係る事業所は、厚生年金保険の適用事業所として見当たら  

ず、申立人は、事業主の氏名を記憶しているが、事業主についても同事業所  

における加入記録は確認できない。  

さらに、申立てに係る事業所における雇用保険の加入記録も確認できない。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たら  

ない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



三重厚生年金 事案8  

第1 委員会の結論  

申立人時、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生  

住  所：  

2．申立内容の要旨  

申 立期 間：昭和34年10月1日から35年11月1日まで 

A社に勤務していた期間について、厚生年金保険被保険者記録を確認し   

たところ、申立期間について加入記録が無いとの回答があった。  

しかし、私は、A社に昭和34年4月1日に入社し、約6か月の試用期間が   

あったが、少なくとも同年10月1日からは厚生年金保険に加入していたは   

ずであるので、申立期間が厚生年金保険の被保険者であったことを認めて   

ほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、A社における労働者名簿により、昭和34年4月1日から36年1  

月 26 日までの期間は同社に勤務していた事実が確認できるが、申立人が厚生  

年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明  

細書等の資料は無い。  

また、申立人は、申立期間当時に同社から健康保険証の交付を受けたかどう  

か、及び厚生年金保険料を給与から控除されていたかどうかの記憶が明■白では  

ない。  

さらに、申立人の雇用保険の加入については、資料が確認できないため不明  

であり、申立期間における健康保険の加入記録についてはヲ無し）。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、   

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業  

主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



三重厚生年金 事案9   

第1委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和7年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 昭和21年12月から24年3月まで  
② 昭和25年1月から28年10月まで  

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間①、②につ  
いて厚生年金保険に加入していた記録が無い旨の回答をもらった。A事業  

所には昭和21年から就労している。同社の発行した「就労証明書」を添  

付するので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。   

第3 委員会の判断の理由  

申立期間①及び（∋について、申立人が提出した資料から、申立人は、申立  

期間中、A事業所に勤務していたことは確認できるが、申立人が厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細等の  
資料は無い。  

また、当・該事業所に照会した結果、伊勢湾台風（昭和34年9月）以前の  

資料はなくなっているので提供できないと回答しており、申立人の申立期間  
に係る厚生年金保険料が事業主から控除されていることを確認できる関連資  
料、周辺事情は無い。  

さらに、申立期間②について、当該事業所は、事業所記号番号払出薄から、  
昭和25年1月に厚生年金保険の未適用事業所に移行しているため、申立人は、  

当該事業所の従業員として厚生年金保険の被保険者となることはできない。  
このほか、申立期間①、②ともに、申立てに係る事実を確認できる関連資   

料、周辺事情Iま見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  
申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業  
主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



三重厚生年金 事案10  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月．日 ： 昭和15年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和32年（何月かは不明）から35年5月まで   

私は、申立期間についてA事業所に勤務していたが、社会保険事務所へ   

期間照会をしたところ、「該当事業所は見当たりません。」との回答を受   

けた。  

しっかりとした事業所だったことから社会保険を適用していなかったこ   

とは考えられないので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてはし   

い。  

第3 委員会の判断の理由  

A事業所に照会した結果から、申立人は申立期間の一部について当該事業  

所に勤務していた事実は認められる。  

しかし、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなく、申立期間に係  

る厚生年金保険料が事業主から控除されていた事実を確認できる給与明細等  

は無い。  

また、当該事業所は、従業員5人未満である個人事業所（いわゆる非適用  

事業所）のため、厚生年金保険の加入は任意となり、厚生年金保険に加入す  

るためには、従業員の半数以上の同意を得て任意適用事業所の申請を行い認  

可されることが必要であるが、当該事業所はこれを行っていない。したがっ   

て、申立期間において、申立人が、当該事業所の従業員として厚生年金保険  

の被保険者となることはできない。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たら  

ない。  

これら申立内容及びこれ塵で収集した関連費料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業  

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



三重厚生年金 事案11  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について厚生年金被保険者として厚生年金保険料を事   

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

．1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ： 昭和9年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期 間：昭和27年1月から32年12月まで   

A社に入社した昭和27年に手術をした。その時に健康保険に加入してい   

て良かったと喜んだことを記憶している。申立期間当時は健康保険に加入   

していたのに厚生年金保険に加入していなかったとされたのは納得できな   

い。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁が保管する事業所記号番号払出薄から、A社は、昭和33年1月   

1日に初めて厚生年金保険の適用事業所となったことが確認でき、申立期間  

は、同社が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間であるため、申立人は、  

申立期間について、同社の従業員として厚生年金保険の被保険者となること  

はできない。  

また、A社の事業主及び同僚は、昭和33年1月1日付で厚生年金保険の資   

格を取得していることが健康保険・厚生年金保険被保険者名簿から確認でき  

る。  

さらに、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主に   

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細等の資料は無い。  

加えて、申立人か勤務したと申し立てているA社も、昭和50年5月に全喪  

していることから、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主から控除されて   

いたことを確認できる関連資料は無く、申立人が主張してしiる健康保険への  

加入についても、申立人の記憶以外にこれを確認できる資料は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を  

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



大阪厚生年金 事案13  

第1委員会の時論  

申立人は、申立期間について，厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生年月 日：昭和12年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申立期間：昭和28年5月から39年9月30日まで   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ，申立期間について厚生  

年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらった。当該期間について  

は、A社に勤務し、その時年金カードをもらった覚えがあり、被保険者期間   

の記録が無いのは納得いかないので、調べてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が在職していたとするA社は、申立期間当時、申立ての住所た所在  

し、役員の氏名は申立てと一致するとともに、会社の業務は申立人が申し立  

てている仕事内容と符合することが法人登記簿により確認できる。  

A社が厚生年金保険適用事業所となるべきであったか否かは必ずしも明ら   

かでlまないが、同社の取締役2名は、申立期間のうち昭和36年4月以降国民   

年金に加入し、保険料も納付していることが年金記録上明らかである。  

また、申立人についても、申立期間のうち昭和36年4月から39年9月ま  

での期間は国民年金に加入しており保険料も納付済みとなっている。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険   

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて  

いたことを認めることはできない。   



福井厚生年金 事案17   

第1委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   明治41年生．  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和17年6月1日から28年1月5日まで  

昭和10年12月からA事業所に勤務していたが、社会保険庁の年金記録  

では、厚生年金保険の前身である労働者年金保険制度が発足した17年6月  

から28年1月まで厚生年金保険の加入記録が無かった。  

昭和18年ごろに兵役で外地に渡り21年6月に復員したが、この間も会  

社に籍を残しており関連資料でも在籍していたことは明らかであるので、  

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてはしい。   

第3 委員会の判断の理由  

A事業所から入手した役員名簿等によって、申立人は、申立期間において  

当該事業所に勤務していたと認められるが、給与明細書など厚生年金保険料  

控除の事実を確認できる資料は全く無い。  
また、申立人は、申立期間においてA事業所の役員を歴任しているため、  

昭和17年6月からの労働者年金保険、19年10月からの厚生年金保険への加  

入については、厚生労働省（当時の厚生省）保険局長通達（保発第74号）に  

基づいて「被保険者となる者」の確固が拡大された24年7月28日までは被   

保険者資格が無かったものと思われる。さらに、社会保険庁が保有する健康  

保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人は、昭和28年1月5日に資格取   

得、43年12月1日に資格喪失と記録されており、申立期間における申立人  

の記載は無い。  

加えて、A事業所における当時の役員の厚生年金保険への加入状況をみる  

と、同事業所は合併を行った事業所であるが、申立人が所属していなかった  

B事業所出身の役員は、昭和24年11月に資格取得していることが確認でき   

るが、申立人が所属していた事業所出身の役員は、申立人よりも加入時期が  

遅いことが確認できる。   



なお、申立てに係るA事業所においては、昭和23年6月に発生した福井  

地震の被災や事業所移転などから、当時の人事、給与及び保険関係の書類が  

全く残されていない。   

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



福井厚生年金 事案18  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険   

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1申立人の氏名等  

氏  ．名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和12年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和31年7月ごろから32年4月ごろまで   

昭和31年3月に高校を卒業してアルバイト等を数か所で勤めた後、同年   

7月ごろから32年4月未ごろまで姉が勤務していたA事業所i；自動車運搬   

の助手として働いていたが、社会保険庁の年金記録では、全期間の加入記   

録が無かった。  

A事業所で働いていた姉は厚生年金保険の加入記録があり、私の加入記   

録が無いのは納得できないので、記録を訂正してほしい  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の妬の証言等から、申立人がA事業所で自動車運搬の助手として勤   

務していた可能性は高いが、給与明細書など厚生年金保険料控除の事実を確  

認できる資料は全く無い。一方、加入記録が残されている申立人の姉は事業  

所内での作業に従事しており、申立人と異なる業務であったことが認められ  

る。  

また、申立人は、昭和31年7月ごろからA事業所で勤務したと主張して  

いるが、申立人の姉は、「申立人は31年秋ごろからの勤務であった」と証言  

しており、勤務していた期間が不明確である。  

さらに、A事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の記  

載は無く、申立期間における欠番も無い。  

加えて、A事業所は、既に全喪しており、当時の人事、給与関係の書類が   

全く残されておらず、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情  

は見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、   

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業  

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



福井厚生年金 事案19  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金番号：  

生年 月 日 ：昭和19年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：昭和34年3月27日から35年3月1日まで   

厚生年金保険の裁定請求の際、無いと思っていたA社における厚生年金  

保険加入期間があることを知り、昭和35年3月1日から36年4月1日章  

での厚生年金保険の加入記録が訂正された。   

しかし、A社への入社は、昭和34年3月27日ごろに、中学校の先生及  

び公共職業安定所の職員に引率されての集団就職であったので、当該期間  

の記録を訂正してほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が、申立期間にA社に勤務していたことは、当時、同社の寮で居住  

していたとの申立人の申立内容を戸籍の附票から確認できること等から認め  

られるものの、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて  

いた事実を確認できる給与明細書、給与所得の源泉徴収票などの資料は無い。  

また、A社（B社に名称変更）は、平成17年7月1日に全喪しており、元事  

業主は、「担当の社会保険労務士は既に死亡し、申立人の名前や申立期間当  

時のことが分かる資料は無く、当時の慣習についても分からない」と述べて  

いるなど、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  
さらに、申立人と同期に入社したほかの7人も申立人と同じ昭和35年3月   

1日に資格取得しており、A社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい  

て申立期間中に欠番が無いことが確認できる。  
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料  
を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



福井厚生年金 事案20  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第四種被保険者として第四種  

被保険者保険料を納付していたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：昭和16年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和61年3月1日から平成3年2月22日まで  

昭和61年3月から平成3年2月にかけて、妻が厚生年金保険第四種被   

保険者として継続して第四種被保険者保険料を納付していたが、私も同じ   

第四種被保険者として、二人分の同保険料を支払っていたので、申立期間   

の記録を訂正してはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人の妻が厚生年金保険第四種被保険者の資格を取得した昭和61年3月   

1日の時点において、申立人の厚生年金保険被保険者期間は312か月、申立  

人の妻の厚生年金保険被保険者期間は178か月であり、この当時、申立人は、  

厚生年金保険法（旧法第15条）の規定に基づく老齢年金を受けるために必要   

な被保険者期間の20年（240か月）に既に達していたことから、第四種被保  

険者の資格を取得することができず、第四種被保険者保険料を納めることは  

できない。  

また、申立人は、申立期間に第四種被保険者保険料を支払っていたとする  

事実を証明するための領収書等を有していない。  

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判  

断すると、申立人が厚生年金保険第四種被保険者として申立期間に係る第四  

種被保険者保険料を納付していたことを認めることはできない。   



京都厚生年金事案9  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。．。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏・   名 ： 女  

基礎年金番号：  

生年 月 日 ：昭和29年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立期 間  ：① 昭和51年11月30日から51年12月1日まで  

② 昭和59年3月31日から59年4月1日まで   

私の記憶では、A社及びB社ともに月末まで勤務していた。したが  

って、厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、前者が昭和51年12月  

1日、後者が59年4月1日となっていなければならない。両事業所に  

おける厚生年金保険被保険者の資格喪失日を、月末から翌月1日に記  

録を訂正して欲しい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間に係る各事業主に照会したところ、申立期間①については、申  

立入自筆の昭和51年11月29日付け結婚退社の退職瞑及び11月30日を  

資格喪失日とした厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書、申立期間②   
についても3月30日に退職したことによる3月31日を資格喪失自とした  

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書が確認された。また、両事業所  

とも、申立期間に係る厚生年金保険料は、翌月控除であり、申立期間に係  

る保険料は控除しなかうたとしている。  

このほか、申立人も保険料控除については、記憶が定かではなく、申立   

内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらなしゝ。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



和歌山厚生年金 事案3  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

（  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日 ：大正15年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：① 昭和26年10月から29年1月まで  

② 昭和29年3月から√30年10月まで  

昭和26年10月に事業所へ入社し、30年川月まで勤務していたが、社   

会保険事務所からの記録照会結果では、昭和29年2月1日から同年2月   

28日までの1か月の加入との回答があった。入社してから退職まで休むこ   

ともなく勤務してきたものであり、申立期間が厚生年金保険の被保険者と   
なっていないことに納得ができない。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間のうち、（D昭和26年10月から29年1月までの期間に  

ついて、26年10月に申立てに係る事業所へ入社し、厚生年金保険料を事業  

主より給与から控除されていたと主張しているが、社会保険庁の記録では、  

事業所は昭和29年2月1日に新規適用となっており、従業員全員が厚生年金  

保険料を徴収されていない上、当時の事業所の役員、会計担当者及び同僚か  

らも厚生年金保険料を控除されていたとする証言が得られず、事業主による  

給与からの控除が確認できる資料等も無い。  

また、申立期間のうち、②昭和29年3月から30年10月までの期間につい  

て、申立人の記憶する同僚の氏名及び同僚の証言により、申立人は同社に勤  

務していたと推認されるが、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か  

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書などの資料が無い。  

さらに、申立人の申立期間にかかる同社での雇用保険の加入記録は確認で  

きない。  

加えて、当該事業所は既に全喪しており、当時の役員及び会計担当者から  

の証言も得ることができず、申立てにかかる事実を確認できる関連資料及び  

周辺事情は見当たらない。   



・これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間にかかる厚生年金保険料を  

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできないこ   



島相厚生年金 事案7  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金  

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな  

い。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 女  

基礎年金番号   

年月昭和15年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和34年4月1日から35年3月31日まで   

昭和34年4月から35年3月末まで、A事業所に勤務し、常勤で朝   

から晩まで勤務していたことから厚生年金保険の被保険者期間とし   

て認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事  

実を確認できる給与明細書等の資料は無い。  

また、同事業所の合併先である現存の事業所に照会したところ、申立  

人の当時の勤務状況や保険料控除状況について資料が保存されていな  

いこと、及び当時の事情を知る者がいないことから不明としており、申   

立期間に同事業所に勤務していた事奏も確認することができない。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す  

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき  

ない。   



山口厚生年金 事案5  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等  

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  
基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和3年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和22年5月から29年10月まで  

A市に住んでいた昭和22年5月から29年10月まで、駐留軍で将校   

のハウスボーイ、バーテンダーとして勤めた。B渉外労務管理事務所   

を通しての雇用だったと思っているので、申立期間について厚生年金   

保険の被保険者であったことを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を  

確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の保険料控除に関する記憶  

も無い。  

また、申立人の職種から判断される事業の業態から社会保険庁の任意適  

用事業を調査したが、該当事業所を確認することはできなかった。  

さらに、駐留軍等労働者管理機構C支部より、当時の状況として、ハウ  

スボーイ等に係る契約は個人契約でありこ 渉外労務管理事務所が介入する  

ことはほとんど無かった旨の回答が得られた。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者と・して申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主から控除されていたことを認めることはできない。   



，山口厚生年金 事案6  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間にブいて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

，氏  名 ：男  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和19年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和37年3月から同年12月まで   

昭和37年3月に鉄道管理事務所に臨時職貞として採用され、昭和38  

年1月に正職員となり、平成9年4月まで勤務した。   

しかし、申立期間について厚生年金保険へ未加入とされていることに   

納得がいかない。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁の資料によると．、申立ての事業所は厚生年金保険の適用事業  

所ではないこ  

また、A機構では十手業所の厚生年金保険適用について、昭和38年に  

制度化されるまで、統一的な取扱いはなされておらず、事業所によって臨  

時職員の厚生年金保険への加入の有無が異なっていたと説明しており、申  

立期間当時、申立ての事業所が厚生年金保険の適用事業所であったと認め  

ることは困難である。  

さらに、申立人は、申立期間において、事業所により給与から厚生年金  

保険料を控除されていたかどうかを記憶しておらず、給与明細など、保険  

料控除の事実を確藷できる資料は無い。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる資料はヲ酎）。  

これら申立内容及びこれまで収集した関係資料、周辺事情を総合的に判   

断する 

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



徳島厚生年金 事案9  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金嘩険被保険者として厚生年金保   

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等 

氏  名：男  
基礎年金番号：  

生年月 日 ‥昭和22年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間： 昭和41年11月から42年4月まで   

昭和41年11月から42年4月までA販売（株）B営業所に勤務したが、   

42年4月末ごろに父が死亡したため帰郷した。当時、給与から健康保険   

及び厚生年金保険の保険料が控除されていた。資料は残っていないが、   

勤務していたことは事実であるので、被保険者であったことを詠めてほ   

しい。  

第3 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚の名前が申立に係る事業所の被保険者台帳か  

ら確認できることから、■申立人が当該事業所に勤務していたことは推認で  

きる。  

しかし、申立人が厚生年金保険料を事筆主により給与から控除されてい  

た事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。  

また、申立期間に係る雇用保険の記録は確認できず、．当該事業所に保管  

されている当時の従業員名簿を確認したが、申立人の記載は見当たらなか  

った。  

さらに、当該事業所からは、昭和42年3月1日に厚生年金基金を設立し  

ているが、その厚生年金基金の記録には申立人の加入記録は無いとの回答  

があった。  

これら申立内容及び羊れまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に  

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生  

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで  

きない。   



徳島厚生年金 事案10  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日   昭和18年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和4■0年から44年まで  

A社を退職して1か月後ぐらいに知人の紹介でB社に就職して4年ぐ   

らい勤めたと思う。社会保険がなかったら4年も勤めていなかった。健  

■康保険証もA社でもらっていたものと同じ種類のものであったと記憶し   

ている。当時の給与明細書など証拠となる資料は残っていないが、B社   

に勤務していたことは間違いないので、被保険者であったことを認めて   

ほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立期間に係る給与明細書等、厚生年金保険料が控除されていたことが  

確認できる資料は無く、申立に係る事業所の被保険者台帳でも、厚生年金  

保険に加入していた事実は確認できない。  

また、申立人が同僚であったと述べている2名についても当該事業所の  

被保険者台帳を調査したが確認できなかった。  

さらに、申立人の申立期間に廃る当該事業所での雇用保険の加入記録は  

確認できない。  

加えて、当該事業所は既に全喪しており、当時の同僚等の証言を得るこ  

とができず、申立に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当た  

らない。  

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されでいたことを認めることはできない。   



徳島厚生年金 事案11  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和14年生  

住  所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立 期 間   昭和32年4月から33年4月まで   

昭和32年3月に高校を卒業して、親の勧めで就職した。1年ぐらい勤  
めていたと思うが、個人の事業所で紳士服を作ってし）て、7人から8人  

ぐらいが働いていた。給与から保険料が控除されていたと記憶している。   

当時の給与明細書など証拠となる資料は残っていないが、勤務してい  

たことは事実であるので、被保険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を  

確認できる給与明細書等の資料は無い。  

また、 

の適用事業所となっていないことから、申立人が当該事業所の従業員とし  

て厚生年金保険の被保険者となることはできない。  

さらに、当該事業所は既に廃業しており、当時の同僚等の証言を得るこ  

とができず、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当  

たらない。  

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険  

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



                      

徳島厚生年金 事案12 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和32年４月から33年２月まで 

私は、中学卒業と同時の昭和32年４月にＡ社に入社し、33年2月頃ま

で勤務した。また、当時は会社の敷地内にあった寮に20人ぐらいで入寮

しており、同じグループだった10名と会社担当者との写真も残っている。 

給与明細等は残っていないが、申立期間に勤務していたのは事実であ

るので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人からの聴取結果により、申立人がＡ社で勤務していたことは推認

できる。 

しかし、申立期間当時、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所であったが、

同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者台帳の昭和30年９月20日から33

年６月10日までの厚生年金保険被保険者資格取得者において、健康保険の

記号番号に欠番は無く、申立人のほか同じ年齢で同期入社したとする３名

についても氏名が確認できない。 

さらに、厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる関係資料及

び周辺事情は見当たらず、申立人の保険料控除に係る記憶も曖昧
あいまい

である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



愛媛厚生年金 事案6  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保   

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和9年生  

住   ・所 ：  

2 申立内容の要旨   

申 立期 間：昭和38年7月25日から39年3月1日まで   

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、昭和39年3月1   

日からA鉄工所において厚生年金保険に加入していた旨の回答をもら   

づた。   

A鉄工所には昭和38年7月25日から勤務しており、当時、給料から   

厚生年金保険の保険料を徴収されていたと記憶しているので、38年7   

月 25 日から 39年3月1日までの期間について被保険者であったこと   

を認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間においてA鉄工所に勤務していたことは、申立人の同  

僚の証言等から推藷できる。  

しかしながら、社会保険庁が保管するA鉄工所の厚生年金保険被保険者  

名簿には、申立人の申立期間に係る記録は存在しない上、申立人が申立期  

間について厚生年金保険料を給与から控除されていた事実を確認できる給  

与明細書等の資料は無い。  

また、申立人への事情聴取により、申立人は、昭和39年3月に健康保  

険証を使用する必要性が生じたため、健康保険に加入したことが推認でき  

る。なお、当該事業所は厚生年金保険と同時加入である政府管掌健康保険  

の適用事業所である。  

さらに、当時の事業主は既に死亡しており、当時の事務担当者の氏名等  

についても申立人の記憶が明確でないことから、申立てに関する証言を得  

ることはできなかった。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。   



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



愛媛厚生年金 事案7  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

： 男  

： 昭和3年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間■  （∋・昭和25年3月1日から26年2月1日まで  

② 昭和26年6月1日から同年12月20日まで   

昭和24年8月から26年12月20日までA社に勤務していたが、厚  

生年金保険に加入していたのは26年2月1日から 26年6月1日まで  

の期間しかないことが分かった9   

A社は、昭和25年3月1日に厚生年金保険の適用事業所となってい  

るので、その時から退職した26年12月20日までの期間は厚生年金保  

険に加入していたはずである。  

第3 委員会の判断の理由  

社会保険庁が保管するA社の厚生年金保険被保険者名簿の中に・は、申立  

期間に係る申立人の記録は無い。  

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金虎険料を事業主により控除さ  

れていたかを記憶しておらず、保険料が控除されていたことを確認できる  

給与明細書等の資料も無い。  

さらに、当該事業所は既に全喪しており、人事記録等の資料が存在せず、  

当時の同僚等の証言も得ることができないことから、申立人が申立期間当  

時に当該事業所に勤務していたことも確認できない。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   



愛媛厚生年金 事案8  

第卜 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名   男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   昭和27年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間 昭和50年12月21日から52年2月2D日まで   

昭和50年12月21日から52年2月20日までA社に勤めたが、厚生   

年金保険に加入した事実が無い旨の回答をもらった。   

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料は無いが、保険料を払   

っていたと記憶しているので、申立期間について、厚生年金保険の被   

保険者期間として認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、申立期間に係る給与が振り込まれている申立  

人名義の預金通帳及びその当時の同僚の証言から、申立人が申立期間にお  

いてA社に勤務していたことは確認できる。  

しかしながら、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除  

されていた事実を確認できる給与明細書などの資料は無く、申立人から聴  

取しても、厚生年金保険料の控除についての明確な記憶が無い。  

また、申立人が勤務していたA社は既に全喪しており、厚生年金保険料  

控除に係る事実を推認できる関連資料は無く、また、元事業主から聴取し  

ても申立人について明確な記憶が無く、申立てに関する証言を得ることが  

できない。  

さらに、社会保険庁が保管するA社の厚生年金被保険者名簿の中には、  

申立人の記録は無い。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたことと認めることはできない。   



大分厚生年金 事案3  

第1委員会の結命  
中立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：男  

基礎年金革号：  

生年 月 日：昭和19年生  

住  所：  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ① 平成4年5月から同年10月まで  

（∋ 平成5年1月から同年6月まで   

平成4年5月から同年10月まで、A社に勤務した。さらに平成5年1月  

から同年6月までB社に勤務した。   

A社及びB社に勤務した期間について、厚生年金保険被保険者として認め  

てはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

A社に係る申立期間①について、申立人がA社に勤務していたことは、A社  

の総務部長め証言及び、A社に保管されている申立人の出勤表から認められる   

が、A社が、申立人の厚生年金保険資格取得及び資格喪失の届出等、厚生年金  

保険の加入手続を行ったことが確認できる資料は無い。  

また、A社における申立人の厚生年金基金の加入記録も確認できない。  

B社に係・る申立期間②については、元事業主が保存している当時の当該事業  

所に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知   
書並びに健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書に申立人の氏名  
が無く、確認できない。  

さらに、A社、B社のいずれについても、厚生年金保険料を控除されていた  

ことを確認できる関連資料（給与明細、賃金台帳等）は無く、申立人の保険料  あいまい  
控除に係る記憶も曖昧である。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら  

ない。  
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、A   

社、B社共に」申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金   

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。   



宮崎厚生年金 事案4  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名 ：女  

基礎年金番号  

生 年 月 日 ： 昭和15年生  

住  所  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間   昭和58年10月から59年1月まで   

私は、昭和58年10月から4か月ぐらいA市内のBという事業所で印   

鑑を販売する仕事をしていた。厚生年金保険に加入していたと思うが、   

社会保険事務所から加入記録が無いと回答があった。  

働いていた事業所は、本社のような会社がC廉にあって、その営業所   

のようだった。当時、その事業所には、自分より10歳ぐらい年上の女   

性がいて、同じ営業の仕事をし七いた。  

給与明細書等は所有していないが、当時、印鑑販売に従事していた   

ことを実証する書類として、実母の印鑑購入時の鑑定証書等は持って   

いる。  

第3 委員会の判断の理由  

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を  

確認できる給与明細書等の資料は無い。  

社会保険庁の記録によれば、Bという名称の厚生年金保険適用事業所  

は、D県にEという事業所が1社あるのみであり、また、同事業所によ  

れば、印鑑を製造、販売する事業を行っているが、C県及びF県には支  

店や営業所等は無いことから、申立てに係る事業所の存在を確認できな  

い。なお、申立人は同事業所においても厚生年金保険の被保険者記録は  

確認できない。  

さらに、一緒に働いていたと推測される女性の申立期間に相当する期  

間は、すべて国民年金の加入期間となっている。   



加えて、申立人の雇用保険加入記録によれば、Bという事業所名での  

加入記録は無い。   

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。   

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す  

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな  

い。   



沖縄厚生年金 事案16  

第1 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名  

基礎年金番号  

生 年 月 日  

住  所  

昭和4年生  

2 申立内容の要旨  

申 立 期 間：昭和45年1月1日から45年10月16日まで   

私は、申立期間においてA社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録   

が無いとされた。保険料の控除の事実が確認できる書類は無いが、当該事業   

所に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保   

険者であったことを認めてほしい。  

第3 委員会の判断の理由  

公共職業安定所に照会したところ、申立人は申立期間において当該事業所に  

おいて雇用保険に加入していた記録が無く、A社は昭和46年8月1日に全喪  

しており人事記録等が無いことから、申立人が申立期間において当該事業所に  

勤務していた事実が確認できない。  

また、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除された事実を確  

認できる給与明細、所得税源泉徴収票などの資料が無い。  

さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所の医療保険・厚生年金被保険  

者原票により、厚生年金保険の資格を取得した者について調査したところ、申  

立人が厚生年金保険被保険者として適用されていた事実は確認できない。  

なお、社会保険庁の記録によると、申立人は、申立期間すべてについて国民   

年金に加入しており、同期間について保険料が追納済み（沖縄特例期間を含む）  

であることが確認できる。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関係資料、周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたと認めることはできない。   



沖縄厚生年金 事案17  

「  

第1 委員会の結論   

．申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料  

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

第2 申立の要旨等   

1 申立人の氏名等  

氏  名：男  

基礎年金番号：  

生 年 月 日：昭和6年生  

住  所：  

2、申立内容の要旨   

申 立 期 間：昭和45年1月1日から47年5月15日まで   

私は、申立期間においてA社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録   

が無いとされた。保険料の控除の事実が確認できる書類は無いが、当該事業  

所に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保   

険者であることを認めてはしい。  

第3 委員会の判断の理由  

公共職業安定所に照会したところ、申立人は申立期間において当該事業所で  

雇用保険に加入していた記録が無く、人事記録等も存在しないことから、申立  

人が申立期間において当該事業所に勤務していた事実が確認できない。  

また、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除された事実を確   

認できる給与明細、所得税源泉徴収票などの資料が無い。  

さらに、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのが昭和47年5   

月15日となっていることから、申立人が申立期間において当該事業所の従業   

員として厚生年金保険の被保険者となることはできない。  

このはか、申立てに係る事実を確認できる関係資料、周辺事情は無い。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申   

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主  

により給与から控除されていたと認めることはできない。 




